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第１クォーター定期試験時間割発表 ５月１９日（火）

第１クォーター定期試験期間

　

第３クォーター定期試験時間割発表 １１月６日（金）

第３クォーター定期試験期間

校　　　　時 時　　　　間
１　　　校　　　時   ８時５０分　～　１０時２０分
２　　　校　　　時 １０時３０分　～　１２時００分
３　　　校　　　時 １２時５０分　～　１４時２０分
４　　　校　　　時 １４時３０分　～　１６時００分
５　　　校　　　時 １６時１０分　～　１７時４０分
６　　　校　　　時 １８時００分　～　１９時３０分

２０２６年度経済学部 行事予定表

―　前　期　―
授業開始 ４月７日（火）

履修登録期間 ３月２３日（月）～４月２０日（月）

第２クォーター，前期末定期試験時間割発表 ７月１７日（金）

２年次オリエンテーション ４月１日（水）

入学式 ４月２日（木）

新入生オリエンテーション ４月３日（金）

新入生研修 ４月３日（金）

６月２日（火），４日（木），５日（金），８（月），１０日（水）

追試験日 ６月１６日（火）～２２日（月）

１１月２０日（金），２４日（火）～２６日（木），３０日（月）

第２クォーター，前期末定期試験期間 ７月３１日（金）～８月６日（木）

追試験日 ８月１９日（水）～８月２４日（月）

夏季休業 ８月７日（金）～９月２７日（日）

―　後　期　―
授業開始 ９月２８日（月）

履修登録期間 ９月１８日（金）～１０月９日（金）

追試験日 １２月４日（金）～１０日（木）

冬季休業 １２月２５日（金）～１月３日（日）

第４クォーター，後期末定期試験時間割発表 １月２０日（水）

第４クォーター，後期末定期試験期間 ２月３日（水）～９日（火）

追試験日 ２月１６日（火）～１９日（金）

卒業式 ３月２５日（木）





目目            次次  

 

〇 履修全般について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

〇 経済学部の履修体系について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

〇 演習について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

〇 卒業論文について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２  

〇 考査及び成績について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

〇 ソーシャル・データサイエンス・プログラムについて・・・・・・・・・・・・・１５ 

〇 教育職員免許状の取得について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６  

〇 国際交流について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

〇 学生相談等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

〇 長崎大学のＩＣＴ環境について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

〇 ネットワークを安全に利用するために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３  

〇 授業料の納付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

〇 授業料免除・奨学金制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

〇 福利厚生施設の利用について 

 １. 体育館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

２. グラウンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

３. テニスコート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

４. 扶揺会館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

５. 課外活動共用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３  

〇 経済学部の就職支援等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６  

〇 学生の表彰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

〇 学務係が取り扱う業務について         

１. 教務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

２. 厚生補導関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

３. 学生への通知並びに連絡について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

４. 諸手続きについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

〇 附属図書館経済学部分館利用案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

〇 経済学部配置略図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

教員研究室及び演習室配置図 ・⽚淵地区配置図  

 

[規則集] 

〇 長崎大学経済学部規程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

〇 規則集について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 



履ಟ඲般にࡘいて

㛗ᓮ大学のᩍ⫱ㄢ⛬は，㛗ᓮ大学඲యで行わࢀるᩍ㣴ᩍ⫱とྛ学㒊のᑓ㛛ᩍ⫱が⤌み合わさࢀ，య⣔的

に⦅成さࢀています。⤒῭学㒊は，㸯㹼㸰年次前ᮇには，ึ年次ࢼ࣑ࢭーཬࢱࢿࣛࣉࡧリー࣊ࣝスᐇ㊶を

㝖くᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠を文ᩍ࢟ࣕンࣃスにおいて，またึ年次ࢼ࣑ࢭーཬࢱࢿࣛࣉࡧリー࣊ࣝスᐇ㊶とᑓ㛛ᩍ

⫱⛉┠を∦ῡ࢟ࣕンࣃス（⤒῭学㒊）において履ಟします。ࡑのᚋ，㸰年次ᚋᮇ以㝆は∦ῡ（⤒῭学㒊）

࢟ࣕンࣃスにおいてᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠を履ಟします。 

履ಟୖの㔜要なὀពⅬはᏛ⏕౽ぴཬࡧ㛵ಀつ๎（⤒῭Ꮫ㒊+3）にᥖ㍕さࢀています。ᮏ෉Ꮚでは，⤒῭

学㒊のᑓ㛛ᩍ⫱を中ᚰにㄝ明します。ᩍ㣴ᩍ⫱にࡘいては，ᩍ㣴ᩍ⫱の学生౽ぴにㄝ明さࢀています。ྲྀ

ᢅいが異なる㒊ศがありますので，ΰྠしないようにὀពして下さい。

また，ྛ 年ᗘに開ㅮさࢀるᤵ業の内ᐜは学務᝟ሗࢩスࢸ （࣒㹌㹓-㹕ebࢩス࣒ࢸ）のࢫࣂࣛࢩにᥖ㍕さࢀ

ます。ཎ๎としてධ学年次の学生౽ぴにグ㍕さࢀているつ๎が卒業᫬まで㐺用さࢀますので，ධ学᫬に㓄

௜さࢀた学生౽ぴࡑࡸの௚の㈨料は卒業᫬まで大ษにಖ⟶しておいてください。 

ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の履ಟ᪉ἲ 

㸯 Ꮫᮇ㸪ᤵ業᫬㛫➼

（㸯）学ᮇは，前ᮇとᚋᮇの㸰学ᮇไ（前ᮇ㸯㸳㐌㸩ᐃᮇヨ㦂ᮇ㛫，ᚋᮇ㸯㸳㐌㸩ᐃᮇヨ㦂ᮇ㛫）です。

（㸰）ྛ学ᮇ（࣓ࢭスࢱー）は，前༙࣭ᚋ༙（࢛ࢡーࢱー）にศࡅらࢀࡒࢀࡑ，ࢀにおいてヨ㦂をྵࡵて

㸶㐌で開ㅮさࢀる⛉┠があります。前ᮇ前༙を➨㸯࢛ࢡーࢱー，前ᮇᚋ༙を➨㸰࢛ࢡーࢱー，ᚋᮇ

前༙を➨㸱࢛ࢡーࢱー，ᚋᮇᚋ༙を➨㸲࢛ࢡーࢱーと࿧ࡧます。

（㸱）ᤵ業は㸯ᰯ᫬あたり㸷㸮ศ㛫で，月᭙᪥から㔠᭙᪥までの次の᫬㛫ᖏに行わࢀます。

ᰯ ᫬ ᫬ 㛫

Ϩ ᰯ ᫬ 㸶᫬㸳㸮ศ 㹼 㸯㸮᫬㸰㸮ศ

ϩ ᰯ ᫬ 㸯㸮᫬㸱㸮ศ 㹼 㸯㸰᫬㸮㸮ศ

Ϫ ᰯ ᫬ 㸯㸰᫬㸳㸮ศ 㹼 㸯㸲᫬㸰㸮ศ

ϫ ᰯ ᫬ 㸯㸲᫬㸱㸮ศ 㹼 㸯㸴᫬㸮㸮ศ

Ϭ ᰯ ᫬ 㸯㸴᫬㸯㸮ศ 㹼 㸯㸵᫬㸲㸮ศ

ϭ ᰯ ᫬ 㸯㸶᫬㸮㸮ศ 㹼 㸯㸷᫬㸱㸮ศ

㸰 ༢఩ไ

（㸯）大学は，学ಟのಟ஢を༢఩の認ᐃによって行います。大学を卒業するには，一ᐃの年㝈内に，ᐃࡵ

らࢀている一ᐃᩘ以ୖの༢఩をಟᚓする必要があります。

（㸰）ᑓ㛛ᩍ⫱のᤵ業は，前ᮇ又はᚋᮇのうࡕ 8 㐌で᏶஢する⛉┠（࢛ࢡーࢱー⛉┠），前ᮇ又はᚋᮇの

༙年㛫で᏶஢する⛉┠（࣓ࢭスࢱー⛉┠），㸯年㛫の㏻年で᏶஢する⛉┠（㏻年⛉┠。一㒊の₇⩦⛉

┠がヱᙜします）があります。༢఩は，㸯ᤵ業⛉┠にࡘいて，ᤵ業に一ᐃ᫬ᩘ出ᖍし，かࡘ⪃ᰝに合

᱁すると㸯༢఩，㸰༢఩もしくは㸲༢఩がಟᚓできます。

（㸱）㸯༢఩とは，ᩍᐊ内እ（ᤵ業と自Ꮿ等の学ಟ）の学ಟを合わせたᶆ準 45 ᫬㛫の学ಟを要する内ᐜ

をもってᵓ成さࢀています。ᤵ業のᐇ᪋ᙧែによりᩍᐊ内で行うᤵ業᫬㛫ᩘと自Ꮿ等の学ಟを行う᫬

㛫ᩘが，次のようにᐃࡵらࢀています。
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ձ ㅮ⩏࣭₇⩦͐͐͐͐ᩍᐊ内でのᤵ業 15 ᫬㛫 㸩 自Ꮿ等での学ಟ 30 ᫬㛫

ղ ᐇ⩦͐͐͐͐͐͐͐ᩍᐊ内でのᤵ業 30 ᫬㛫 㸩 自Ꮿ等での学ಟ 15 ᫬㛫

ճ ᩍဨචチ≧ྲྀᚓのたࡵの≉ูᣦᐃ⛉┠のᐇ⩦͐͐͐ᩍᐊ内でのᤵ業 45 ᫬㛫

㸯ᰯ᫬のᤵ業᫬㛫は 90 ศですが，༢఩のィ⟬をする場合には，この 90 ศをもって㸰᫬㛫とィ⟬しま

す。なお，㞟中ㅮ⩏等を㝖き㸯ᤵ業⛉┠にࡘいてẖ㐌㸯ᅇ又はẖ㐌㸰ᅇのᤵ業が行わࢀます。さらに，

༢఩ಟᚓには，ᐃᮇヨ㦂࣏ࣞࡸートな࡝の⪃ᰝに合᱁することが必要です。中㛫ヨ㦂ࡸᑠࢸストがᐇ᪋

さࢀる⛉┠もあります。 

༢఩ไのほⅬから，ẖᅇのᤵ業࡟ᚲࡎฟᖍࡋ㸪⮬Ꮿ➼࡛のᏛಟࡾࡼ࡟ண⩦᚟⩦ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆ኱ษ

です。

㸱 ಟᚓࡁ࡭ࡍ༢఩ᩘ（㛗ᓮ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊つ⛬（⤒῭Ꮫ㒊+3）ࢆཧ↷）

（KWWSV���ZZZ�HFRQ�QDJDVDNL�X�DF�MS�XQGHUBJ�JXLGDQFH�KWPO�PLQLPXPBUHTXLUHPHQW）
（㸯）卒業するには，学㒊つ⛬ู⾲➨㸯に♧さࢀた最పಟᚓ༢఩ᩘ以ୖの༢఩をಟᚓしなࡤࢀࡅなりませ

 。ࢇ

（㸰）ᑓ㛛ᩍ⫱のᤵ業⛉┠は，学㒊つ⛬のู⾲➨㸰によりಟᚓしなࡤࢀࡅなりませࢇ。 

（㸱）ᩍဨචチ≧のྲྀᚓ᪉ἲにࡘいては，ู࣌ーࢪにある「ᩍ⫱職ဨචチ≧のྲྀᚓにࡘいて」に詳細をㄝ

明しています。 

㸲 履ಟ⛉┠のⓏ㘓のୖ㝈

ィ⏬的な学ಟを行ってもらうたࡵに，履ಟⓏ㘓༢఩ᩘにไ㝈を設ࡅています。この┠的は，年㛫に履

ಟⓏ㘓できる༢఩ᩘをไ㝈することで，自୺的に学ಟする᫬㛫をቑࡸし，ᩍ⫱ຠᯝを㧗ࡵることにあり

ます。このไᗘを༑ศ⌮ゎして，自Ꮿ等でのண⩦᚟⩦を඘ᐇさせᤵ業に⮫ࢇでください。

履ಟ⛉┠のⓏ㘓༢఩ᩘは，一学年あたり，ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠ཬࡧᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠を合わせて，➨㸯年次から

➨㸲年次まで㸲㸶༢఩までとᐃࡵらࢀています。ただし，学㒊つ⛬ู⾲➨㸰ཬูࡧ⾲➨㸱のᤵ業⛉┠ྡ

の┤ᚋに࣐ۼーࢡのࡘいている⛉┠は，履ಟⓏ㘓のୖ㝈༢఩ᩘには⟬ධしませࢇ。また、⮫᫬開設⛉┠

等の履ಟⓏ㘓ୖ㝈༢఩ᩘにࡘいては、ᥖ♧で㏻▱する際に明♧します。

５ 履ಟᡭ⥆

（㸯）ᤵ業᫬㛫๭ 

ᙜヱ年ᗘに開ㅮさࢀるᤵ業⛉┠は，ྛ学ᮇ始ࡵにᤵ業᫬㛫๭によって発⾲します。ただし，㞟中ㅮ

⩏を開ㅮする場合には，ᥖ♧等で㏻▱します。 

（㸰）履ಟⓏ㘓 

 履ಟしようとするᤵ業⛉┠は，学務᝟ሗࢩス࣒ࢸ（㹌㹓�㹕HE なりまࡤࢀࡅにⓏ㘓しな（࣒ࢸスࢩ

せࢇ。㏻年⛉┠（ᑓ㛛࣑ࢮཬࡧ卒◊࣑ࢮ），前ᮇ࣓ࢭスࢱー⛉┠，➨㸯࣭➨㸰࢛ࢡーࢱー⛉┠は前ᮇの

履ಟⓏ㘓ᮇ㛫内に，ᚋᮇ࣓ࢭスࢱー⛉┠，➨㸱࣭➨㸲࢛ࢡーࢱー⛉┠はᚋᮇの履ಟⓏ㘓ᮇ㛫内に履ಟ

Ⓩ㘓を行わなࡤࢀࡅなりませࢇ。履ಟⓏ㘓が行わࢀていない⛉┠は，༢఩認ᐃのᑐ㇟とはなりませࢇ

ので，確ᐇに履ಟⓏ㘓を行って下さい。 

 㞟中ㅮ⩏にࡘいては，ᥖ♧等により♧さࢀる履ಟⓏ㘓ᮇ㛫中に履ಟⓏ㘓しなࡤࢀࡅなりませࢇ。㞟

中ㅮ⩏はẖ年ᗘ必ࡎ開ㅮさࢀるとは㝈りませࢇのでὀពしてください。 

 㸯㐌㛫に㸰ᅇᤵ業がある⛉┠（例えࡤ，月㸫Ϩ࣭ⅆ㸫ϩとศかࢀてᤵ業がある⛉┠）は，㸰ᅇとも

履ಟⓏ㘓しなࡤࢀࡅなりませࢇ。なお，ྠ 一᫬㛫に㸰ᤵ業⛉┠以ୖを履ಟⓏ㘓することはできませࢇ。 

履ಟⓏ㘓ࢆ㛫㐪࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼ὀពࡓࡲࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸪୍ᗘⓏ㘓ࡓ࠼⤊ࢆᚋ࡟㸪Ⓩ㘓ෆᐜ࡟ㄗࡀࡾ

Ⓩ㘓ෆᐜのኚ࡚ࡋ࡜ཎ๎࡜ࡿࡂ㐣ࢆ履ಟⓏ㘓ᮇ㛫ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄆ☜ࡎᚲ࡟履ಟⓏ㘓ᮇ㛫ෆࢆ࠿࠸࡞

᭦ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ

㸴 ᩍᐊ

 ᤵ業᫬㛫๭，ࣂࣛࢩス，ᥖ♧等に♧さࢀたᩍᐊでᤵ業が行わࢀます。ᮏ෉Ꮚのᚋにあるᩍᐊ㓄置ᅗで

確かࡵておきましࡻう。ただし，学ᮇ㏵中にูのᩍᐊを౑ってᤵ業が行わࢀることがあります。また，

学ᮇᮎの⪃ᰝを行うᩍᐊがᬑẁ౑用しているᩍᐊと異なることもあります。ᩍᐊのኚ᭦はᩍဨからのㄝ

明ࡸᥖ♧等で㐃⤡さࢀます。
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㸵 ཷㅮ᫬のᚰᚓ

 㸯ᅇ┠のㅮ⩏᫬にࡑの⛉┠の内ᐜࡸᤵ業᪉㔪にࡘいてのㄝ明が行わࢀます。ࡑの᪉㔪をよく⌮ゎした

ୖで，᪥ࠎのண⩦᚟⩦をᛰることなく，ᤵ業に⮫みましࡻう。␲問Ⅼࡸ不明なⅬは᪩ࡵにᩍဨに㉁問し

ましࡻう。⪃ᰝཬࡧ成績にࡘいては，ู࣌ーࢪにㄝ明してありますのでཧ↷してください。

 ㅮ⩏中にᯈ書ࡸスࣛࢻ࢖をス࣐ート࢛ࣇン等で᧜ᙳする場合は，ᩍဨのチ可をᚓてから行ないましࡻ

う。また，࿘ᅖの学生に㏞ᝨがかからないように㓄៖しましࡻう。

㸶 卒業ㄽᩥࢺ࣮࣏ࣞࠊ➼ᥦฟ᫬のㅖὀព

 卒業ㄽ文ࡸㅮ⩏等でㄢさࢀる࣏ࣞート（以下「࣏ࣞート等」という）の内ᐜは，▱㆑ࡸ஦ᐇをまとࡵ

ることにと࡝まるものから，ࢀࡑをもとに自ศ自㌟のព見な࡝をグ㍕するものな࡝ከ様です。࡝のよう

な内ᐜが求ࡵらࢀるかは，ྛ⛉┠のᢸᙜᩍဨのὀពࡸᣦ♧を༑ศに⌮ゎしたୖで提出することが必要で

す。

≉に，自ศのព見をグ㍕することが求ࡵらࢀている࣏ࣞート等では，自ศがព見として㏙࡭ているこ

とと௚人（཭人もྵみます）が㏙࡭ていることの༊ูがศかるように，自ศのព見等ではないᘬ用ࡸཧ

⪃にࡘいては，出඾᝟ሗ（ᑓ㛛書，学⾡ㄽ文，᪂⪺࣭㞧ㄅのグ஦࢖ࡸンࢱーࢵࢿトの࢙࢘ࣈサ࢖ト）を

必ࡎ明♧しなࡤࢀࡅいࡅませࢇ。出඾᝟ሗを明♧せࡎに，௚人のព見を自ศのព見として利用すること

（コࣆーアン࣌ࢻーストをྵࡴ）は，┐用ࡸ๴✼とᢅわࢀ，不ṇ行Ⅽとしてฎศのᑐ㇟となる場合があ

ります。

࣏ࣞート等のᇳ➹にあたっては，ึ年次ࢼ࣑ࢭーで⤂௓さࢀる「㛗大生のたࡵのࣛーニンࣉࢵ࢕ࢸࢢ

ス」もཧ⪃になるので，⇍ㄞしてください。

また，࢖ンࢱーࢵࢿトୖの᝟ሗには，㛫㐪った᝟ሗྂࡸい᝟ሗがゞṇさࢀないままᥖ㍕さࢀているこ

とがከࠎあるので，ᘬ用ࡸཧ⪃にする場合には，このことにもὀពをしましࡻう。㛫㐪った᝟ሗを㬼࿐

みにすることࡸ自ศのព見と௚人が㏙࡭ていることの༊ูをしないまま提出することで，ホ౯のⅬᩘと

ならない場合もありますのでὀពが必要です。
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履ಟୖの኱ษ࡞ὀពⅬ 

㸯 㹊㸿㹁㹑

୺య的学⩦ಁ㐍ᨭ᥼ࢩス࣒ࢸ（LACS: Learning Assessment & Communication System）は，学生

の୺య的な学ࡧを確❧するたࡵに㛗ᓮ大学でᵓ⠏したᩍ⫱ᨭ᥼ࢩス࣒ࢸです。様ࠎなᤵ業でLACS を活

用して，ᤵ業の㐃⤡，㈨料提♧，ㄢ㢟࣏ࣞートの受௜，࢜ンࣛ࢖ンࢸスト等を行います。また，㸯年次

前ᮇから学ಟ࣏ート࢛ࣇリ࢜のస成も始まります。LACS を利用するには自ศの㛗大 ID が必要です。

LACS の利用᪉ἲにࡘいての問い合わせは ICT ᇶ┙ࢭンࢱーで受ࡅ௜ࡅています。

㸰 ฟᖍ⟶⌮࣒ࢸࢫࢩ

㛗ᓮ大学では，IC ࢝ーࢻ（学生証）を利用した出ᖍ⟶⌮ࢩス࣒ࢸをᑟධしています。ᤵ業の出Ḟ確認

は，ㅮ⩏ᐊ等に設置さࢀた IC ࢝ーࢻリーࢲーに学生証をかࡊすことによって行います。IC ࢝ーࢻリー

，の場合はࡑ。ᤵ業ᢸᙜᩍဨが┤᥋出ᖍ確認を行う場合もあります，ࡸていない₇⩦ᐊࢀーが設置さࢲ

ᤵ業ᢸᙜᩍဨのᣦ♧にᚑって下さい。

なお，出Ḟ᝟ሗは出ᖍ⟶⌮ࢩス࣒ࢸ（https://attend.nagasaki-u.ac.jp/）から確認できます。出ᖍ⟶⌮

ンするには自ศの㛗大࢖ࢢに࣒ࣟࢸスࢩ ID が必要です。

㸱 ࣒ࢸࢫࢩ࣭ࢢࣥࣜࣂࣥࢼ

㛗ᓮ大学ࢼンࣂリン࣭ࢢ ࣭┠⛉⫱てのᤵ業⛉┠（ᩍ㣴ᩍ࡭ているすࢀとは，㛗ᓮ大学で開ㅮさ࣒ࢸスࢩ

学㒊ᑓ㛛⛉┠࣭大学㝔ᑓ㛛⛉┠等）にᑐし，ᤵ業内ᐜ࣭ࣞ࣋ࣝ等にᛂࡌて≉ᐃのグྕࢼࡸンࣂーを௜୚

し，ᩍ⫱ㄢ⛬⾲な࡝にグ㍕することにより，య⣔的なᩍ⫱࣒ࣛࢢࣟࣉのᐇ⌧を┠ᣦす᪉ἲのことです。

いては，⤒῭学㒊࣍ー࣒ࡘている⛉┠にࢀ学㒊で開ㅮさ῭⤒，ࡸの詳細なㄝ明࣒ࢸスࢩ࣭ࢢリンࣂンࢼ

࣌ーࢪをཧ↷してください。

㸲 Ḟᖍᒆ

⑓Ẽ，ᚷᘬ，⅏ᐖ等のࡴࡸをᚓない⌮⏤によりᤵ業をḞᖍした場合，ཎ๎として⌮⏤発生から㸰㐌㛫

以内にᡤ要の証明書をῧえてḞᖍᒆを学務係に提出してください。ᢸᙜᩍဨのᢎ認があࡤࢀḞᖍ᫬ᩘに

 。る場合がありますࢀいて⪃៖さࡘ

⑓Ẽの場合㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃診断書等 

ᚷᘬの場合㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃఍ⴿᚚ♩の࢝ーࢻ等 

 の௚の場合㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃証明書等ࡑ

５ ྎ㢼㸪✚㞷その他୙ の஦ែ࡟ᑐࡿࡍఇㅮᥐ⨨

ᮏ学では，ྎ㢼ཬࡧ✚㞷等による学生の஦ᨾの発生を㜵Ṇするたࡵ，ྎ㢼等の際のᤵ業࣭ᐃᮇヨ㦂の

ఇㅮ等のᥐ置にࡘいて，[つ๎㞟]「඲学的ఇㅮᥐ置の申合せ」をᐃࡵています。

ྎ㢼等に際しては，ྠ申合せによりᥐ置さࢀますので，申合せの内ᐜを༑ศ⌮ゎのうえ，ྛ自のุ断

により஦ᨾ等がないよう␃ពしてください。

㸴 ᥖ♧ࡧࡼ࠾㐃⤡

大学が学生にᑐして行う࿌♧，㏻▱，㐃⤡はᥖ♧ᯈࡸ㟁Ꮚ࣓ーࣝ（大学が㓄ᕸする bb 学生␒ྕ

@ms.nagasaki-u.ac.jp）、NU-Web ᥖ♧ᯈ、LACS 内での㐃⤡機能を㏻ࡌて行わࢀます。ᤵ業ࡸ⪃ᰝ等

のᩍ務஦㡯，ᤵ業料ච㝖࣭ዡ学生のເ㞟࣭ㄢእ活動等の学生生活஦㡯ཬࡧ࿧ࡧ出し㐃⤡等はす࡭てᥖ♧

ᯈ、㟁Ꮚ࣓ーࣝ㐃⤡、NU-Web ᥖ♧ᯈにより㏻▱さࢀますので，一᪥に一ᗘはᥖ♧ᯈ等を見るようᚰ᥃

。ࢇに㔜大な⤖ᯝになっても大学は一ษ㈐௵を㈇うことができませࡵてください。ᥖ♧を見なかったたࡅ

 ᥖ♧ᯈは，学㒊にࡘいては⤒῭学㒊学務係前࢕ࢸࣟࣆࡸ等に設置してあります。文ᩍ࢟ࣕンࣃスにも

ᩍ㣴ᩍ⫱用ᥖ♧ᯈ（ᩍ㣴ᩍ⫱஦務ᐊ前）ࡸ学生ᨭ᥼ࢭンࢱー前にᥖ♧ᯈがあります。

なお，ᥖ♧∧で，学㒊の࣍ー࣒࣌ーࢪを見るようにとか，NU㸫Web の≉ᐃ࣌ーࡸࢪLACS の≉ᐃ࣌

ーࢪを見るようにᣦ♧さࢀることもあります。ᤵ業によってはLACS だࡅで㐃⤡を行うこともあります

のでὀពしましࡻう。
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その他 

㸯 ཷㅮࡾࡩ㏉ࡾ

受ㅮࡩり㏉りは，ᤵ業内ᐜࡸ᪉ἲにࡘいて学生のⓙさࢇからホ౯を受ࡑ，ࡅの⤖ᯝをᤵ業ᨵၿに活か

していくこと，およࡧ，ⓙさࢇが大学での自らの学ಟ成ᯝをᢕᥱすることによって自ぬ的な学⩦活動を

ಁすことを┠的としています。

ホ౯㡯┠は，඲学ඹ㏻で設ࡅらࢀた㡯┠にຍえて，ྛᤵ業⛉┠の内ᐜにあわせた㡯┠が設ᐃさࢀてい

ます。学生のⓙさࢇには，ࣂࣛࢩスにグ㍕さࢀているྛᤵ業の┠ᶆࡡࡸらいがᐇ際のᤵ業において㐩成

さࢀたか，ᩍᮦࡸᤵ業᪉ἲが㐺ษなものであったか，といったⅬにࡘいてホ౯してもらいます。ᤵ業を

┿๢に受ࡅるとともに，大学ᩍ⫱のᨵၿという大きなどⅬからホ౯できるよう，⋡┤に，┿ᦸなែᗘで

ᅇ⟅してください。

なお，受ㅮࡩり㏉りは NU-Web でᐇ᪋しますが，ᢸᙜするᩍဨにⓙさࢇのẶྡな࡝の᝟ሗが▱らࢀ

ることはありませࢇ。学ᮇ㏵中か学ᮇᮎのいࢀࡎか，あるいは୧᪉の᫬ᮇにᐇ᪋さࡑ，ࢀの㞟ィ⤖ᯝは

㛗ᓮ大学の࣍ー࣒࣌ーࢪでᅇ⟅者の᝟ሗを⛎༏໬してබ開さࢀます。

㸰 Ꮫಟ࣏࣮࢛࢜ࣜࣇࢺ

学ಟ࣏ート࢛ࣇリ࢜とは，在学中の学ಟを୺య的にィ⏬し，学⩦活動ࡸㄢእ活動な࡝の≧ἣをᩚ⌮࣭

┬ᐹし，必要にᛂࡌて㌶㐨ಟṇを行っていくたࡵのグ㘓のことです。ධ学᫬に自ศの学ಟ┠ᶆを明確に

し，また学ᮇࡈとに学ಟ成ᯝをグ㘓することにより自ศの成㛗を確認します。ࡑのグ㘓をᇶにᐃᮇ的に

࣓ンࢱー（ᣦᑟᩍဨ）からコ࣓ントをもらい，必要にᛂࡌて，㠃ㄯにより≧ἣ確認࣭ຓゝ࣭ᣦᑟが行わ

。ますࢀ

㸱 ⮬୺Ꮫ⩦のࡵࡓのᩍᐊ฼⏝

ᤵ業等で౑用していない₇⩦ᐊを自୺学⩦に利用することができます。下グのὀព஦㡯をᏲり，₇⩦

のᤵ業前ᚋの学⩦ࣝࢢࡸーࣉ学⩦な࡝に✚ᴟ的に利用してください。

㸯）₇⩦ᐊの౑用可能᫬㛫は，ཎ๎として㸶㸸㸳㸮から㸰㸯㸸㸯㸮までのᤵ業等で利用しない᫬㛫ᖏで

す。

㸰）₇⩦ᐊを౑用する場合は，学務係に申し出る必要があります。஦前に学務係の౑用⡙にグධし，㘽

を㡸かり，౑用ᚋは᪋㘄し学務係へ㏉༷して下さい。なお，㸰㸯㸸㸯㸳以㝆は，ᮏ㤋⋞㛵ᶓの཰⣡⟽

に㏉༷してください。

㸱）₇⩦ᐊの౑用ᚋは，ᡞ⥾まり等を確ᐇに行ってください。

㸲 ᚲᦠࢺ࣮࣏ࢧࣥࢥࢯࣃ❆ཱྀ

㛗ᓮ大学では，ࣀートࢯࣃコン必ᦠとなっています。様ࠎなᤵ業でࢯࣃコンが活用さࢀますので，ᖖ

にࢯࣃコンをᣢཧするようにしてください。

必ᦠࢯࣃコンのトࣛࡸࣝࣈ利用᪉ἲに㛵する┦ㄯは ICT ᇶ┙ࢭンࢱーで受ࡅ௜ࡅています。ICT ᇶ┙

コࢯࣃコンをᣢཧできなかった学生にᑐして，一᫬的にࢯࣃをえない⌮⏤でࡴࡸーでは，ᨾ㞀等ࢱンࢭ

ンの㈚し出しも行っています。詳しくは ICT ᇶ┙ࢭンࢱーの࣍ー࣒࣌ーࢪをཧ↷してください。

５ 㟁ヰ↷఍

学生のⓙさࢇが，大学にいࢁいࢁな஦᯶を㟁ヰで↷఍してきますが，㛫㐪いのもとになりますので，

内ᐜによってはᛂࡌらࢀないこともあります。

 また，㟁ヰでのఏゝཬࡧ学生࿧ࡧ出し等の౫㢗にもᛂࡌらࢀませࢇので，ྛ㛵係者に࿘▱しておいて

ください。ただし，⥭ᛴの場合はこの㝈りではありませࢇ。
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⤒῭学㒊の履ಟయ⣔にࡘいて

ここでは，⤒῭学㒊のᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の履ಟに㛵する஦㡯を中ᚰにㄝ明します。ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠に㛵する஦㡯は，

ᩍ㣴ᩍ⫱の学生౽ぴでㄝ明さࢀています。 

㸯㸬ᩍ⫱⌮ᛕ࣭┠ᶆ 

⤒῭学㒊は，「ࣟࢢーࣝࣂなど㔝をᣢって⌧代の⤒῭࣭⤒Ⴀのㅖ問㢟をゎỴできるᐇ㊶的エコ࣑ࣀス

トの㣴成」をᩍ⫱⌮ᛕとして，⌧代⤒῭♫఍のㅖ問㢟をゎỴし，♫఍のㄪ࿴的発ᒎに㈉⊩する人ᮦの⫱

成をᩍ⫱┠ᶆとしています。 

㸰㸬履ಟయ⣔ 

⤒῭学㒊では，ୖのᩍ⫱⌮ᛕにᚑって，学㒊ᑟධ⛉┠ э 学㒊ඹ㏻⛉┠ э コース⛉┠࣭㡿ᇦ⛉┠というᙧで

ᇶ♏からᛂ用へయ⣔的な学⩦ができるように࢝リ࣒࢟ࣗࣛがᵓ⠏さࢀています。 

なお，学生౽ぴࣂࣛࢩࡸスにᥖ㍕さࢀているᤵ業⛉┠のᶆ‽履ಟᖺḟとはこのయ⣔の中で履ಟがዲましい᫬ᮇ

を♧すものです。 

以下，履ಟయ⣔中のᑓ㛛ᩍ⫱のྛ⛉┠༊ศをㄝ明します。学㒊つ⛬のู⾲➨㸯，ู⾲➨㸰をཧ↷し

てください。⤒῭学㒊࣍ー࣒࣌ーࢪの࢝リ࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࣉࢵ，࢝リ࣒࣭࢟ࣗࣛࢶリーもཧ↷してくださ

い。 

（㸯）Ꮫ㒊ᑟධ⛉┠（最పಟᚓ༢఩ᩘ㸸8༢఩）

学㒊ᑓ㛛ᩍ⫱へのᑟධを行う⛉┠であり，⤒῭学㒊で学ࡪことのできる学問ศ㔝のᴫ要を▱ることを

┠的に設置さࢀています。こࢀから学ࡪᑓ㛛的内ᐜが࡝のような⌧㇟であるかを⌮ゎし，࡝のようにᙺ

に❧ࡘのか，ࡑの㐨しる࡭となる⛉┠⩌です。

（㸰）Ꮫ㒊ඹ㏻⛉┠（最పಟᚓ༢఩ᩘ㸸16༢఩）

学㒊におࡅるᑓ㛛ᩍ⫱のᇶ♏となるᤵ業⛉┠であり，ᖜᗈい⤒῭活動をศᯒするたࡵの学問的ᇶ♏を

学ࡪたࡵの⛉┠⩌になります。ᑓ㛛的な◊✲を㐍ࡵるୖで㑊ࡅて㏻ࢀないࡤかりでなく，ఱᗘもᡠって

ຮᙉしなおす必要のある大ษな⛉┠です。

（㸱）ࢫ࣮ࢥ⛉┠（最పಟᚓ༢఩ᩘ㸸 20༢఩）

ᑓ㛛的▱㆑を῝ࡵるたࡵにయ⣔的に㓄置さࢀたᤵ業⛉┠で，⤒῭コースと⤒Ⴀコースの㸰ࡘのコース

があります。

㓄置さࢀている⛉┠は，コースによって異なるので履ಟの際にはὀពしてください。

コース⛉┠は，学㒊ᑟධ⛉┠から学㒊ඹ㏻⛉┠までの内ᐜを前提としたᑓ㛛的なㅮ⩏内ᐜとなります

ので，学㒊ᑟධ⛉┠または学㒊ඹ㏻⛉┠の内ᐜをよく⌮ゎしたうえで履ಟするようにᚰがࡅてください。

（㸲）㡿ᇦ⛉┠（最పಟᚓ༢఩ᩘ㸸16༢఩）

卒業ᚋの࢟ࣕリアᙧ成を見ᤣえ，こࢀまで学ࢇできた様ࠎなᑓ㛛▱㆑をᐇ㊶することを᝿ᐃしたᛂ用

⛉┠⩌になります。ᅜ際ビࢿࢪス㡿ᇦ，ᆅᇦ࢖ࢨࢹン㡿ᇦ，♫఍࣋ࣀ࢖ーࣙࢩン㡿ᇦの㸱ࡘの㡿ᇦがあ

ります。コース⛉┠ྠ様，㓄置さࢀている⛉┠は，㡿ᇦによって異なるので履ಟの際にはὀពしてくだ

さい。

また㡿ᇦ⛉┠にࡘいては，ྛ㡿ᇦ₇⩦（2༢఩）を履ಟすることが必㡲になります。
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（５）₇⩦⛉┠（最పಟᚓ༢఩ᩘ㸸8༢఩）

学生ྠኈ，または，学生とᩍဨがウ㆟し，ᑓ㛛ศ㔝の学ࡧを῝ࡵ，問㢟発見とࡑのゎỴ能ຊを⫱成す

るたࡵのᑡ人ᩘᩍ⫱です。

「ᑓ㛛࣑ࢮ(4༢఩)」「卒◊࣑ࢮ(4༢఩)」があり，ᡤᒓする࣑ࢮによっては「ࢡ࢙ࢪࣟࣉト₇⩦(4༢఩)」
が㏣ຍ㓄置さࢀている場合があります。なお，最పಟᚓ༢఩ᩘ（8༢఩）を㉸えてಟᚓした₇⩦の༢఩

は，卒業ุᐃ᫬に自⏤ᑓ㛛⛉┠の༢఩となります。

₇⩦⛉┠の必ಟ㑅ᢥのู，開ㅮ᫬ᮇ，履ಟ᪉ἲ等にࡘいては「₇⩦にࡘいて」をཧ↷してください。

また，「ᑓ㛛࣑ࢮ」ཬࡧ「卒◊࣑ࢮ」にࡘいては，ᚋ㏙の「㸴㸬࣑ࢮのỴᐃ」をཧ↷してください。

（㸴）⮬⏤ᑓ㛛⛉┠（最పಟᚓ༢఩ᩘ㸸30༢఩）

 ⥲合的な学ಟに㈨するᤵ業⛉┠のことで，卒業ุᐃ᫬には，次の༢఩はす࡭て自⏤ᑓ㛛⛉┠の༢఩と

なります。

ձ 学㒊つ⛬ู⾲➨㸰で「自⏤ᑓ㛛⛉┠」に༊ศさࢀている⛉┠をಟᚓしてᚓた༢఩

ղ 学㒊つ⛬ู⾲➨㸰で「学㒊ᑟධ⛉┠」「学㒊ඹ㏻⛉┠」「コース⛉┠」「㡿ᇦ⛉┠」「₇⩦⛉┠」に༊

ศさࢀている⛉┠のうࡕ，最పಟᚓ༢఩ᩘを㉸えてಟᚓした༢఩

ճ ᡤᒓでない௚コースཬࡧ௚㡿ᇦのᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠であってᡤᒓコースཬࡧ㡿ᇦに設置さࢀていない

ᤵ業⛉┠をಟᚓしてᚓた༢఩

մ ௚学㒊，௚大学等でಟᚓした༢఩のうࡕ，ᮏ学㒊により「自⏤ᑓ㛛⛉┠」の༢఩として認ᐃさࢀた

༢఩

自⏤ᑓ㛛⛉┠の履ಟにࡘいて

最低修得 修得した 最低修得単位数を
区  分 超えて修得した

単位数 単位数 単位

学部導入科目 8
学部共通科目 16
コース
科目

所属するコースの科目 20
所属していないコースの科目

所属する領域の科目 16
領域科目

所属していない領域の科目
演習科目 演習科目 8 自由専門科目合計
自由専門科目 30 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＝
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（㸵）ᩍ⫋⛉┠ 

ᮏ学㒊においては，㧗等学ᰯᩍㅍ一✀චチ≧（ၟ業）をྲྀᚓすることができます。

ㄝ明఍で，ࡕたのࡅるᩍ職ㄝ明఍に出ᖍし，ㄝ明を受ࢀには，㸯年ධ学᫬の㸲月ึ㢌に行わࡵのたࡑ 

㓄ᕸさࢀる「ᩍ職ㄢ⛬受ㅮ申込書」で受ㅮ申ㄳをしなくてはなりませࢇ。

申ㄳᚋ，履ಟしていく必要のある⛉┠がᩍ職⛉┠です。

詳細にࡘいては，学㒊つ⛬➨18᮲と「ᩍ⫱職ဨචチ≧のྲྀᚓにࡘいて」をཧ↷してください。

（㸶）⮫᫬㛤タ⛉┠ 

学㒊つ⛬ู⾲➨㸰にはグ㍕さࢀていないが，⮫᫬に開設さࢀるᤵ業⛉┠があります。ࡑのような⛉┠

を「⮫᫬開設⛉┠」とゝいます。「⮫᫬開設⛉┠」に㛵する᝟ሗは学務係前のᥖ♧ᯈࡸNU-Webᥖ♧ᯈ

等に㝶᫬ᥖ㍕さࢀますので，見ⴠとすことがないようᖖ᪥頃からᥖ♧ࡸお▱らせにὀពしましࡻう。

（㸷）㞟୰ㅮ⩏ 

 ㏻ᖖのᤵ業⛉┠は㸯࢛ࢡーࢱー，㸯学ᮇ㛫または㸯年㛫（「㏻年」とゝいます。）開ㅮさࢀますが，

▷ᮇ㛫㞟中的に開ㅮさࢀ༢఩の出るᤵ業⛉┠があります。このようなᤵ業⛉┠を「㞟中ㅮ⩏」とゝいま

す。「㞟中ㅮ⩏」は履ಟⓏ㘓᪉ἲ࣭履ಟⓏ㘓ᮇ㛫も㏻ᖖのᤵ業⛉┠とは異なります。「㞟中ㅮ⩏」に㛵

する᝟ሗは学務係前のᥖ♧ᯈࡸNU-Webᥖ♧ᯈ等に㝶᫬ᥖ㍕さࢀますので，見ⴠとすことがないようᖖ

᪥頃からᥖ♧ࡸお▱らせにὀពしましࡻう。

㸱㸬༢఩のㄆᐃ 

ㅮ⩏にはẖᅇ出ᖍしてください。ᤵ業に出ᖍし，かࡘヨ㦂等によりᐇ᪋さࢀる⪃ᰝに合᱁すると，ࡑ

のᤵ業⛉┠の༢఩が認ᐃさࢀます。⪃ᰝの᪉ἲは⛉┠ཬࡧᢸᙜᩍဨによって異なり，ྛ⛉┠の成績ホ౯

の᪉ἲ等はࣂࣛࢩスࡸᢸᙜᩍဨのㄝ明により࿘▱さࢀます。ただし「卒◊࣑ࢮ」は，卒業ㄽ文により成

績ホ౯ཬࡧ༢఩の認ᐃが行わࢀます。⪃ᰝにࡘいては，「⪃ᰝཬࡧ成績にࡘいて」をཧ↷してください。

成績のホ౯ᇶ準等は次のようになっています㸸

ุᐃ 成績ホ౯ ᶆㄒ 成績ホ౯ᇶ準

合᱁

100㹼90 Ⅼ AA A 以ୖにඃࢀている

89㹼80 Ⅼ A 
ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆ以ୖに㧗ᗘな内ᐜを㌟に௜ࡅてお

り，ᤵ業で㌟に௜ࡅる࡭き内ᐜを༑ศに⩦ᚓしている

79㹼70 Ⅼ B C 以ୖにඃࢀているが A に‶たない場合

69㹼60 Ⅼ C 
ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆを‶たしており，ᤵ業で㌟に௜ࡅる

き最ప㝈の内ᐜを⩦ᚓしている࡭

不合᱁

59 Ⅼ以下 D ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆを‶たしていない

Ḟ

Ḟᖍ。受ㅮ要௳(ὀ)は‶たしているが、成績ホ౯ 100 Ⅼ‶

Ⅼのうࡕ，合ィで 40 Ⅼを㉸えるᚓⅬを㓄ศさࢀたホ౯

㡯┠（ヨ㦂࣭࣏ࣞート࣭ࡑの௚）を受ࡅない࣭提出しな

い等のたࡵ，成績ホ౯を行っても 60 Ⅼに㐩しない場合

ኻ
ኻ᱁。出ᖍᅇᩘな࡝ᙜヱᤵ業⛉┠においてᣦᐃさࢀた受

ㅮ要௳(ὀ)を‶たさない場合

（ὀ）ᙜヱᤵ業⛉┠を受ㅮするたࡵの要௳として⛉┠㈐௵者がㄢす᮲௳のこと。例えࡤ，ᩍ㣴ᩍ⫱⛉

┠では，つᐃの出ᖍᅇᩘの 3 ศの 2 以ୖ出ᖍすることが要௳となっており，こࢀを‶たさない場

合は受ㅮしたものとみなさない。
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⛉┠によっては，「合」「ྰ」のみをุᐃするもの，また，合᱁したことを「認」と⾲♧するものも

ありますので，ὀពしましࡻう。

㸲㸬履ಟୖ㝈༢఩ᩘ 

ィ⏬的な履ಟを行うたࡵ，㸯年㛫に履ಟⓏ㘓できるᤵ業⛉┠༢఩ᩘには次のようなไ㝈があります㸸

  ➨㸯年次㹼➨㸲年次 48༢఩

㏻ᖖ，㸯年㛫のୖ㝈༢఩ᩘの༙ศを㸯学ᮇに履ಟⓏ㘓します。

ただし，学㒊つ⛬ู⾲➨㸰ูࡸ⾲➨㸱でᤵ業⛉┠ྡの┤ᚋに࣐ۼーࢡのࡘいている⛉┠は，このୖ㝈

༢఩ᩘのไ㝈を受ࡅない⛉┠です。また、⮫᫬開設⛉┠等にࡘいての履ಟⓏ㘓ୖ㝈༢఩ᩘにࡘいては、

ᥖ♧で㏻▱する際に明♧します。

５㸬ࢫ࣮ࢥཬࡧ㡿ᇦのỴᐃ 

⤒῭学㒊には㸰ࡘのコースと㸱ࡘの㡿ᇦを設ࡅています。コースཬࡧ㡿ᇦのᡤᒓにࡘいては，㸯年次

前ᮇの成績とᮏ人のᕼᮃによって㸯年次ᚋᮇにỴᐃさࢀます。

成績は次の式で「ホⅬ」が⟬出さࢀ，ᚓⅬの㧗い人からᕼᮃのコースཬࡧ㡿ᇦがỴまります。

（ホ౯AAの  （ホ౯Aの    （ホ౯B࣭認の  （ホ౯Cの （ホ౯D࣭Ḟᖍ࣭ኻ᱁
༢఩ᩘ�4）㸩  ༢఩ᩘ�3）㸩  ༢఩ᩘ�2）㸩 ༢఩ᩘ�1）㸩 の༢఩ᩘ�0）

ホⅬ  =
履ಟⓏ㘓༢఩⥲ᩘ

なお，「合」「ྰ」というホㄒの⛉┠は「ホⅬ」のィ⟬にはྵまࢀませࢇ。

㸴㸬㡿ᇦ₇⩦のỴᐃ 

㡿ᇦ₇⩦はᑡ人ᩘのࣛࢡス⦅成により，学生┦஫およࡧ学生࣭ᩍဨ㛫の┦஫コ࣑ࣗニࢣーࣙࢩンを㏻

して，ᤵ業฿㐩┠ᶆを㐩成し，ᑓ㛛࣑ࢮに必要な୺య的な学⩦ែᗘを㌟に௜ࡅることを┠ᶆとする⛉┠

です。

㡿ᇦ₇⩦はᚋᮇ㸰༢఩の必ಟ⛉┠であり，㸰年次がᶆ準履ಟ年次となります。

具య的なᤵ業᪉ἲはᢸᙜᩍဨにより異なります。ྛᩍဨのᑓ㛛㡿ᇦにおࡅるᇶ♏的なࢸー࣐ࡸᖜᗈい

一般的なࢸー࣐を㢟ᮦとしたሗ࿌࣏ࣞࡸートస成，あるいは࣋࢕ࢹート，ࣝࢢー࢕ࢹ࣭ࣉス࢝ࣙࢩࢵン

等のᐇ㊶的な₇⩦な࡝，ᢸᙜᩍဨにᛂࡌ様ࠎな㢟ᮦおよࡧ᪉ἲを用いてᤵ業が㐍ࡵらࢀます。

㡿ᇦ₇⩦のỴᐃは㏻例2年次の7月頃に行わࢀます。7月頃にເ㞟要㡯（₇⩦ᣦ㔪）をබ開（HPྵ）し，

බ開さࢀたເ㞟要㡯（₇⩦ᣦ㔪）をᇶに申し込みをします。

㸵㸬࣑ࢮのỴᐃ（「₇⩦にࡘいて」の࣌ーࢪもཧ↷してください）

 ᤵ業⛉┠は୺య的な学⩦によってこࡑ学⩦内ᐜが㌟に௜くものですが，₇⩦「ᑓ㛛࣑ࢮ」「卒◊࣑ࢮ」

はより✚ᴟ的୺య的な学⩦が必要とさࢀる⛉┠です。

「ᑓ㛛࣑ࢮ」「卒◊࣑ࢮ」はࢀࡒࢀࡑ㏻年（1年㛫）4༢఩の必ಟ⛉┠であり，㸱年次ཬࡧ㸲年次がᶆ

準履ಟ年次となります。ただし，᪩ᮇ卒業ணᐃ者は，୧࣑ࢮを㸱年次に୪行して履ಟします。

。ますࢀのᡤᒓỴᐃは㸰年次ᚋᮇ（㏻例12月）に行わ࣑ࢮ

例年10月頃に࣑ࢮのເ㞟要㡯（₇⩦ᣦ㔪）が⤒῭学㒊HPཬࡧLACSにᥖ㍕さࢀます。ࡑのᚋ，࣑ࢮ見

学࣭ಶู┦ㄯのᮇ㛫があり，このᮇ㛫に₇⩦ᣦ㔪に書かࢀた࣑ࢮをᐇ際に見学し，࣑ࢮでྲྀ⤌ࡴ内ᐜに

をᡤᐃの࣑ࢮらの஦前ㄪᰝのᚋ，自ศのᡤᒓᕼᮃࢀᢸᙜᩍဨに┦ㄯすることができます。こ࣑ࢮいてࡘ

様式で提出します。࣑ࢮのỴᐃまでには，᭦に，ᩍဨによる㠃᥋が行わࢀたり，஦前にㄢさࢀた࣏ࣞー

ト等の提出を求ࡵらࢀたりすることがあります。࣑ࢮの㑅ᢥに際しては，さまࡊまな᝟ሗを㞟ࡵるとと

もに，自ศの学問的⯆࿡ࡸᑗ᮶の㐍㊰との㛵係にࡘいてしっかり⪃えるという୺య的✚ᴟ的なጼໃが大
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ษです。

「ᑓ㛛࣑ࢮ」「卒◊࣑ࢮ」はཎ๎としてྠ一ᩍဨのもとで㐍ࡵらࢀ，最終的に卒業ㄽᩥをᇳ➹し提出

しなくてはなりませࢇ。大学生活の㞟大成として࡝のようなࢸー࣐にྲྀり⤌ࡴのか，ᑡしࡘࡎ自ศの中

で準備を始ࡵておきましࡻう。卒業ㄽ文のస成࣭提出᪉ἲ等にࡘいては「卒業ㄽ文にࡘいて」をཧ↷し

てください。

㸶㸬␃Ꮫࡾࡼ࡟ಟᚓࡓࡋ༢఩のㄆᐃ 

እᅜの大学又は▷ᮇ大学においてᤵ業⛉┠を履ಟし༢఩をಟᚓした場合，ᮏ学㒊がᐃࡵた᮲௳を‶た

し，ࡑの学ಟがᩍ⫱ୖ有┈であると認ࡵらࡑ，ࡤࢀࢀの༢఩をᮏ学㒊においてಟᚓした༢఩として認ᐃ

することがあります。認ᐃをᕼᮃする場合は，[つ๎㞟]「እᅜの大学においてಟᚓした༢఩を認ᐃする

ᡭ⥆きに㛵する࢞࢖ࣛࢻ࢖ン」にᐃࡵらࢀたᡭ⥆きにᚑってください。なお，不明Ⅼは必ࡎ学務係に問

い合わせて下さい。

㸷㸬卒業のㄆᐃ 

ᮏ学㒊に㸲年（⦅ධ学の場合㸰年。）以ୖ在学し，ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠ཬࡧᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の最పಟᚓ༢఩ᩘ

（合ィ127༢఩。学㒊つ⛬のู⾲➨㸯ཬูࡧ⾲➨㸰をཧ↷。）をす࡭てಟᚓすると，学㒊ᩍᤵ఍の㆟を

⤒て，卒業が認ᐃさࢀます。ᮏ学㒊の卒業者には「学ኈ（⤒῭学）」の学఩がᤵ୚さࢀます。

㸯㸮㸬᪩ᮇ卒業 

 㡰ㄪにඃ⚽な成績で履ಟを㐍ࡵている人が，在学ᮇ㛫㸱年で᪩ᮇに卒業できるไᗘが᪩ᮇ卒業ไᗘで

す。このไᗘを利用すると，ᅜ内እの大学㝔に᪩ࡵに㐍学すること等が可能になり，᫬㛫と学㈝の⠇⣙

ができます。

᪩ᮇ卒業をᕼᮃする者は，㸰年次前ᮇᮎ，㸰年次ᚋᮇᮎ，㸱年次前ᮇᮎཬ3ࡧ年次ᚋᮇᮎにࢀࡒࢀࡑ

の要௳を‶たすことが必要です。

᪩ᮇ卒業ᕼᮃ者は，ୖに書いた᫬ᮇࡈとに᪩ᮇ卒業の要௳をุᐃし，最終的に᪩ᮇ卒業ணᐃ者として

卒業ุᐃを行い，卒業が認ᐃさࢀます。学఩は「学ኈ（⤒῭学）」です。詳細は⤒῭学㒊HPで確認

してください。
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₇⩦にࡘいて

�㸬₇⩦（࣮ࣝࢼ࣑ࢮ）࡚࠸ࡘ࡟
₇⩦に㛵するㄝ明㈨料を，㸰年次ᚋᮇ（例年�� 月頃）に⤒῭学㒊+3ཬ6&$/ࡧへᥖ㍕します。㸰年次生ཬࡧᮍ

履ಟ者はㄝ明㈨料、₇⩦ᣦ㔪を確認してください。なお，㡿ᇦ₇⩦にࡘいては㸰年次�月頃にู㏵㏻▱等を

します。

㸰㸬履ಟせ௳㸸⤒῭学㒊つ⛬➨�� ᮲ 

��� ᑓ㛛࣑ࢮを履ಟするには，次のྛྕにᥖࡆる༢఩ᩘをಟᚓしていなࡤࢀࡅなりませࢇ。

�� ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠のಟᚓ༢఩ᩘが�� ༢఩以ୖ（እᅜㄒ⛉┠3 ༢఩以ୖをྵࡴ）

�� ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠のಟᚓ༢఩ᩘが�� ༢఩以ୖ

��� 卒◊࣑ࢮを履ಟするには，ᑓ㛛࣑ࢮの༢఩をಟᚓしていなࡤࢀࡅなりませࢇ。

㸱㸬履ಟ᪉ἲ 
��� ᑓ㛛࣑ࢮのເ㞟は，㸰年次ᚋᮇに行います。ただし，このເ㞟の⤖ᯝによるᡤᒓỴᐃはあくまでも௬Ỵ

ᐃです。㸰年次の㸱月ᮎに，ୖグ㸰の履ಟ要௳を‶たしていることが確ᐃしたᚋ，㸱年次の㸲月ึࡵに

ᥖ♧によりṇ式Ỵᐃを㏻▱しますので，ᨵࡵて履ಟⓏ㘓をしなࡤࢀࡅなりませࢇ（ᑓ㛛࣑ࢮ履ಟ要௳は，

ධ学年ᗘで異なるのでὀពすること）。

��� ᑓ㛛࣑ࢮཬࡧ卒◊࣑ࢮは，ཎ๎としてྠ一ᩍဨのᣦᑟの下に履ಟしなࡤࢀࡅなりませࢇ。

�3� 卒◊࣑ࢮの༢఩認ᐃは，➨㸲年次のᣦᐃさࢀたᮇ㛫に提出さࢀた卒業ㄽ文によって行います。

�4� 履ಟⓏ㘓ྲྀᾘࡸ㎡㏥の場合は，᪂たに履ಟᡭ⥆を行い，ᑓ㛛࣑ࢮཬࡧ卒◊࣑ࢮをཎ๎としてྠ一ᩍဨの

ᣦᑟの下に履ಟしなࡤࢀࡅなりませࢇ。

�5� いて履ಟすることができない場合は，ᣦᑟᩍဨのኚ᭦を認ࡘをᚓない஦᝟により，ྠ一ᣦᑟᩍဨにࡴࡸ

（る場合ࢀらࡵᩍ⫱ୖ≉に必要と認ࡧᣦᑟᩍဨの㌿出，ఇ職，㛗ᮇ出ᙇ等ཬ）。ることがありますࡵ

��� ఇ学࣭␃学中の学生でᑓ㛛࣑ࢮ履ಟ要௳を‶たしている者は，下グによりᡭ⥆きをしてください。

1࣭0 月にWeb ୖでබ開さࢀる₇⩦ᣦ㔪をཧ⪃に，ᛂເ用紙の㟁Ꮚࣝ࢖࢓ࣇを学務係にㄳ求し，⥾ษᮇ

᪥までに学務係に㏦௜すること。なお，⥾ษᮇ㝈（᪥ᮏ᫬㛫）までに㏦௜さࢀなࡤࢀࡅ，受⌮さࢀませ

。ࢇ

࣭஧次ເ㞟以㝆においては，ᐃဨに✵きがある࣑ࢮの中から 12 月㹼� 月頃に㑅ᢥしてもらうことにな

ります。 

��� ᪩ᮇ卒業ᕼᮃ者にᑐしては，>つ๎㞟@「᪩ᮇ卒業に㛵する内つ」にᇶ࡙き，ู㏵ᣦ♧があります。ᥖ♧

等によくὀពしてください。

㸲㸬₇⩦ᐊ౑⏝ୖのὀព➼ 

��� ₇⩦は，㸲月ึࡵに๭りᙜてらࢀた₇⩦ᐊで行わࢀます。

��� ₇⩦ᐊを౑用する場合は，஦前に学務係の౑用⡙にグධし，㘽を㡸かり，౑用ᚋは᪋㘄し学務係へ㘽を

㏉༷して下さい。

�3� ᫬㛫እ等に౑用するときは学務係に申し出てください。

�4� ₇⩦終஢ᚋは，ᡞ⥾まり等を確ᐇに行ってください。

�5� ₇⩦に㛵わるሗ࿌書等のస成のたࡵ，༳ๅ機をᮏ㤋㸰㝵のከ┠的ᐊに備えています。౑用᪉ἲにࡘいて

は学務係前のᥖ♧等で確認してください。
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卒業論⽂について

�� （提出期⽇）ଖۂ࿨ชͺ̒೧࣏݆̐غޛ৏२͹ॶఈ͹ؔغͶ఑ड़͢ͱ͚ͫ͠͏ɽͪͫ͢ɾ̒೧Ν௔͓ͪࡑ
ָंͲɾ̗݆ଖسۂ๮ंͺɾ̖݆Ծ२͖Δ̗݆৏२͹ॶఈ͹ؔغͶ఑ड़ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ

�� （提出時間）ॶఈ͹ؔغ͹̗͖࣎Δ̏࣎̕ΉͲͳ͢ΉͤɽగΌ઀ΕޛͺɾҲ઀ण͜෉͜ΉͦΞɽ
�� （提出場所）ָແܐ૯޳
4. （作成要領）
ᶅ ԍसࢨ಍گҽ͖Δ݆̏̐৏२ʤ̗݆ଖۂ͹৖߻ͺɾ� ݆Ծ२ʥͶɾؖܐॽྪ౵ʤ੣ຌΩώʖɾනࢶɾ࿨ช

གྷࢶ༼ࡎىࢭɾ̘̒༽ࢶɾ̡ ଖۂ࿨ช͹఑ड़Ͷͯ͏ͱ ʥrΝण͜खͮͱ͚ͫ͠͏ɽʤනࢶɾ࿨ชགྷࢭɾ໪࣏
ͳ࿨ชຌର͹τϱϕϪʖφͺɾָࡃܨ෨ϙʖϞϘʖζ͖Δ਷࣎ξΤϱϫʖχͲ͘Ήͤɽනࢶͳ࿨ชགྷࢭ
ͺ༹ࣞ͗ࢨఈ͠Ηͱ͏Ήͤɽʥ

ᶆ Ϗλαϱɾϭʖϕϫ͹৖߻ɾ̘̒༽ࢶΝഓා͢Ήͤ͗ɾࣙ෾Ͳ༽қ͢ͱ΍͏ߑΉͦΞɽΉͪɾघॽ͘͹
৖߻ɾϚʖϩϘϱʤԘජͺ෈ՆʥΝ༽͏ɾॶఈ͹ࢶ༼ߚݬͲࡠ੔͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ

ᶇ ଖۂ࿨ชͺɾනࢶɾ࿨ชགྷࢭɾ໪࣏ɾ࿨ชຌରʤ෉࿧ʤ஭ʥɾߡࢂชݛΝ؜΋ʥΓΕ͵Εɾ࿨ชຌରͶϘʖ
ζ൬ߺΝ෉͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ෉࿧ʤ஭ʥɾߡࢂชݛҐ֐͹࿨ชຌର͹࿨फ़ທ਼ͺ࣏ͶఈΌΖ௪ΕͲͤɽͪ ͫ͢ɾ
࿨फ़ທ਼Ͷͺɾਦනɾٯ஭Ν؜ΌΉͤɽ ʤ஭ʥ෉࿧ͺ࿨ชߑ੔৏චགྷ͵ͳ͘Ͷͯ͜ͱ͚ͫ͠͏ɽ

��ʥೖຌޢ࿨ช͹৖߻
ϏλαϱɾϭʖϕϫͲॽ͚ͳ͘ɾ̘̒༽ࢶʤॐͶԥॽ͘ͳ͢ɾॐ̑̎ߨɾԥસֱ̒̎ช࣊ɾຌช͹
ϓΧϱφͺ ���� ϛ΢ϱφΝඬ६ͳͤΖʥͲ̏̒ທ௔ʤ࠹ఁช਼࣊̏̔�̖̎̎࣊ఖౕʥͳ͢Ήͤɽ
घॽ͘͹৖߻ɾॶఈ͹ࢶ༼ߚݬʤ̏ທ̒̎̎࣊͹̘̒൓ॐͶԥॽ͘ʥ̒̐ທ௔ͳ͢Ήͤɽ

��ʥӵޢ࿨ช͹৖߻
ϏλαϱɾϭʖϕϫͲࣧජ͢ɾ̘̒༽ࢶʤॐͶԥॽ͘ͳ͢ɾॐ̑̎ߨɾԥൔֱ̖̎ช࣊ɾຌช͹ϓΧ
ϱφͺ ���� ϛ΢ϱφΝඬ६ͳͤΖʥͲ̏̎ທ௔ʤ࠹ఁ̎̎̎�਼̒ޢZRUGV ఖౕʥͳ͢Ήͤɽ

��ʥӵޢҐ֐͹ޢࠅ֐Ͳ఑ड़ͤΖ৖߻ͺɾ̑೧࣏຦ΉͲͶࢨ಍گҽ౵Ͷ૮஌͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ᶈ නࢶͶଖۂ೧ɾଖۂյ਼ɾ࿨ୌɾӵช࿨ୌɾॶ଒αʖηɾָਫ਼൬ߺɾࢨ;ٶ໌ࢱ಍گҽ໌Νى೘͢ͱ͚

ͫ͠͏ɽ
ᶉ ࿨ชགྷࢭ͹ช਼࣊ͺ̖̎̎࣊ఖౕͳ͢Ήͤʤӵช͹৖߻ͺɾ̐̎̎ZRUGV ఖౕʥɽ
ᶊ නࢶɾ࿨ชགྷࢭɾ໪࣏ɾ࿨ชຌର͹ॳͶἩ͓ɾ੣ຌΩώʖͲ௴ͣͪ΍͹͗ଖۂ࿨ชͳ͵ΕΉͤɽ
5. （提出要領）
ᶅ ָແܐ΃͹఑ड़͹઴Ͷɾ࿨ชຌର͹ుࢢϓΟ΢ϩΝࢨ಍گҽͶ఑ड़͢ɾࢨ಍گҽͶ఑ड़͹྅টΝಚͱԾ

͠͏ɽʤ࿨ช఑ड़ͺࣞܙགྷ݇Ͷ͙ͤͥɾୱҒ೟ఈΝқັͤΖ΍͹Ͳͺ͍ΕΉͦΞʥɽ
ᶆ ଖۂ࿨ช఑ड़ධ �Ψϱϧ΢ϱ೘ྙɼ85/ ͺ 18�:HE ޳૯ܐͶɾָແޛ༟Ͳ࿊ཙ͢Ήͤ� Ν೘ྙͪ͢ܨ

Ͷͱɾຌਕָ͗ਫ਼ৄΝ఑ࣖ͹৏ɾһ͠ࡰΗͪଖۂ࿨ชΝ఑ड़͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ᶇ Νण͜ͱ͚ͫ͠͏ɽࣖࢨҽ͹گ಍ࢨ੔གྷ྘ʀ఑ड़གྷ྘౵Ͷͯ͏ͱɾ෈໎͵఼͍͗Ηͻࡠ
�� （特例措置）ଖۂ࿨ชͺݬଉదͶҲਕͲ̏Ἥ͹ࣧජΝ͏ߨΉͤ͗ɾԍसࢨ಍گҽ͹ڒՆ͍͗ΗͻɾಋҲ

ଖݜκϝ͹̒໌ΉͲΝౕݸͳ͢ͱ෵਼ਕͲڠಋࣧජͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽͪͫ͢ɾҲਕ͍ͪΕ͹࿨फ़ທ
਼Ͷรߍͺ͵ ʤ͚̒ᶇ͹ͳ͕Εʥɾ໪࣏Ͷࣧජ෾୴Ν໎ͪ͢ى৏Ͳɾ֦ ਕ͗ڠಋࣧජ࿨ชͳ࿨ชགྷࢭΝָ
ແܐͶ఑ड़͢Ήͤɽڠಋ͗ڂݜన͢ͱ͕Εɾ੔੹඲ՃΝ֦ਕ͟ͳͶ෾཯͢ͱ͓ߨɾ׮੔͗ࠒݡΌΖͳ͘
Ͷɾԍसࢨ಍گҽ͹ڒՆ͗ԾΕΉͤɽ੔੹඲Ճͺ෾୴՗ॶͨΗͩΗͶଲ͢ͱߨΚΗɾ֦ݺਕ͟ͳͶ඲Ճ
͠ΗΉͤɽ
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⪃ᰝཬࡧ成績にࡘいて

ここでは，ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠を中ᚰにㄝ明します。ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠にࡘいては，ᩍ㣴ᩍ⫱の学生౽ぴにㄝ明さࢀ

ています。ྲྀᢅいが異なる㒊ศがありますので，ΰྠしないようにὀពしてください。 

㸯㸬⪃ᰝ

ձ ⪃ᰝは，ヨ㦂，ㄽ文，ሗ࿌書（࣏ࣞート）ࡑの௚の᪉ἲにより行わࢀます。

ղ ヨ㦂は，ᙜヱᤵ業⛉┠のᤵ業がす࡭て終஢したのྛࡕ学ᮇᮎ࢛ࢡྛࡸーࢱーᮎにᮇ᪥をᐃࡵて行うも

の（ᐃᮇヨ㦂），ྛ 学ᮇの中㛫にᮇ᪥をᐃࡵて行うもの（中㛫ヨ㦂）のほか，ᤵ業⛉┠によっては㝶᫬に

ヨ㦂が行わࢀることがあります。

㸰㸬ᐃᮇヨ㦂࣭୰㛫ヨ㦂

ձ ᐃᮇヨ㦂ཬࡧ中㛫ヨ㦂は，⤒῭学㒊つ⛬ཬࡧ「⪃ᰝཬࡑࡧの成績に㛵する内つ」に๎って行います。

ղ ᐃᮇヨ㦂ཬࡧ中㛫ヨ㦂は，学ᮇࡈとに行うᮇ᪥をᐃࡵබ♧します。ただし，ᤵ業⛉┠によってはヨ㦂

ᮇ㛫እに行うこともあります。

ճ ヨ㦂᫬㛫๭は，ヨ㦂ᮇ㛫の⣙㸰㐌㛫前に発⾲します。

մ ᤵ業は඲ᅇ出ᖍすることがཎ๎であり，ᤵ業に出ᖍしたᅇᩘがࡑの学ᮇのᤵ業ᢸᙜᩍဨのᐃࡵるᅇᩘ

を下ᅇるᤵ業⛉┠は受㦂を認ࡵらࢀないことがあります。また，ࡑの学ᮇの始ࡵに履ಟⓏ㘓を行ってい

ないᤵ業⛉┠はཎ๎として受㦂を認ࡵらࢀませࢇ。

㸱㸬ᐃᮇヨ㦂（୰㛫ヨ㦂࣭㏣ヨ㦂ࡴྵࢆ）ཷ㦂ୖのᚰᚓ

ձ ヨ㦂は，履ಟⓏ㘓を行ったᤵ業⛉┠に㝈り受㦂できます。

履ಟⓏ㘓を行っていないᤵ業⛉┠を受ㅮし，ヨ㦂を受ࡅても成績ホ౯のᑐ㇟にはなりませࢇ。

ղ ヨ㦂᫬㛫は，ཎ๎として，㸴㸮ศまたは㸶㸮ศとなっています。

ճ ヨ㦂開始㸯㸮ศ前にはヨ㦂ᐊへධᐊし，ᣦᐃさࢀたᗙᖍに╔ᖍしてください。

մ ヨ㦂中は，「学生証」を必ࡎᦠᖏしᮘのྑୖ（ᣦ♧さࢀた場ᡤ）に置いてください。

「学生証」の⣮ኻ等でᡭඖにない者は�஦前（ヨ㦂᪥の�㐌㛫以ୖ前まで）に෌発行ᡭ⥆きを行ってく

ださい。なお�ヨ㦂ᙜ᪥「学生証」をᛀࢀた者は�ヨ㦂開始前に学務係に申し出て�「௬学生証」の஺௜を

受ࡅる必要があります。 

յ ヨ㦂ᐊには，チ可さࢀた≀ရのみᦠ行してください。ᦠᖏ㟁ヰを始ࡵとする㏻ಙ機ჾの㟁※は必ࡎษ

って，࢝ࣂンな࡝にしまってください。ᮘのୖには，学生証，ヨ㦂᫬に必要な➹グ具ཬࡧ౑用をチ可さ

は（ࡴをྵࢀグ具ධ➹）の௚のものࡑ。ࢇませࡅてはいࢀた≀のみを置き，ᮘの中Ჴには一ษ≀をධࢀ

。にしまってください࡝ンなࣂ࢝

ն 㐜้した者はཎ๎としてヨ㦂開始ᚋ㸰㸮ศまではධᐊを認ࡵます。ただし，ヨ㦂᫬㛫はᘏ㛗しませࢇ。

ヨ㦂開始ᚋ㸰㸮ศ⤒㐣したときは，⌮⏤のいかࢇにかかわらࡎ受㦂をチ可しませࢇ。

շ ㏥ᐊは，ヨ㦂┘╩者から≉ูのᣦ♧がある場合を㝖き，ヨ㦂開始ᚋ㸱㸮ศから認ࡵます。

ո ⟅᱌用紙はᣢࡕᖐってはいࡅませࢇ。⟅᱌用紙は必ྛࡎ自が┘╩者に提出しなࡤࢀࡅなりませࢇ。

չ ヨ㦂ᐊにおいてはす࡭て┘╩者のᣦ♧にᚑってください。

㸲㸬㏣ヨ㦂

   ⑓Ẽࡑの௚ࡴࡸをᚓない⌮⏤によりᐃᮇヨ㦂ࡸ中㛫ヨ㦂を受ࡅることができない，又は受ࡅることが

できなかった者にᑐしては㏣ヨ㦂を行います。㏣ヨ㦂を受ࡅようとする者は，㏣ヨ㦂ᮇ㛫開始᪥の㸰᪥

前までに（またはู㏵ᣦᐃする᪥までに）་ᖌの診断書又は証明書等をῧえて㏣ヨ㦂㢪を提出し，学㒊

㛗のチ可を受ࡅなࡤࢀࡅなりませࢇ。 
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５㸬෌ヨ㦂 

෌ヨ㦂（⪃ᰝの⤖ᯝ，不合᱁となった者にᑐして෌ホ౯のたࡵ行わࢀるヨ㦂）は行いませࢇ。 

㸴㸬⪃ᰝ成績のⓎ⾲ 

ձ ⪃ᰝ成績は，学務᝟ሗࢩス࣒ࢸ（㹌㹓�㹕HE に成ࢀࡒࢀࡑで確認できます。前ᮇ，ᚋᮇ（࣒ࢸスࢩ

績බ開᪥をᥖ♧ᯈ等でお▱らせしますので，ྛ自で㏿ࡸかに成績⤖ᯝを確認してください。不明なⅬ

がある場合は，ただࡕに学務係へ問い合わせてください。

ղ 成績のホ౯ᇶ準等は次のようになっています㸸

ุᐃ 成績ホ౯ ᶆㄒ 成績ホ౯ᇶ準 

合᱁

100㹼90Ⅼ AA A以ୖにඃࢀている

89㹼80Ⅼ A 
ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆ以ୖに㧗ᗘな内ᐜを㌟に௜ࡅており，

ᤵ業で㌟に௜ࡅる࡭き内ᐜを༑ศに⩦ᚓしている

79㹼70Ⅼ B C以ୖにඃࢀているがAに‶たない場合

69㹼60Ⅼ C 
ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆを‶たしており，ᤵ業で㌟に௜ࡅる࡭

き最ప㝈の内ᐜを⩦ᚓしている

不合᱁

59Ⅼ以下 D ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆを‶たしていない

Ḟ

Ḟᖍ。受ㅮ要௳(ὀ)は‶たしているが、成績ホ౯100Ⅼ‶Ⅼ

のうࡕ，合ィで 40 Ⅼを㉸えるᚓⅬを㓄ศさࢀたホ౯㡯┠

（ヨ㦂࣭࣏ࣞート࣭ࡑの௚）を受ࡅない࣭提出しない等の

たࡵ，成績ホ౯を行っても60Ⅼに㐩しない場合

ኻ
ኻ᱁。出ᖍᅇᩘな࡝ᙜヱᤵ業⛉┠においてᣦᐃさࢀた受ㅮ

要௳(ὀ)を‶たさない場合

（ὀ）ᙜヱᤵ業⛉┠を受ㅮするたࡵの要௳として⛉┠㈐௵者がㄢす᮲௳のこと。例えࡤ，ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠

では，つᐃの出ᖍᅇᩘの3ศの2以ୖ出ᖍすることが要௳となっており，こࢀを‶たさない場合は

受ㅮしたものとみなさない。 

⛉┠によっては，「合」「ྰ」のみをุᐃするもの，また，合᱁したことを「認」と⾲♧するものもあ

ります。 

ճ 成績⤖ᯝに␲⩏がある場合には，前ᮇ，ᚋᮇࢀࡒࢀࡑの成績の異㆟申❧ᮇ㛫内に成績⤖ᯝにᑐする

異㆟申❧てを行うことができます。ᮇ㝈は，成績බ開᪥から㸴᪥ᚋの㸯㸵᫬までです。異㆟申❧てを

行うときは，⤒῭学㒊学務係にて「成績ホ౯に㛵する異㆟申❧書」を提出しなࡤࢀࡅなりませࢇ。 

մ 合᱁となったᤵ業⛉┠（༢఩を認ᐃさࢀたᤵ業⛉┠）は，෌履ಟできませࢇ。

㸵㸬୙ṇ⾜Ⅽ࡟㛵ࡿࡍฎ⨨

⪃ᰝに࠾いて୙正行Ⅽを行ࡓࡗ者にはࠕ長ᓮ኱学⤒῭学部の⪃ᰝにಀる学生の୙正行Ⅽのྲྀᢅいに㛵ࡍ

る⏦ྜࡏ 。ࡍまࢀࢃにᇶ࡙き必要なฎ⨨が行（ࢇࡏの౽ぴには掲㍕していまࡇࠖ）

୙正行Ⅽの事ᐇがㄆᐃࡓࢀࡉሙྜは，その期にᒚಟしࡓᑓ門ᩍ⫱⛉┠ཬࡧ≉ูᣦᐃ⛉┠（ᩍ㣴ᩍ⫱࡜し

て㛤ㅮࡶࡓࢀࡉのを除く）の඲ᤵ業⛉┠（ࡔࡓしࠊᑓ門ࠊ࣑ࢮ༞◊࣑ࢮཬ₇ࡧ⩦Ϩを除く。）についてその

⪃ᰝを↓ຠ࡜しまࡍ。まࡓ，その期に他኱学等（ᨺ㏦኱学をྵࡴ）のᒚಟによりಟᚓしࡓ༢఩についてࡶ，

ᮏ学部のᑓ門ᩍ⫱⛉┠の༢఩࡜してㄆࡵないྲྀᢅい࡜なりまࡉ。ࡍらに，[つ๎㞟]の長ᓮ኱学学๎➨㸳㸮

᮲にᐃࡵるᠬᡄのᑐ㇟࡜なるሙྜが࠶りまࡍ。
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λʖεϡϩʀυʖνγ΢ΦϱηʀϕϫήϧϞͶͯ͏ͱ

ɾ132ɾ੕ැΏஏ๏࣑ࣙରͶ͕͜Ζఈۂةɾ͢ܠ෨Ͳͺɾ৚ๅυʖνՌָ෨ͳ࿊ָࡃܨ
ྖదʀఈ੓ద͵ࠞڎͶخͰ͚ܨӨકྲྀΏޮڠ੕ࡨ͹ཱིҌʀࣰࢬͶ߫ͤݛΖਕࡒ͹ү੔Ν͑ߨ
ͪΌ͹ʰλʖεϡϩʀυʖνγ΢ΦϱηʀϕϫήϧϞʱΝࣰ͢ࢬͱ͏Ήͤɽ

܊Ζʰυʖνγ΢ΦϱηՌ໪ͤڛ෨ਫ਼ͺ৚ๅυʖνՌָ෨͗఑ָࡃܨ ʤɦԾනࢂলʥΝས
रͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɾ� Ռ໪ � ୱҒΝरಚͤΖ͞ͳͲʰλʖεϡϩʀυʖνγ΢Φϱηʀϕϫ
ήϧϞʱर྅Ν೟ఈ͠ΗΉͤɽ

Ήͪɾ͞ ͹ϕϫήϧϞͲरಚͪ͢ୱҒͺɾָ ෨وఖͲఈΌΖଖۂགྷ݇Ͷ͕͜Ζࣙ༟઒໵Ռ
໪ʤ໹ؔकαʖηͶ͕͏ͱͺࣙ༟Ռ໪ʤگ཈ʀ઒໵ʥʥ͹ୱҒͳ͢ͱ̖ୱҒΉͲ؜ΌΖ͞ͳ
͗Ͳ͘Ήͤɽ

སरघକ͘౵͹৆ࡋͶͯ͏ͱͺɾָແܐ૯޳Ͳ໲͏߻Κͦͱ͚ͫ͠͏ɽ

υʖνγ΢ΦϱηՌ໪܊

授業科目名 単位数 
情報データ科学部に

おける標準履修年次 

数理・データサイエンス 2 1 

コンピュータ入門 2 1 

プログラミング概論 2 2 

探索的記述統計 2 2 

基礎データ分析演習 2 2 

応用データ分析演習 2 2 

社会・観光情報学 A 2 2 

社会・観光情報学 B 2 3 

社会・観光情報学 C 2 3 

医療・生命情報学 A 2 3 

医療・生命情報学 B 2 3 
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ᩍ⫱職ဨචチ≧のྲྀᚓにࡘいて

㸯㸬ಟᚓ࡛ࡿࡁචチ≧
  චチ≧の✀類࣭࣭࣭࣭㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ୍✀චチ≧

  චチᩍ⛉࣭࣭࣭࣭࣭࣭ၟ業

㸰㸬චチ≧ྲྀᚓのࡵࡓのᡤせ༢఩ᩘ
※⥙᥃ࡅは，履ಟୖ㝈༢఩ᩘཬࡧ最పಟᚓ༢఩ᩘにྵまࢀない。

༊ศ ᤵ業⛉┠  ྡ ༢఩ 必ಟ࣭㑅ᢥ 
ᶆ準履
ಟ年次 

備⪃ 

ᩍ⛉ཬࡧᩍ

⛉のᣦᑟἲ

に㛵する 

⛉┠ 

ၟ業の㛵係⛉┠（次࣌ーࢪの履ಟ

᪉ἲによりಟᚓすること㹿） 

㸯㸰 

㑅ᢥ必ಟ 

（㸱年次終஢

᫬までに必ࡎ

ಟᚓすること） 
ᑓ㛛ᩍ⫱ 㸯㸴 㑅ᢥ必ಟ 

職業ᣦᑟ ۼ 㸲 
必ಟ 

（㸱年次終஢᫬
までに必ࡎಟᚓ
すること） 

㸰࣭㸱 

ၟ業ᩍ⛉ᩍ⫱ἲ ۼ 㸲 㸱 

ᩍ⫱のᇶ♏

的⌮ゎに㛵

する⛉┠ 

ᩍ⫱ཎ⌮（ᩍ⫱ㄢ⛬のព⩏ཬࡧ⦅

成の᪉ἲの内ᐜをྵۼ（。ࡴ 
㸰 

必ಟ 
（㸱年次終஢
᫬までに必ࡎ 
ಟᚓすること） 

㸯 

ᩍ㣴ᩍ⫱ 

自⏤⛉┠ 

（ᩍ職ㄢ⛬㛵㐃⛉┠） 

ᩍ⫱♫఍࣭ไᗘㄽ ۼ 㸰 㸯 

ᩍ⫱ᚰ⌮学 ۼ 㸰 㸯 

≉ูなᨭ᥼を必要とするᏊ࡝もの

⌮ゎ ۼ 
㸰 � 

ᩍ職ㄽۼ 㸰 � ᑓ㛛ᩍ⫱ 

㐨ᚨ、⥲合

的な学⩦の

᫬㛫等のᣦ

ᑟἲཬࡧ生

ᚐᣦᑟ，ᩍ

⫱┦ㄯ等に

㛵する⛉┠ 

≉ู活動ཬࡧ⥲合的な学⩦の᫬㛫

のᣦᑟἲ ۼ 
㸰 

必ಟ 

（㸱年次終஢

᫬までに必ࡎ 

ಟᚓすること） 

㸰 

ᩍ㣴ᩍ⫱ 

自⏤⛉┠ 

（ᩍ職ㄢ⛬㛵㐃⛉┠） 

ᩍ⫱᪉ἲ࣭ᢏ⾡ㄽ ۼ 㸯 㸰 

,&7活用の⌮ㄽとᐇ㊶ ۼ 㸯 㸰 

生ᚐ࣭㐍㊰ᣦᑟㄽ ۼ 㸰 㸰 

ᩍ⫱┦ㄯ ۼ 㸰 㸰 

ᩍ⫱ᐇ㊶に

㛵する⛉┠ 

஦前㺃஦ᚋᣦᑟ ۼ 㸯 
必ಟ 

（㸲年次に履

ಟ） 

㸲 ᩍ⫱ᐇ⩦前ᚋにᐇ᪋ 

ᩍ⫱ᐇ⩦ ۼ 㸰 㸲 ᩍ⫱ᐇ⩦ᰯでᐇ⩦ 

ᩍ職ᐇ㊶₇⩦（㧗等学ᰯ）ۼ 㸰 㸲 
㏻年にᩍ⫱学㒊，⤒῭学㒊

ཬࡧᐇ⩦協ຊᰯでᐇ᪋ 

චチἲ᪋行

つ๎➨��᮲

の� にᐃࡵ

る⛉┠ 

᪥ᮏᅜ᠇ἲ 㸰 必ಟ � ᩍ㣴ᩍ⫱（㑅ᢥ⛉┠） 

健康⛉学 㸯 必ಟ � ᩍ㣴ᩍ⫱ 

（健康࣭ ス࣏ーࢶ⛉学⛉┠）ス࣏ー₇ࢶ⩦ 㸯 必ಟ 㸯࣭㸰 

サࢱーࢹ࣭⌮ᩘ）⫱エンスᴫㄽ 㸯 必ಟ 㸯 ᩍ㣴ᩍ࢖サࢱーࢹ

 エンス⛉┠）⤫ィ学ᴫㄽ 㸯 必ಟ 㸯࢖

ⱥㄒビࢿࢪスコ࣑ࣗニࢣーࣙࢩンϨ 㸰 必ಟ 㸰࣭㸱 ᑓ㛛ᩍ⫱

合 ィ 㸴㸵 
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㸱㸬履ಟ᪉ἲ
（�）ᩍ⛉ཬࡧᩍ⛉のᣦᑟἲに㛵する⛉┠ 

ձ「ၟ業の㛵係⛉┠」のうࡕ㑅ᢥ必ಟの��༢఩は，以下��⛉┠の中から，㸱年次終஢᫬までにಟᚓしな 

 。ࢇなりませࡤࢀࡅ

学Ϩ�㹀，⤒Ⴀ学，⡙グϨ，⡙グ῭⤒ࣟࢡ࣐，学Ϩ�㸿῭⤒ࣟࢡ࣐，学㹀῭⤒ࣟࢡ࣑，学㸿῭⤒ࣟࢡ࣑

ϩ，⤫ィ学Ϩ，⤫ィ学ϩ，ィ㔞⤒῭学Ϩ，ィ㔞⤒῭学ϩ，᠇ἲ，ᅜ際㛵係ㄽϨ，ᅜ際㛵係ㄽϩ，㔠⼥

ㄽϨ，㔠⼥ㄽϩ，ᛂ用ᩘ⌮Ϩ，ᛂ用ᩘ⌮ϩ 

ղ「ၟ業の㛵係⛉┠」のうࡕ㑅ᢥ必ಟの��༢఩は，ձのᤵ業⛉┠ཬࡧ以下の⛉┠の中からಟᚓしなࢀࡅ

 。ࢇなりませࡤ

⤒῭ᨻ⟇Ϩ，⤒῭ᨻ⟇ϩ，ᅜ際㔠⼥ㄽ，᪥ᮏ⤒῭ྐ㸿，᪥ᮏ⤒῭ྐ㹀，⤒Ⴀ᝟ሗࢩス࣒ࢸㄽ，⤒Ⴀ᝟

ሗㄽ，ཎ౯ィ⟬ㄽϨ，ཎ౯ィ⟬ㄽϩ，⤒Ⴀ⟶⌮ㄽ，㈈務఍ィϨ，㈈務఍ィϩ，㈈務఍ィϪ，㺓㺫㺽㺸㺎㺚㺌㺻

㺛㺼㺃㺶㺙㺎㺟Ϩ，㺓㺫㺽㺸㺎㺚㺌㺻㺛㺼㺃㺶㺙㺎㺟ϩ，㈈ᨻ学Ϩ，㈈ᨻ学ϩ，証ๆᢞ㈨ㄽ，ၟἲϨ，ၟἲϩ，ẸἲϨ，Ẹἲ

ϩ，ᩘ⌮ィ⏬ἲ，ពᛮỴᐃㄽ，⟶⌮఍ィㄽ㸿，⟶⌮఍ィㄽ㹀，⌧代఍ィ，㖟行ㄽ，⤒Ⴀᡓ␎ㄽ，⏘業

ᵓ㐀ㄽ，ୡ⏺⤒῭ㄽ，ᆅᇦ⤒῭ㄽ，ಖ㝤ㄽ，㔠⼥ࢩス࣒ࢸㄽ，ປാ⤒῭学，ປ務⟶⌮ㄽ，ⱥㄒ㺩㺼㺚㺼㺦㺛

㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻Ϩ，異文໬㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻ㄽ，⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ 

（�）「ᩍ⫱のᇶ♏的⌮ゎに㛵する⛉┠」，「㐨ᚨ，⥲合的な学⩦の᫬㛫等のᣦᑟἲཬࡧ生ᚐᣦᑟ，ᩍ⫱┦ㄯ等

に㛵する⛉┠」ཬࡧ「ᩍ⫱ᐇ㊶に㛵する⛉┠」 

ձ ᩍ㣴ᩍ⫱で提౪さࢀる自⏤⛉┠（ᩍ職ㄢ⛬㛵㐃⛉┠）は，3年次までに，必ࡎಟᚓしておかなࡤࢀࡅ

なりませࢇ。

ղᩍ⫱ᐇ⩦ཬࡧ஦前࣭஦ᚋᣦᑟにࡘいて 

�）㸬ᩍ⫱ᐇ⩦は㸰༢఩࢖�᫬㛫）のᐇ⩦⛉┠として�ᩍ⫱ᐇ⩦協ຊᰯで㸰㐌㛫ᩍ⫱ᐇ⩦を行います。 

ࣟ㸬஦前࣭஦ᚋᣦᑟは㸯༢఩（45᫬㛫）のᐇ⩦⛉┠です。 

の「必ಟ࣭㑅「のᡤ要༢఩ᩘࡵ㸰㸬චチ≧ಟᚓのた」，஦前࣭஦ᚋᣦᑟを受ㅮするにはࡧ㸬ᩍ⫱ᐇ⩦ཬࣁ

ᢥ」ḍでᣦ♧した㸱年次までにಟᚓする࡭き༢఩ᩘをす࡭てಟᚓしておかなࡤࢀࡅなりませࢇ。 

ճᩍ職ᐇ㊶₇⩦にࡘいて 

ᩍ⫱ᐇࡧ㸬ᩍ職ᐇ㊶₇⩦は㸰༢఩（3�᫬㛫）の₇⩦⛉┠として，㸲年᫬㏻年にᩍ⫱学㒊，⤒῭学㒊ཬ࢖

⩦協ຊᰯでᐇ᪋さࢀます。 

ࣟ㸬ᩍ職ᐇ㊶₇⩦履ಟの準備として，ྛᩍ職⛉┠履ಟ終஢ᚋにᩍဨがホ౯し，学生自㌟が自ᕫホ౯をグ

ධする「履ಟ࢝ࣝࢸ」をస成しなࡤࢀࡅなりませࢇ。 

（3）චチἲ᪋行つ๎➨��᮲の� にᐃࡵる⛉┠ 

ձᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠のࠕ᪥ᮏᅜ᠇ἲ 㸪ࠖࠕ健康⛉Ꮫ 㸪ࠖ₇ࢶ࣮࣏ࢫࠕ⩦ 㸪ࠖࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࢱ࣮ࢹࠕᴫㄽࠖཬࠕࡧ⤫ィᏛ

ᴫㄽࠖを必ࡎಟᚓしなࡤࢀࡅなりませࢇ。 

ղᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠のࠕⱥㄒࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢫࢿࢪࣅϨࠖを必ࡎಟᚓしなࡤࢀࡅなりませࢇ。 

�4�ಟᚓ༢఩のᢅいにࡘいて 

「㸰㸬චチ≧ಟᚓのたࡵのᡤ要༢఩ᩘ」の⛉┠一ぴで，⛉┠ྡの┤ᚋにۼを௜した⛉┠ཬࡧス࣏ー₇ࢶ⩦

は，履ಟୖ㝈༢఩ᩘཬࡧ最పಟᚓ༢఩ᩘに⟬ධしませࢇ。 

の௚ࡑ．４
(1)ᩍ⫱職員ච許≧のྲྀᚓᕼᮃ者は， 4月ึࡵに㛤ദࡍるㄝ᫂఍に必ࡎཧຍし，㛵㐃⛉┠のᒚಟを㛤ጞして

ୗࡉい。

(2)日ᮏၟᕤ఍㆟ᡤがᐇ施ࡍる⡙グ᳨ᐃヨ㦂２⣭をྲྀᚓしてୗࡉい。

(3)ᩍ⫱ᐇ⩦をཷㅮࡍるまでに，ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥの᧯సに⩦⇍して࠾いてୗࡉい。
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ᅜ際஺ὶにࡘいて

㸯㸬ᾏእ␃学にࡘいて

⌧在，ᮏ学㒊の学生として活用できるᾏእ␃学には，以下のものがあります。

ձ大学㛫஺ὶ協ᐃあるいは学㒊㛫஺ὶ協ᐃにᇶ࡙く஺᥮␃学（༙年または㸯年）

␃学ඛの大学ないし機㛵にู㏵ᤵ業料を⣡ࡵる必要がないこと，ఇ学をする必要がないことがఱよりの

利Ⅼといえます。 

ᮏ学㒊学生の୺なὴ㐵ඛとしては，ࣚーࣟࣆアンビࢿࢪススࢡー࣭ࣝࣃリᰯ（ࣛࣇンス），࣭࢛࢝ࣇス

࢝リ大学（ࢱ࢖リア），トࣞント大学（ࢱ࢖リア），࣡ࣝ࣡ࣕࢩ⤒῭大学（࣏ーࣛンࢻ），࣏ー࣐ࢶス大学

スト⤒῭大学（ࣝー࣐ニア），ୖᾏ㈈⤒大学（中ᅜ），す༡㈈⤒大学（中ᅜ），ୖᾏእࣞ࢝ࣈ，（リスࢠ࢖）

ᅜㄒ大学（中ᅜ），中ኸ大学ᰯ（㡑ᅜ），ᅜ❧ᮾ⳹大学（ྎ‴）等がᣲࡆらࢀます。㏆年は࣭࢛࢝ࣇス࢝リ

大学，࣏ー࣐ࢶス大学，ୖᾏ㈈⤒大学な࡝にẖ年」ᩘྡの学生を┦஫に受ධとὴ㐵をしています。 

ղඛ᪉の大学とのྲྀりỴࡵによる▷ᮇ◊ಟ（ㄒ学）

␃学生ᩍ⫱࣭ᨭ᥼ࢭンࢱーが提౪する� ᫓ఇみを利用して㸱㹼㸲㐌㛫のㄒ学◊ಟを行う࣒ࣛࢢࣟࣉです。

こࢀにཧຍしಟ஢するとᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠の༢఩認ᐃができます。 

こࢀまでの◊ಟᐇ績は以下の㏻りです。 

ⱥㄒ̿  ࢙࢘ࣛࢹア大学（ア࣓リ࢝合⾗ᅜ） 

サࢨンࣟࢡス大学（࢜ーストࣛリア）

௖ㄒ̿  ࢦࣝࣈーニࣗ大学（ࣛࣇンス） 

アン࢙ࢪ大学（ࣛࣇンス）

⊂ㄒ̿  ࢡࣝࣈ࢖ࣛࣇ大学（ࢶ࢖ࢻ） 

中ᅜㄒ̾ す໭大学 

㡑ᅜㄒ̾ ៞⇊大学ᰯ

ճඛ᪉の኱学࡜のྲྀりỴࡵによる▷期◊ಟ（ㄒ学௨外）

�期ᾏ外◊ಟϨ・ϩࠖ▷ࠕ

� ඲学年ᑐ㇟の２༢఩のᤵ業⛉┠࡜して఩⨨࡙ࡅらࢀているࡶので，ᮏ学部で行ࢀࢃる事๓◊ಟ，事ᚋ◊

ಟࡶ࡜࡜に，஺ὶ༠ᐃの࠶る኱学で◊ಟ（ⱥㄒによるㅮ⩏，௻業ゼၥ，学生஺ὶ）をཷࡅるのが≉ᚩでࡍ。

ᾏ外◊ಟが行ࢀࢃる翌学期に༢఩が௜୚ࢀࡉまࡍ。ᾏ外◊ಟがᐇ施ࢀࡉる時期は，夏期休業୰まࡓは，２

月・３月でࡍ。そのࡵࡓ，༞業を᥍ࡓ࠼㸲年生は２・３月の◊ಟにはཧຍࡍる࡜ࡇができまࢇࡏ。（ణし，

ẖ年㛤ㅮࢀࡉる࡜は㝈りまࢇࡏ。）ཧຍ者のເ㞟については，掲示等で࠾知らࡏしまࡍ。�

մୖグ௨外（⮬ศで኱学を᥈してධ学ࡍるࡶの)
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㸰㸬␃学生との஺ὶにࡘいて 

㛗ᓮ大学には，学㒊学生，◊✲⛉学生（ಟኈㄢ⛬，༤ኈ前ᮇㄢ⛬，༤ኈᚋᮇㄢ⛬），◊✲生，஺᥮␃学

生等ከᩘの␃学生が在籍しています。中ᅜからの␃学生が୺ですが，㡑ᅜ，ྎ‴，࣋トࣇࢨ࢝，࣒ࢼスࢱ

ン，ࢣニア，࢞ー࢖，ࢼンࢻ，࢜ࣛンࢲ等඲ୡ⏺㸳㸵࢝ᅜ（ᆅᇦ）からの␃学生も在籍しています。

␃学生と஺ὶして，様ࠎな異文໬య㦂をすることはあなたのᅜ際ឤぬをみがくことになるはࡎです。␃

学生も᪥ᮏ人学生との஺ὶをᮃࢇでいます。例えࣗࢳ，ࡤーࢱーไᗘを利用して，␃学生との஺ὶをᅗる

のも㸯ࡘのⰋいᡭẁといえるでしࡻう。

ᅜ際஺ὶ᝟ሗの詳細にࡘきましては，以下の࣍ー࣒࣌ーࢪをࡈぴください。

࣭㛗ᓮ大学␃学生ᩍ⫱࣭ᨭ᥼ࢭンࢱー

https://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/
࣭㛗ᓮ大学⤒῭学㒊 ␃学

https://www.econ.nagasaki-u.ac.jp/international/

― 19 ―



学生┦ㄯ等にࡘいて

⤒῭学㒊ᢸᙜ࢝࢘ンࣛࢭー（∦ῡ࢟ࣕンࣃス）

㸨᭙᪥㸸月࣭Ỉ࣭㔠᭙᪥

㸨᫬㛫㸸㸷㸸㸱㸮㹼㸯㸵㸸㸱㸮

（ୖグ᫬㛫እでもண⣙可能です）

㸨場ᡤ㸸⤒῭学㒊ᮏ㤋㸰㹄の「་務ᐊ࣭┦ㄯᐊ」

㸨㐃⤡ඛ㸸㹒㹃㹊 095-820-641�（月࣭Ỉ࣭㔠のみ）

ಖ健ࢭンࢱー 学生ಖ健㒊㛛 

࢝࢘ンࣛࢭー  ᐩỌ ࡕはる

（⮫ᗋᚰ⌮ኈ࣭බ認ᚰ⌮ᖌ）

ึ年次ࢼ࣑ࢭーをྵࡴᑡ人ᩘ࣑ࢮのᣦᑟᩍဨによる┦ㄯ窓口

ධ学ᚋ、ึ 年次ࢼ࣑ࢭーをྵࡴᑡ人ᩘ࣑ࢮのᣦᑟᩍဨが┦ㄯを受௜ࡅます。ຮᙉをするୖ

でわからないことࡸ生活㠃でのᝎみࡈとな࡝を┦ㄯしてください。

学生なࢇでも┦ㄯဨ

ึ年次ࢼ࣑ࢭーをྵࡴᑡ人ᩘ࣑ࢮのᣦᑟᩍဨに┦ㄯしにくい஦᯶にࡘいては、࢝࢘ンࢭ

ࣛーにຍえ学生ఱでも┦ㄯဨがいますので、学務係に㐃⤡してください。

ス࣓ント┦ㄯဨࣛࣁ

、ス࣓ント┦ㄯဨを㓄置していますのでࣛࣁにࡵス࣓ントに㛵する┦ㄯにᑐᛂするたࣛࣁ

ᚰ㌟の健康ࡸ学⩦࣭学生生

活に㛵すること等、 

おẼ㍍にࡈ┦ㄯください。 

内ᐜにᛂࡌて、㛵係機㛵へ

の⤂௓もします。 

＜予約フォーム＞ 
相談予約は、上記の 45 コード  
を読み取ってお申し込みください。

┦ㄯしてくࡉࡔい。なࠊ࠾┦ㄯࡍるにᙜࡗࡓてはࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࠊがⓎ生しࡓ日時ࠊෆᐜ等に

ついてグ㘓をしࡓりࠊ➨୕者のドゝをᚓて࠾く࡜ࡇがᮃまࢀまࡍ。

まࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࠊࡓ┦ㄯ員にຍࠊ࠼⤒῭学部ᢸᙜ࢝࢘ࣥࡸ࣮ࣛࢭ学生ఱでࡶ┦ㄯ員に࠾い

てࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࡶに㛵ࡍるⱞ᝟┦ㄯをཷࡅ௜ࡅていまࡍのでࠊ学ົಀに㐃⤡してくࡉࡔい。

ᣦᑟᩍ員のᢎࠕにࡵࡓるࡍなᡭ⥆きをࠎ኱学生活を㏦るୖでᵝࠊࡶまな┦ㄯ௨外にࡊまࡉ

ㄆ（⨫ྡࠊᢎㄆ༳）ࠖ が必要になる࡜ࡇが࠶りまࡍ。ᢎㄆが必要なᒆࡅをฟࡍሙྜはࠊ事᝟

をᣦᑟᩍ員にㄝ᫂し࠼࠺ࡓでࠊ⨫ྡないしᢎㄆ༳をࡶら࠺よ࠺にしてくࡉࡔい。

よりヲしくはࠊධ学時に㓄ᕸࢀࡉるࠗ学生生活᱌ෆ࠘にㄝ᫂が࠶りまࡍ。必ࡎ┠を通して

。いࡉࡔいてく࠾
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㛗ᓮ኱Ꮫの ICT ⎔ቃ࡚࠸ࡘ࡟

㸯㸬࡟ࡵࡌࡣ

㛗ᓮ大学にはコンࣗࣆーࢵࢿࢱト࣡ーࢡ NUNet（Nagasaki University campus information Network）
があり，必ᦠのࣀートࢯࣃコンな࡝はこの NUNet ⤒⏤で࢖ンࢱーࢵࢿトに᥋⥆することになります。

㸰㸬㹇㹂࣭࡜ࢻ࣮࣡ࢫࣃ฼⏝ྍ⬟ࢫࣅ࣮ࢧ࡞

NUNet をྵࡵ，履ಟⓏ㘓を行う学務᝟ሗࢩス࣒ࢸ（NU-Web）ࡸㅮ⩏な࡝で౑用さࢀる୺య的学⩦ಁ㐍ᨭ

᥼ࢩス࣒ࢸ（LACS: Learning Assessment & Communication System），㟁Ꮚ࣓ーࣝ，↓⥺LAN（㛗大Wi-
Fi）⎔ቃな࡝のከくのࢩス࣒ࢸでは㛗ᓮ኱Ꮫ ID（㛗大 ID）が౑わࢀます。㛗大 ID とは㛗ᓮ大学の学生に஺

௜さࢀる㸯⤌のࣘーྡࢨ（bb㸩学生␒ྕ）とࣃス࣡ーࢻのことで ICT ᇶ┙ࢭンࢱーが⟶⌮しています。

 㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ https://outlook.office365.com/
Microsoft 365 Apps https://portal.office.com/ 
ᤵ業ࡸ学生生活に㛵する㐃⤡が࣓ーࣝで行わࢀることがあります。࣓ ࡚ࡋㄆ☜࡟ᐇ☜࡟ᐃᮇⓗࡣ࣮ࣝ

ୗ࠸ࡉ。࣓ーࣝア࢝࢘ントは「bb Ꮫ⏕␒ྕ@ms.nagasaki-u.ac.jp」です。大学提౪の࣓ーࣝアࢻ

ࣞスは Microsoft 365 ア࢝࢘ントとして機能します。在学中は PC (Mac) ࡸス࣐࣍に Word, Excel,
PowerPoint な࡝の Microsoft 365 Apps を࢖ンストーࣝできます。こࢀらのアࣉリ౑用᫬には Android，
iPhone࣭iPad 用のアࣉリࡸ㟁ヰ␒ྕによるከ要⣲認証を求ࡵらࢀることがあります。認証には

https://mysignins.microsoft.com/security-info にⓏ㘓した᝟ሗが౑わࢀます。なお，ึ ᅇの設ᐃは学内の

㝈ᐃさࢀたࢵࢿト࣡ーࢡでのみⓏ㘓ができるな࡝のไ⣙がᏑ在しますので，ࡈὀព下さい。

学内での༳ๅには㝃ᒓᅗ書㤋な࡝に設置さࢀている有料のࣉリンࢱーを౑用します。必要となる設ᐃ

は㝃ᒓᅗ書㤋のㄝ明（http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/pc/）をཧ↷して下さい。

 ฟᖍ⟶⌮࣒ࢸࢫࢩ https://attendance.nagasaki-u.ac.jp/shusseki/ 
学生証を利用する出ᖍ⟶⌮ࢩス࣒ࢸがᑟධさࢀています。ᑟධᩍᐊでは IC ࢝ーࢻリーࢲーに学生証を

かࡊして下さい。学生証で認証ができない場合にはㅮ⩏ᐊ備え௜ࡅの「IC ࢝ーࢻ出ᖍ⟶⌮ࢩス࣒ࢸ出ᖍ

ᒆ出用紙」をᤵ業ᢸᙜᩍဨに提出して下さい。

 ୺యⓗᏛ⩦ಁ㐍ᨭ᥼࣒ࢸࢫࢩ（LACS） https://lacs.nagasaki-u.ac.jp/
LACS は，学生の୺య的な学ࡧを確❧するたࡵに㛗ᓮ大学でᵓ⠏したᩍ⫱ᨭ᥼ࢩス࣒ࢸです。LACS を

活用して，ᤵ業の㐃⤡，㈨料提♧，ㄢ㢟࣏ࣞートの受௜，࢜ンࣛ࢖ンࢸストな࡝が行わࢀます。

 Ꮫົ᝟ሗ࣒ࢸࢫࢩ（NU-Web） https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp/
履ಟⓏ㘓ࡸ成績の確認に౑用します。

 VPN
学እのࢵࢿト࣡ーࢡに᥋⥆している際に学内ᑓ用の࣌ーࢪを㜀ぴする᫬に౑用します。Windows ࡸ

macOS では ICT ᇶ┙ࢭンࢱーの࣌ーࢪでㄝ明さࢀている「Cisco Secure Client (AnyConnect VPN)」
を࢖ンストーࣝして౑用します。Android ࡸ iPhone i࣭Pad な࡝の VPN リもᏑ在してࣉアントア࢖ࣛࢡ

います。こࢀらのアࣉリで౑用する᥋⥆ඛは「v-conn.nagasaki-u.ac.jp」となります。

※ SSL-VPN をྵࡵ VPN ᥋⥆が必要となるのは㝃ᒓᅗ書㤋が提౪する一㒊の≉Ṧなサービスࡸ，

NU-Web での成績㜀ぴ᫬なࡈ，࡝く㝈らࢀた場㠃のみです。
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 ↓⥺ LAN（㛗኱ Wi-Fi）
ㅮ⩏ᐊ，ᅗ書㤋，㣗ᇽな࡝で౑えます。㛗大 Wi-Fi は㛗大 ID とᑐᛂするࣃス࣡ーࢻによる IEEE802.1X

認証で౑用するᮎᑿが「_1X」で終わる SSID，ཬࡧㅮ⩏用の「NUNET_?????_??_5G」，一般用の

「NUNET_KATAFUCHI-A」ࡸ「NUNET_BUNKYOMACHI2-?」な࡝のWeb ㄆ証ᚋに学እとの㏻ಙ

が可能になる SSID がᏑ在します。ࢵࢿト࣡ーࣗ࢟ࢭࢡリ࢟࢕ࢸー (PSK: Pre-Shared Key) は (学内か

らのみ㜀ぴ可能な) ICT ᇶ┙ࢭンࢱーの࣌ーࡸࢪ学内にᥖ♧さࢀています。なお，学内ࢵࢿト࣡ーࢡ利用

᫬はࢩࣂ࢖ࣛࣉーಖㆤのたࡵ，↓⥺᥋⥆中の PC 㛫で┤᥋᥋⥆ができないな࡝のไ㝈の௚，ࢵࢿト࣡ーࢡ

ᖏᇦを大㔞౑用するアࣉリの㏻ಙไ㝈な࡝が行わࢀています。

※ ㅮ⩏用 SSID では，ㅮ⩏での㏻ಙ㔞確ಖのたࡵ Windows Update な࡝の㏻ಙも㐽断さࢀています。

Micros oft 〇ရのࣛࢫࣥࢭ࢖ㄆドࡸWindow s の᭦᪂には一⯡用のSSID に᥋⥆してୗࡉい。

３．ポータルサイト・長大 I D 用パスワードの変更方法

長኱  ID を使用ࡍるྛ✀࣒ࢸࢫࢩの࣏࣮࡜ࢺ࢖ࢧࣝࢱして uPortal（https://uportal.nagasaki-u.ac.jp/）が

Ꮡᅾしまࡍ。学ಟ㛵㐃では，学ಟ࣏࣮ࣝࢱ（https://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/portal_s/）にྛ✀࣒ࢸࢫࢩの

にはAndroidࡅᦠ帯㟁ヰྥ，ࡓま。ࡍがᏑᅾしまࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡸࢡࣥࣜ ࡸ iPhone 用の長ᓮ኱学බᘧࡶࣜࣉ࢔Ꮡ

ᅾしまࡍ。な࠾，uPortal には長኱  ID 用のࢻ࣮࣡ࢫࣃをኚ᭦ࡍる௙⤌ࢻ࣮࣡ࢫࣃ，ࡸࡳを࠺࡝してࡶᛮいฟ

をⓏࢫࣞࢻ࢔るಶே用の࣓࣮ࣝࡍる㝿に使用ࡍを෌Ⓨ行ࢻ࣮࣡ࢫࣃ㝿に，❆ཱྀ௨外でࡓࡗてしまࡗなくなࡏ

㘓ࡍる᪉ἲが用ពࢀࡉていまࡍ。

４．（必携）パソコン・スマートフォンの持ち込み

ಶே使用のᶵჾを学ෆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿに᥋⥆ࡍる࡜きは，⮬ศの᝟ሗをᏲり，かつ他者に⿕ᐖを୚࠼ないࡵࡓ

に，࢘ ಙ㢗ᛶ，ࡓい。まࡉてୗࡅにᚰが࠺なるよ࡜し，ᖖに᭱᪂の≧ែ࣮ࣝࢺࢫࣥ࢖を࡝なࢺࣇࢯ⟇ᑐࢫࣝ࢖

がᢸಖできないࢁࡇ࡜からධᡭしࢱ࣮ࢹࡸ࣒ࣛࢢࣟࣉࡓを使用ࡍる࡜きには，利用๓に᳨࢘ࢫࣝ࢖ᰝを行࠺

な࡝⮬ศの㌟は⮬ศでᏲる࡜ࡇを⪃࠼て行動ࡍるよ࠺にᚰがࡅてୗࡉい。なࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖，࠾利用時には，

。いࡉཧ↷してୗࡶネットワークを安全に利用するためにࠖࠕ

５．必携パソコンサポート窓口・ICT 基盤センター

↓⥺ LAN ࡸの᥋⥆᪉ἲ࡬ Microsoft 365  Apps の利用をྵࡵ，必ᦠࣥࢥࢯࣃの利用に㛵ࡍる┦ㄯ❆ཱྀ࡜し

てICT࣮ࢱࣥ࢘࢝ࢺ࣮࣏ࢧが࠶りまࡍ（。https://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/contact.html#support）
まࡓ，IC T ᇶ┙࣮ࢱࣥࢭでは，ᨾ㞀な࡝のṆࡴをᚓない理⏤でࣥࢥࢯࣃをᣢཧできなかࡓࡗ学生にᑐし，一

時ⓗにࣥࢥࢯࣃの㈚しฟしࡶ行ࡗていまࡍ。ヲしいㄝ᫂はḟのࣜࣥࢡをཧ↷ୗࡉい。

（https://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/pcsetup/lend.html#lend）

６．コンピュータやインターネットについての勉強方法

がで࡜ࡇるࡍ⩦の利用᪉ἲは，ᩍ㣴ᩍ⫱の᝟ሗฎ理⛉┠で学ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖，のᇶᮏⓗ使い᪉ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ

きま࣑ࢮ。ࡍ༢఩のຮᙉ఍ࡶ኱ኚ᭷ຠでࡍ。まࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡸࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ，ࡓについての理ゎを῝ୖࡵ㐩

。ࡍが୙可Ḟで࡜ࡇるࡍ⩦⮬のゎㄝ᭩を㉎ධしてࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥるにはࡍ
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࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝฼࡟Ᏻ඲ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ

࣐，ならないことがあります。以下ࡤࢀࡅなࡅࡘトを利用するときにはẼをࢵࢿーࢱン࢖ ーࣗࣆー，コンࢼ

の⨥≢ࢡト࣡ーࢵࢿ，スの⚗Ṇࢭࢡス，㏞ᝨ࣓ーࣝ，不ṇアࣝ࢖࢘ࢱ 5 Ⅼにศࡅてゎㄝします。᭦に詳しいこ

とは，ᩍ㣴ᩍ⫱で開ㅮさࢀる᝟ሗฎ⌮⣔の⛉┠ࡸ，ICT ᇶ┙ࢭンࢱーの࣍ー࣒࣌ーࢪでㄝ明さࢀていますの

で，ࡑこでのㄝ明にも༑ศὀពをᡶってください。

㸯㸬࣐࣮ࢼ

ますが，ձ㹼ճは人としてᙜ↛Ᏺࡆかの例をᣲࡘいて，以下にいくࡘーにࢼき࣐࡭トୖでᏲるࢵࢿーࢱン࢖

る࡭き࣐ࢼー，մ㹼շはࢵࢿト࣡ーࢡ≉有の࣐ࢼーとゝえます。

ձ ┦ᡭの㢦，⾲᝟を見ࡎにコ࣑ࣗニࢣーࣙࢩンをྲྀることがከいので，࣓ る┦ᡭにᑐするྲྀࡅを受ࢪーࢭࢵ

Ẽ㓄りをᚰがࡅましࡻう。

ղ 人に不利┈を୚える行Ⅽをしてはいࡅませࢇ。例えࡤ，௚人をㄦㅫ中യすること，௚人のࢩࣂ࢖ࣛࣉーを

බ開すること，௚人の▱的ᡤ有ᶒࡸⴭసᶒを౵ᐖすることな࡝をしてはいࡅませࢇ。

ճ බᗎⰋ಑，ἲ௧に㐪཯する行Ⅽ（≢⨥に⤖ࡘࡧく行Ⅽ）をしてはいࡅませࢇ。

մ 自ศの㹇㹂࣭ࣃス࣡ーࢻを௚人に౑用させてはいࡅませࢇ。また，௚人のものを౑用してもいࡅませࢇ。

յ ࣓ーࣝ，ᥖ♧ᯈ，࣍ー࣒࣌ーࢪな࡝にẶྡ࣭ఫᡤ࣭㟁ヰ␒ྕ࣭生年月᪥࣭෗┿な࡝のಶ人᝟ሗを不用ពに

グ㏙してはいࡅませࢇ。ఱらかのトࣛࣝࣈをㄏ発する可能ᛶがあります。

ն ᐜ㔞の大きな࡝㡢ኌなࡸീ⏬，ࡤ例え。ࢇませࡅのṇᖖな㐠用を㜼ᐖする行Ⅽをしてはいࢡト࣡ーࢵࢿ

。ࢇませࡅの行Ⅽをしてはい࡝をῧ௜した࣓ーࣝをྠ᫬にከ人ᩘに㓄ಙするなࣝ࢖࢓ࣇ

շ 。ࢇませࡅト࢙࢘ア的に◚ቯする行Ⅽをしてはいࣇࢯ，を≀⌮的࣒ࢸスࢩのୖࢡト࣡ーࢵࢿ

この௚≉にẼをࡅࡘたい࣐ࢼーとして，࣓ ーࣝをࡸりྲྀりするときの࣐ࢼー，ᥖ♧ᯈな࡝にᢞ✏するときの࣐

。があります࡝ーなࢼ

㸰㸬ࢫࣝ࢖࢘ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ

コンࣗࣆーࣝ࢖࢘ࢱスは，➨୕者のコンࣗࣆーࢱのࢹࡸ࣒ࣛࢢࣟࣉーࢱにఱらかの⿕ᐖをཬࡰすことを┠

的にពᅗ的にస成さࢀた࣒ࣛࢢࣟࣉで，自ᕫఏᰁ機能，₯అ機能，発⑓機能な࡝，ᮏ≀の࢘ࣝ࢖スとྠࡌよう

な機能をᣢっています。ឤᰁするとࢩス࣒ࢸが❧ୖࡕがらなくなったり，ᝏ㉁な場合にはࣁー࢕ࢹࢻスࢡが◚

ቯさࢀたり，㹇㹂࣭ࣃス࣡ーࢻ等をྵࡵಶ人᝟ሗが┐み出さࢀたりするな࡝の⿕ᐖが生ࡌます。コンࣗࣆーࢱ

。うࡻましࡅࡘに，以下のようなことにẼをࡵスにឤᰁしないたࣝ࢖࢘

ձ コンࣗࣆーࢱには࣡ࢳࢡンࣇࢯト（࢘ࣝ࢖ス㜵ᚚࣇࢯト）を࢖ンストーࣝしましࡻう。

ղ ಙ㢗ᛶがᢸಖ出᮶ないとこࢁからධᡭしたࢹࡸ࣒ࣛࢢࣟࣉーࢱを౑用するときには，利用前に࣡ࢳࢡン

。うࡻス᳨ᰝを行いましࣝ࢖トで࢘ࣇࢯ

ճ 見▱らࡠ┦ᡭからの㟁Ꮚ࣓ーࣝには࢘ࣝ࢖スが₯ࢇでいることがあります。不用ពにῧ௜ࣝ࢖࢓ࣇを開

くとឤᰁすることがありますので，不ᑂな࣓ーࣝは๐㝖することを່ࡵます。

մ スに㛵する᭦に詳しい᝟ሗは，⊂❧行ᨻἲ人᝟ሗฎ⌮᥎㐍機ᵓ（IPA : Information-technologyࣝ࢖࢘
Promotion Agency, Japan）の࣌ーࢪ（https://www.ipa.go.jp/security/）な࡝をཧ↷してください。
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㸱㸬㏞ᝨ࣓࣮ࣝ

ト࣓ーࣝ，᛹しい່ࢡࣞ࢖ࢲ，からࢁ企業らしきとこࡸのಶ人ࡎら▱ࡎトを౑っていると，見ࢵࢿーࢱン࢖

ㄏ，不ᖾのᡭ紙㢼の࣓ー࣐ࣝࢹࡸ᝟ሗな࡝の౯್のない㏞ᝨ࣓ーࣝが一᪉的に㏦らࢀて᮶ることがあります。

こࢀらに㛵しては次のようなことにẼをࡅࡘましࡻう。

ձ ᥖ♧ᯈな࡝の不≉ᐃከᩘが㜀ぴする場ᡤࡸಙ㢗ᛶにḞࡅるサ࢖トにಶ人᝟ሗ（Ặྡ࣭࣓ーࣝアࣞࢻス等）

をグධすると，ࢀࡑらをもとに㏞ᝨ࣓ーࣝが㏦らࢀ始ࡵる場合があります。自ศの࣓ーࣝアࣞࢻス等をグ

ධするのがᮏᙜに㐺ษかをよく⪃えてみましࡻう。

ղ ㏞ᝨ࣓ーࣝはすࡄ๐㝖しましࡻう。ただし，受ྲྀࡅる௳ᩘがከいときࡸ，内ᐜに問㢟（⬣㏕ࡵいた内ᐜな

。たᑐฎ⟇をྲྀりますࡌの≧ἣにᛂࢀࡒࢀࡑ。出てくださいࡅがある）ときは，学務係にᒆ࡝

㸲㸬୙ṇࢫࢭࢡ࢔の⚗Ṇ

「不ṇアࢭࢡス行Ⅽの⚗Ṇ等に㛵するἲᚊ」（不ṇアࢭࢡス⚗Ṇἲ）により，以下のような行Ⅽは㐪ἲ行Ⅽとなり，㐪཯者は

ฎ⨩さࢀます。

ձ 㹇㹂࣭ ス࣡ࣃ ーࢻ等によるアࢭࢡスไᚚ機能があるコンࣗࣆ ーࢱにᑐし，コンࣗࣆ ーࢵࢿࢱト࣡ ーࢡを㏻して௚人の㹇㹂࣭

ス࣡ࣃ ーࢻを↓断でධຊすること。

ղ アࢭࢡスไᚚ機能があるコンࣗࣆ ーࢱにᑐし，コンࣗࣆ ーࢵࢿࢱト࣡ ーࢡを㏻して≉Ṧなࢹーࢱを㏦ಙするな࡝して≉ᐃ

利用をすることができる≧ែにさせること，また≉ᐃ利用をしてしまうこと。

ճ ௚人の㹇㹂࣭ ス࣡ࣃ ーࢻを➨୕ 者に口㢌ࡸ文❶な࡝でᩍえたり，ᥖ♧ᯈな࡝にᥖ♧したりすること。

したがって，「㸯㸬 。てくださいࡅたこと以እに次のようなことをᚰが࡭ー」で㏙ࢼ࣐

ア ௚人に自ศの㹇㹂࣭ ス࣡ࣃ ーࢻをᩍえない。

࢖ もし，௚人の㹇㹂࣭ ス࣡ࣃ ーࢻに㛵する࣓ なࣔ࡝を見ࡅࡘたら，学務係にᒆࡅ出る。

 ࢘ 自ศのẶྡ ，生年月᪥，㟁ヰ␒ྕ な࡝，ᐜ᫆ に᥎ できるものをࣃス࣡ ーࢻに౑用しない。

エ ス࣡ࣃ ーࢻはᐃᮇ的にኚ᭦する。

５㸬ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ≢⨥

ト࣡ࢵࢿ ーࢡを利用した≢⨥は年ࠎቑຍしており，大学生が≢⨥にᕳき込まࢀる஦௳も㉳きています。以下のようにከ✀

ከ様な≢⨥が㉳きていますので，不ᑂにᛮうことがあるときは，学務係までᒆࡅ出てください。

例㸯） ー࣒࣍ ー࣌ࡸࢪᥖ♧ᯈな࡝に≉ᐃのಶ人のẶྡ ఫ࣭ᡤ࣭㟁ヰ␒ྕ ࣭࣓ ーࣝ アࣞࢻ スな࡝をᥖ㍕し，ࡑのಶ人をᇳᣉにㄦㅫ

中യしたり，௚人が᎘がらせをしたりすることを↽る。 (ྡ ㄃ẋᦆ)
例㸰）≉ᐃの人㛫から不ᛌな࣓ ーࣝ が㢖⦾に㏦らࢀてくる。まるで自ศの行動を┘どしているかのような内ᐜの࣓ ーࣝ であ

る。 (トストー࢝ーࢵࢿ)
例㸱）㏦らࢀてきた࣓ ーࣝ にリストがあり，ࡑのリストに㍕っている人㛫の㖟行口ᗙに一ᐃ㔠㢠を᣺り込ࢇで，௒ᚋはリス

トのୖ఩㸯ྡをはࡎしたᚋ，自ศの㖟行口ᗙをࡑのリストに書きຍえた࣓ーࣝを不≉ᐃከᩘの人㛫に㏦りࡅࡘる。

(みㅮࡎࡡトを利用したࢵࢿーࢱン࢖)
例㸲）࢖ンࢱーࢵࢿトୖ のࣙࢩ ࢵࣉ のရ≀を㉎ධしたが，いくら待ってもရ≀を㏦ってこない。ᩘ᪥ᚋ，ࡑの࣍ ー࣒ ー࣌ࢪを見

ようとすると，࣍ ー࣒ ー࣌ࡑࢪのものが๐㝖さࢀていた。 トࢵࢿ) ー࣡ࢡブḭ)
学⩦・◊✲・ᑵ職活動な࡝学生生活になくてはならないࡶの࡜なࣥ࢖ࡓࡗ ࢱ࣮ ࣥ࢖，がࡍでࢺࢵࢿ ࢱ࣮ ࡎ知らࡎはぢࢺࢵࢿ

の୙≉ᐃከᩘ のே間がࡉまࡊまに஺ὶし࠺࠶ሙで࠶る࡜ゝ ࢺࣛ，ࡅその≉ᛶをよく理ゎし，Ᏻ඲でᛌ㐺な利用をᚰが。ࡍま࠼ ࣈ

をࣝ㉳ࡇしࡓりᕳき㎸まࡓࢀりしないよ࠺ὀពしまし࠺ࡻ。
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ᤵ業料の⣡௜᪉ἲ

ᮏ学ではᤵ業料を⣡ࡵる᪉ἲとして口ᗙ᣺᭰を行っています。

ධ学ᡭ⥆き᫬にⓏ㘓さࢀた㔠⼥機㛵の口ᗙから，前ᮇ࣭ᚋᮇẖに下グのとおり᣺᭰が行わࢀます。

ධ学ᡭ⥆き᫬にᮍⓏ㘓の᪉は，「ࢵࢿト口ᗙ᣺᭰受௜サービス」によりⓏ㘓してください。

�㸬ձ前ᮇᤵ業料͐ẖ年 4月 �� ᪥に口ᗙ᣺᭰（ᘬきⴠし）

ղᚋᮇᤵ業料͐ẖ年 �� 月 �� ᪥に口ᗙ᣺᭰（ᘬきⴠし）

※ୖグの口ᗙ᣺᭰᪥が㔠⼥機㛵ఇ業᪥の場合は⩣Ⴀ業᪥となります。

※ᤵ業料ච㝖申ㄳ者は，ุ ᐃᚋに⣡ධすることになります。ุ ᐃ⤖ᯝỴᐃ前に⣡ධさࢀた場合

は，ච㝖申ㄳは↓ຠになります。

ච㝖不チ可ཬࡧ一㒊ච㝖者は，前ᮇ �月 �� ᪥，ᚋᮇ �月 �� ᪥に᣺᭰ணᐃです。

㔠⼥機㛵ఇ業᪥の場合は⩣Ⴀ業᪥となります。

2. ஦務㒊の窓口では⣡௜できませࢇ。

「ト口ᗙ᣺᭰受௜サービスࢵࢿ」※

㛗ᓮ大学 ᑓ用コーࢻ㸸 NUKOUZA

※ᤵ業料等の詳細にࡘいては下グ 85/ をཧ↷ください。

https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/caPpusliIe/Iee/inde[.htPl
（㛗ᓮ大学࣍ー࣒࣌ーࢪ㸸ᩍ⫱࣭学生生活Ѝᤵ業料に㛵するお▱らせ） 

この௳のお問い合わせඛ

㛗ᓮ大学㈈務㒊㈈務企⏬ㄢ㈨㔠⟶⌮⌜

7(/ 095㸫819㸫2060 
ࠛ852㸫8521 㛗ᓮᕷ文ᩍ⏫ 1㸫14 
※ᅵ࣭᪥᭙᪥࣭ఇ᪥を㝖く 8:45㹼17:�0
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ᤵ業ᩱච㝖࣭ዡᏛ㔠ไᗘ࡚࠸ࡘ࡟ 

�  㧗➼ᩍ⫱のಟᏛᨭ᥼᪂ไᗘ（⤥௜ዡᏛ㔠�ධᏛᩱච㝖�ᤵ業ᩱච㝖） 

Ꮫ業ඃ⚽࡛⤒῭ⓗ࡟ᅔ❓ࡿ࠸࡚ࡋ᪥ᮏேᏛ㒊Ꮫ⏕（ᅾ␃㈨᱁ࠕࡀỌఫ⪅ࠖ➼のᏛ㒊Ꮫ⏕ࡴྵࢆ）ࢆᑐ㇟ࠊ࡟ධᏛᩱ࣭

ᤵ業ᩱච㝖ཬࡧ⤥௜ዡᏛ㔠ࡀᨭ⤥ࡿࢀࡉไᗘ࡛ࠋࡍ 

ㄳ㈨᱁⏦ڦ

⏕Ꮫ㒊Ꮫࡿࡍ᭷ࢆ᪥ᮏᅜ⡠ە

ణࠊࡋእᅜ⡠のᏛ⏕࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶せ௳ࡤࡏࡓ‶ࢆ⏦ㄳ࡛ࡿࡁሙྜࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ 

ヲ⣽ࠊࡣ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ（-$662）の࣮࣒࣮࣍࣌ࢆࢪ☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

⪅ࡿࡍヱᙜ࡟࠿ࢀࡎ࠸௨ୗのࠊ࡚࠸ࡘ࡟᫬ᮇࡓࡋධᏛ࡟኱Ꮫە

ձ㧗➼Ꮫᰯ➼࡚ࡵึࢆ卒業ࡓࡋ᪥のᒓࡿࡍᖺᗘの⩣ᖺᗘのᮎ᪥ࡽ࠿኱Ꮫ➼࡬ධᏛࡓࡋ᪥࡛ࡲのᮇ㛫ࡀ �ᖺࢆ⤒㐣࡚ࡋ

�����ᑐ㇟⪅の౛� ⪅࠸࡞࠸ ᖺ � ᭶࡟㧗➼Ꮫᰯࢆ卒業э���� ᖺ � ᭶࡟࡛ࡲ㛗ᓮ኱Ꮫ࡟ධᏛࡶࡓࡋの 

ղ㧗➼Ꮫᰯ卒業⛬ᗘㄆᐃヨ㦂のཷ㦂㈨᱁ྲྀࢆᚓࡓࡋᖺᗘ（�� ṓࡿ࡞࡜ᖺᗘ）のึ᪥ࡽ࠿ㄆᐃヨ㦂ྜ࡟᱁ࡓࡋ᪥のᒓࡍ

ࡀのᮇ㛫࡛ࡲᖺᗘのᮎ᪥ࡿ �ᖺࢆ⤒㐣࠸࡞࠸࡚ࡋ⪅（�ᖺࢆ⤒㐣ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋ ẖᖺᗘㄆᐃヨ㦂ཷࢆ㦂ྵࡣ⪅ࡓ࠸࡚ࡋ

ࡀのᮇ㛫࡛ࡲ᪥ࡓࡋධᏛ࡬኱Ꮫࡽ࠿ᖺᗘの⩣ᖺᗘのᮎ᪥ࡿࡍ᪥のᒓࡓࡋ᱁ྜ࡟ㄆᐃヨ㦂ࡘ࠿ࠊ࡛（ࡴ �ᖺࢆ⤒㐣࡚ࡋ

 ⪅࠸࡞࠸

ͤ㣕ࡧධᏛࡸእᅜのᏛᰯᩍ⫱ㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋ⏦࡟ཱྀ❆ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ࡓࡋฟ࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

࡟ᇶࢆᐙィᑂᰝࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࣂࣥࢼ࢖࣐ͤ）ᨭ᥼ෆᐜڦ （ࠋࡍࡲࢀ࠿ศ࡟のᨭ᥼༊ศࡘ�

ͤ⾲୰の㔠㢠ࡣ᭶㢠ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜

⏕άಖㆤཷ⤥୰の⏕ィ⥔ᣢ⪅ྠ࡜ᒃ୰のሙྜ➼の⤥௜ዡᏛ㔠ࢥࢵ࢝ࠊࡣෆの㔠㢠ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜ 

༊ศ

➨Ϩ༊ศ

⮬Ꮿ㏻Ꮫ

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇（������ ෇）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇

⮬Ꮿእ㏻Ꮫ

➨ϩ༊ศ

➨Ϫ༊ศ

➨Ϩ༊ศ
（ከᏊୡᖏ）

➨ϩ༊ศ
（ከᏊୡᖏ）

➨Ϫ༊ศ
（ከᏊୡᖏ）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸��� ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇（������ ෇）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸��� ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸����� ෇（������ ෇）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸��� ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸��� ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇（������ ෇）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇

ከᏊୡᖏ
ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖

⤥௜ዡᏛ㔠㸸ᨭ᥼ࡋ࡞

➨ϫ༊ศ
（ከᏊୡᖏ）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸������ ෇（������ ෇）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸����� ෇（������ ෇）

ධᏛᩱ࣭ᤵ業ᩱච㝖㸸඲㢠ච㝖
⤥௜ዡᏛ㔠㸸����� ෇（����� ෇）
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᥇⏝ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟Ꮫ業ᇶ‽࡜ᐙィᇶ‽ࡍࡓ‶ࢆᚲせࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀᐙィᇶ‽ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼

ᶵᵓ㐍Ꮫ㈨㔠ࠊࡽ࠿࣮ࠖࢱ࣮࣑ࣞࣗࢩᐙィᇶ‽࡟ヱᙜࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࠊ࠿ࡿࡍ

（KWWSV���VKRJDNXNLQ�VLPXODWRU�MDVVR�JR�MS�） 

㸰  㛗ᓮ኱Ꮫ⊂⮬࡛⾜࠺ᤵ業ᩱච㝖ไᗘ 

⚾㈝እᅜே␃Ꮫ⏕ࠊࡣ㛗ᓮ኱Ꮫ⊂⮬࡛⾜࠺ᤵ業ᩱච㝖ไᗘ࡟⏦ㄳࠋࡍ࡛⬟ྍࡀ 

ㄳ㈨᱁⏦ڦ

（ࡳṇつ⏕の）⏕እᅜே␃Ꮫ㈝⚾ە

⪅ࡿࢀࡽࡵㄆ࡜⚽Ꮫ業ඃࡘ࠿ࠊࡾ࠶ᅔ㞴࡛ࡀᤵ業ᩱの⣡௜ࡾࡼ࡟⏤⌮ⓗ῭⤒ە

⣡ᮇ࡟ᤵ業ᩱのྛᮇە � ᭶௨ෆ（᪂ධ⏕࡟ᑐࡿࡍධᏛࡓࡋ᪥のᒓࡿࡍᮇศのච㝖࡟ಀࡿሙྜࡣධᏛ๓ � ᖺ௨ෆ）࠾࡟

ⴭࡀᤵ業ᩱの⣡௜࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡅཷࢆ㢼Ỉᐖ➼の⅏ᐖࡀ⪅Ꮫ㈨㈇ᢸࡣࡃࡋᮏேⱝࡣཪࠊࡋṚஸࡀ⪅Ꮫ㈨㈇ᢸࠊ࡚࠸

 ⪅ࡿࢀࡽࡵㄆ࡜ᅔ㞴ࡃࡋ

ᨭ᥼ෆᐜڦ

඲㢠ච㝖ཪ୍ࡣ㒊ච㝖

㸱  ዡᏛ㔠ไᗘ 

᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ㸪その他㈈ᅋࡸᆅ᪉බඹᅋయ➼のዡᏛ㔠ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ 

᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓのዡᏛ㔠ᩥࡣᩍᆅ༊のᏛ⏕ᨭ᥼ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᢅࡾྲྀ࡛࣮ࢱࣥࢭその他㈈ᅋࡸᆅ᪉බඹᅋయ➼のዡ

Ꮫ㔠ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢆࢪ☜ㄆࠊࡋ⏦込❆ཱྀࡀᏛ⏕ᨭ᥼࣮ࢱࣥࢭのࡶのࠊࡣᏛ⏕ᨭ᥼࡟࣮ࢱࣥࢭ┤᥋ฟྥ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅཷࢆ♧㸪ᣦࡋᥦฟࢆ➼㢪書࡚࠸

㸪኱Ꮫࡣᤵ業ᩱච㝖の᱌ෆࡸ㸪ዡᏛ㔠ເ㞟࠾࡞ +3�Ꮫ⏕ᨭ᥼࣮ࢱࣥࢭཬࡧᮏᏛ㒊のᥖ♧ࡍࡲ࠸⾜ࡾࡼ࡟の

࡛㸪⏦込ᮇ㝈ࢆ࡝࡞見ⴠ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉ࡜ὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

  ඛࡏࢃྜ࠸ၥ࠾

ࠛ���㸫���� 㛗ᓮᕷᩥᩍ⏫ �㸫�� 

㛗ᓮ኱ᏛᏛ⏕ᨭ᥼㒊Ꮫ⏕ᨭ᥼ㄢ（⤒῭ᨭ᥼） 

7(/ ���㸫������������� 

ͤᅵ࣭᪥࣭⚃᪥ࢆ㝖ࡃ ����㹼�����

― 27 ―



⚟利ཌ生施設の利用について

ۑ ⤒῭学部య⫱㤋

使用時間

ཎ๎࡜して඲曜日の９時から２１時まで

使用できない日

職員の夏季一斉休業等により正門等を閉鎖している期間

１２月２９日から翌年１月３日まで

その他，学校行事等により使用できない日（掲示等により通知）

使用ᡭ⥆

(1) 事๓にࠕ施設使用㢪ࠖを学ົಀにᥦฟࡍる。（１࢝月๓からཷ௜㛤ጞ）

(2) 学ົಀにࠕ施設使用許可᭩ࠖをᥦ示し，య⫱㤋ฟධཱྀ等の㘽を೉用ࡍる。使用日が

休日のሙྜは，学ົಀ❆ཱྀが㛤いている間に೉用して࠾く࡜ࡇ。

(3) 使用ᚋは学ົಀ࡬㘽を㏉༷ࡍる。学ົಀ❆ཱྀが閉まࡗているሙྜは，ᮏ㤋⋞㛵の㘽

㏉༷࣎ࢫࢡࢵに㏉༷ࡍる。

ඃඛ㡰఩

(1) 平日の９時から１㸵時３㸮ศまでは᫨間ࢫ࣮ࢥの学生をඃඛࡍる。

(2) 平日の１㸵時３㸮ศから２１時までは夜間主ࢫ࣮ࢥの学生をඃඛࡍる。

(3) 㔜」ࡍるሙྜはඛに施設使用㢪をᥦฟしࡓ者をඃඛࡍる。

ὀព事㡯

(1) 使用時間をᏲる࡜ࡇ。

(2) 使用┠ⓗ外の用㏵に使用しない࡜ࡇ。

(3) య⫱㤋ෆにࡅ࠾るႚ↮ཬࡧ㣧㣗は⚗Ṇࡍる。

(4) 土㊊でධ㤋しない࡜ࡇ。

(5) 掲示その他ࢀࡇに㢮ࡍるࡶのは，学ົಀの許可をཷࡅ，ᡤᐃのሙᡤに行࡜ࡇ࠺。

(6) య⫱㤋の㘽はྲྀᢅ責任者のࡳに㈚しฟࡍので，ྛࣝࢡ࣮ࢧに࠾いては，ணᢅྲྀࡵ責

任者を３ྡỴࡵて࠾く࡜ࡇ。㘽のྲྀᢅ責任者はᡤᐃのᵝᘧにより学ົಀ࡬ᒆࡅฟるࡇ

ࡇるࡡᑜ࡬ない任ពのᅋయが㘽を೉りるሙྜは，学ົಀࡉにᒓࣝࢡ࣮ࢧྛ，࠾な。࡜

。࡜

(7) య⫱㤋の㘽はゎ㘄の㝿に㈚しฟࡍ。使用୰はྲྀᢅ責任者が㘽を管理し,使用ᚋは┤ࡕ

に学ົಀ࡬㏉༷ࡍる࡜ࡇ。

(8) 休業日の使用にࡗࡓ࠶ては，学ົಀ࡬┦ㄯࡍる࡜ࡇ。

(9) 使用ᚋは，使用者ྛ⮬がࡕࡔࡓにᚋጞᮎをࡍるࡶ࡜࡜にΎᤲ，ᾘⅉཬࡧᡞ⥾りを行

。࡜ࡇ࠺

(10) ᨾពཪは㐣ኻにより施設ཬࡧჾල等を⁛ኻཪは，ẋᦆしࡓ時は，኱学のᣦ示にᚑ

。࡜ࡇるࡍかにཎ≧に᚟ࡸࡳࡍてࡗ
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ۑ ࢻࣥ࢘ࣛࢢ

使用時間

ཎ๎࡜して日のฟから日ἐまで

使用許可

施設使用㢪を学ົಀにᥦฟして許可をཷࡅてくࡉࡔい。（１࢝月๓からཷ௜㛤ጞ）

使用୰Ṇ

使用責任者は，使用許可᭩の஺௜をཷࡓࡅᚋ，使用を୰Ṇࡍる࡜きは，㏿ࡸかに学ົ

ಀ࡬ᒆࡅฟてくࡉࡔい。

㌿㈚⚗Ṇ

➨୕者にࢻࣥ࢘ࣛࢢの一部ཪは඲部を㌿㈚してはならない。

㑂Ᏺ事㡯

使用者は，使用にᙜࡓりḟに掲ࡆる事㡯を㑂Ᏺしなࡤࢀࡅなりまࢇࡏ。

（1） 使用時間をᏲる࡜ࡇ。

（2） 使用┠ⓗ外の用㏵に使用しない࡜ࡇ。

（3） 㞵ኳ時等に࠾いて使用⚗Ṇの⾲示が࠶る࡜きは，使用しない࡜ࡇ。

（4） 使用ᚋは，使用者ྛ⮬が┤ࡕにᚋጞᮎをࡍる࡜ࡇ。

（5） 㣧㓇・ႚ↮を行ࢃない࡜ࡇ。

使用許可のྲྀᾘし

使用許可ᚋに࠾いてࡶ，ḟに掲ࡆる事㡯のいࢀࡎかにヱᙜࡍるሙྜには，使用許可を

ྲྀᾘし，ཪは使用の೵Ṇを࿨ࡎる࡜ࡇが࠶りまࡍ。

（1） 使用許可の┠ⓗに㐪⫼し，ཪは使用許可についての᮲௳をᒚ行しない࡜き。

（2） 使用㢪に⹫ഇのグ㍕が࡜ࡓࡗ࠶き。

（3） 使用を許可しࡓ施設を，学部等の行事のࡵࡓ≉に使用ࡍる必要が࠶る࡜き。
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ۑ ࢺ࣮ࢥࢫࢽࢸ

使用時間

日のฟから日ἐまで

使用許可

施設使用㢪を学ົಀにᥦฟして許可をཷࡅてくࡉࡔい。（１࢝月๓からཷ௜㛤ጞ）

使用୰Ṇ

使用責任者は，使用許可᭩の஺௜をཷࡓࡅᚋ，使用を୰Ṇࡍる࡜きは，㏿ࡸかに学ົ

ಀ࡬ᒆࡅฟてくࡉࡔい。

㌿㈚⚗Ṇ

➨୕者にࢺ࣮ࢥࢫࢽࢸの一部ཪは඲部を㌿㈚してはならない。

㑂Ᏺ事㡯

使用者は，使用にᙜࡓりḟに掲ࡆる事㡯を㑂Ᏺしなࡤࢀࡅなりまࢇࡏ。

（1） 使用時間をᏲる࡜ࡇ。

（2） 使用┠ⓗ外の用㏵に使用しない࡜ࡇ。

（3） 。࡜ࡇるࡍを╔用ࢬ࣮ࣗࢩࢫࢽࢸ

（4） 㞵ኳ時等に࠾いて使用⚗Ṇの⾲示が࠶る࡜きは，使用しない࡜ࡇ。

（5） 使用ᚋは，使用者ྛ⮬が┤ࡕにᚋጞᮎをࡍる࡜ࡇ。

（6） 㣧㓇・ႚ↮を行ࢃない࡜ࡇ。

㸴㸬使用許可のྲྀᾘし

使用許可ᚋに࠾いてࡶ，ḟに掲ࡆる事㡯のいࢀࡎかにヱᙜࡍるሙྜには，使用許可を

ྲྀᾘし，ཪは使用の೵Ṇを࿨ࡎる࡜ࡇが࠶りまࡍ。

（1） 使用許可の┠ⓗに㐪⫼し，ཪは使用許可についての᮲௳をᒚ行しない࡜き。

（2） 使用㢪に⹫ഇのグ㍕が࡜ࡓࡗ࠶き。

（3） 使用を許可しࡓ施設を，学部等の行事のࡵࡓ≉に使用ࡍる必要が࠶る࡜き。
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ۑ ᢇᦂ఍㤋

使用時間

ཎ๎࡜して月曜日から金曜日までの９時から２１時まで

使用できない日

ᅜẸの祝日に㛵ࡍるἲᚊ（᫛࿴２３年ἲᚊ➨１㸵㸶ྕ）につᐃࡍる休日

職員の夏季一斉休業等により正門等を閉鎖している期間

１２月２９日から翌年１月３日まで

その他,学校行事等により使用できない日（掲示等により通知）

使用ᡭ⥆

３㝵のㄯヰᐊ（኱୰ᑠィ３ᐊ）は，༨᭷使用がண⣙ࢀࡉているሙྜを除き，⤒῭学部

の学生でࡤࢀ࠶ཎ๎࡜してㄡでࡶ⮬⏤に使用ࡍる࡜ࡇができまࡍ。

ㄯヰᐊでࣝࢡ࣮ࢧࡸ࣑ࢮのⓎ⾲఍に༨᭷して使用しࡓいሙྜは，施設使用㢪を学ົಀ

にᥦฟして，༨᭷使用のண⣙を行ࡗてくࡉࡔい。

༨᭷使用のண⣙≧ἣは，学ົಀཬࡧᢇᦂ఍㤋のண⣙≧ἣ⾲で☜ㄆできまࡍ。

༨᭷使用を୰Ṇしよࡍ࡜࠺るሙྜは，学ົಀ࡬ᒆࡅฟてくࡉࡔい。

― 32 ―



【１階】

UP

UP

DN スロープ

DN

【２階】
DN DN

DN

DN

UP

DN

ス
ロ
ー
プ

ス
ロ
ー
プ

UP DN

スロープ

【３階】

DN

DN

扶揺会館　平面図

廊下

ホール

玄関

倉庫

女子便所

便所
従業員

検収室

厨房

食堂

女子便所

男子便所

談話室

便所

ＥＶ

売店

多目的

ＥＶ

男子便所

更衣室

食品庫

談話室③

談話室②

機械室

談話室① 廊下

ＥＶ

― 33 ―



◯ 課外活動等共用施設の使用について

使用時間

使用可能な時間帯は平日の９時から２１時まで，夜間主の学生については２２時まで。

使用日

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

※土曜日・日曜日・祝祭日の利用は，管理運営責任者（学部長）の許可が必要。

使用できない日

１２月２９日から翌年１月３日まで

職員の夏季一斉休業等により正門等を閉鎖している期間

その他，学校行事等により使用できない日（掲示等により通知）
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【3 階］

[2 階】

【1 階】

     片淵地区課外活動共用施設

ベラ ンダ
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�
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N

i常
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⤒῭Ꮫ㒊のᑵ⫋ᨭ᥼➼࡚࠸ࡘ࡟

��� 年を㉸えるఏ⤫を㄂る㛗ᓮ大学⤒῭学㒊の卒業生は，ᐇ業⏺，ᐁබᗇ，ᩍ⫱⏺な࡝

ከ様なศ㔝で活㌍しています。 

⤒῭学㒊では，⊂自に以下の就職ᨭ᥼を行っています。 

（㸯）ᑵ⫋┦ㄯᐊのタ⨨

ᮏ㤋㸯㹄の就職┦ㄯᐊでは，就職┦ㄯのほか，求人᝟ሗࡸ企業ࣃンࢵࣞࣇト等、就職

㛵㐃㈨料の㜀ぴができますので，Ẽ㍍に利用してください。 

㸨利用᫬㛫 ᖹ᪥ 9 ᫬㹼21 ᫬ (㛗ᮇఇ業ᮇ㛫は 17 ᫬まで ) 

（ϸ）࢟ࣕリア┦ㄯ（就職┦ㄯ）にࡘいて

⤒῭学㒊では，࢟ࣕリアࢭンࢱー（文ᩍ࢟ࣕンࣃス）の஦業として，࢟ࣕリア࢝

࢘ンࣛࢭーによる࢟ࣕリア┦ㄯを行っています。エントリーࢩートのῧ๐，㠃᥋ᑐ

⟇等の具య的な就職ᨭ᥼のほか，就職におࡅるᝎみ┦ㄯ等も㐺ᐅ受ࡅ௜ࡅています

ので，ᅔった᫬はẼ㍍に┦ㄯしてください。

࢟ࣕリア┦ㄯにࡘいて（㛗ᓮ大学࢟ࣕリアࢭンࢱーHP）Ў

https://www.career.nagasaki-u.ac.jp/student/consultation/

でண⣙（スࣃ文ᩍ࢟ࣕン）ーࢱンࢭㄯ申込᪉ἲ㸸「NU-Web」又は࢟ࣕリア┦ی

の௚，⤒῭学㒊のྠ窓఍⤌⧊である「බ┈♫ᅋἲ人ࡑ ⎟ᯘ఍」が OB࣭OG ゼ問

の᩷᪕等を行っています。

問い合わせ㸸095-821-4567（∦ῡ࢟ࣕンࣃス ⎟ᯘ఍஦務ᒁ）

（Ϲ）企業等からの求人᝟ሗ等の提౪にࡘいて

企業等からの求人᝟ሗ等にࡘいては，࢟ࣕリアᨭ᥼サービス「求人᳨⣴ 1$9,（࢟

ࣕリࢱス 8&）」と，ᮏ㤋㸯㹄の就職┦ㄯᐊ࢖ࡸン࣓࢛ࣇーࣙࢩンコーࢼーにて㝶᫬

᝟ሗ提౪を行っていますので，᝟ሗ཰㞟活動に大いに活用してください。 

ồே᳨⣴ࠕ◆ ࠖ（㹓㹁ࢫࢱࣜࣕ࢟）,1$9 ࡚࠸ࡘ࡟ồே⚊のබ㛤ࡿࡼ࡟

࢟ࣕリアࢭンࢱー（文ᩍ࢟ࣕンࣃス）にᒆく企業からの求人

は，ཎ๎として「求人᳨⣴ 1$9,（࢟ࣕリࢱス 8&）」ୖでබ開さ

な᳨⣴ࠎます。ᮏ学に≉໬した求人票のみをᢳ出する等，様ࢀ

が可能なので，活用してください。 

（㒑㏦でᒆいたものは，࢟ࣕリアࢭンࢱー内で㜀ぴできます。） 

◆⤒῭Ꮫ㒊࡟┤᥋ᒆࡃồே᝟ሗのᥦ౪࡚࠸ࡘ࡟

㝶᫬，ᥖ♧ᯈࡸ就職┦ㄯᐊにてබ開しています。

求人票のコࣆー等が必要な場合は，就職㛵㐃ᢸᙜ職ဨ（学務係在ᖍ）にኌをか

 。てくださいࡅ
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（㸰）ᑵ⫋࢞ࢫࣥࢲ࢖ཬ࣮ࢼ࣑ࢭࡧ➼の㛤ദ

⤒῭学㒊では，ᮏ学࢟ࣕリアࢭンࢱーཬࡧእ㒊企業等との㐃ᦠのもと，年㛫を㏻ࡌて

様ࠎな就職࢞ࢲ࢖ンスཬࢼ࣑ࢭࡧー等をᐇ᪋しています。✚ᴟ的にཧຍし，就職活動を

行ううえでのཧ⪃にしてください。 

年㛫スࣗࢪࢣーࣝにࡘいては，NU-Web 。ᥖ♧ᯈにてお▱らせしますࡸ

なお，㐣ཤにᐇ᪋した࢞ࢲ࢖ンス等のᐇ例は以下のとおりです。 

◆⮬ᕫศᯒ㸪業⏺࣭௻業◊✲࡚࠸ࡘ࡟

就職活動を行ううえで≉に㔜要となる「自ᕫศᯒ」「業⏺࣭企業◊✲」の᪉ἲ等に

ーࣕࢳࢡいてࣞࡘ

◆ᑵ⫋ヨ㦂ᑐ⟇࣮ࢼ࣑ࢭ

「自ᕫศᯒ」「エントリーࢩート」「㠃᥋」「ࣝࢢー࢕ࢹࣉス࢝ࣙࢩࢵン」等のࢸー

࣐にᇶ࡙き，ᩘᅇにΏりᐇ㊶的なࢼ࣑ࢭーをᐇ᪋

◆ᑵ⫋ࣅࢼ㸪ྜྠㄝ明఍のά⏝᪉ἲ➼

求人᝟ሗの཰㞟にḞかすことのできない大ᡭ㸰♫のࢼビࢩスࡸ࣒ࢸ，ྛᆅで開ദさ

ーࣕࢳࢡる合ྠㄝ明఍に㛵する活用᪉ἲ等をࣞࢀ

◆බົဨᑵ⫋࢞ࢫࣥࢲ࢖

බ務ဨヨ㦂のしくみࡸຮᙉ᪉ἲ等のࣞࣕࢳࢡーのほか，ᐇ㊶的なබ務ဨヨ㦂ᑐ⟇等

をᐇ᪋

（㸱）ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖の᝟ሗᥦ౪ཬࡧᐇ᪋

⤒῭学㒊では，学እからの࢖ンࢱーンࣉࢵࢩの᝟ሗ提౪ࡸ前ᮇ㞟中ㅮ⩏として自⏤㑅

ᢥ⛉┠「࢖ンࢱーンࣉࢵࢩ」を開ㅮしています。 

ᥖ♧ࡸ 18�:HE 等にてお▱らせしますので␃ពください。 

（㸲）ᑵ⫋㛵ಀㄪᰝ➼のᐇ᪋

⤒῭学㒊では，学生の就職活動のᐇែ等をㄪᰝし，就職ᨭ᥼యไの඘ᐇにྥࡅたᇶ♏

㈨料とするほか，ປാᒁࡸ文⛉┬等ྛ✀機㛵がᐇ᪋する⤫ィㄪᰝのたࡵのᇶ♏㈨料とし

て活用しています。 

◆㐍㊰Ỵᐃ≧ἣㄪᰝ

最終学年をᑐ㇟に，卒業ᚋの㐍㊰Ỵᐃ≧ἣをㄪᰝします。卒業年次の学生の内ᐃ⋡

はᴟࡵて㔜要なࢹーࢱとしてὀ┠さࢀており，学㒊㐠Ⴀୖも㔜要なㄪᰝですので，඲

ဨ必ࡎᅇ⟅の必要があります。 

ㄪᰝの内ᐜࡸ᪉ἲは，㐺ᐅ 18�:HE なࢀ㐃⤡をしますので，₃ࡸ▱ーࣝ等で㏻࣓ࡸ

くᑐᛂください。 
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（５）その他

就職活動において，一般的に以下の書類の提出が必要となりますが，企業等によって

異なりますので，詳細は求人票等で必要な書類を確認のうえ，不備のないように準備を

してください。 

◆履歴書

一般的な様式は，文具店等のほか，大学生協でも履歴書用紙を販売しています。

◆成績証明書

学務係前に設置の自動証明書発行機で発行できます。

なお、厳封が必要な場合は窓口へ申し出てください。

◆卒業見込証明書

学務係前に設置の自動証明書発行機で発行できます。

ただし，4 年次の 4 月から（最終学年になってから）発行開始となります。3 年次

までは「在籍証明書」の発行が可能です。企業等へのエントリーの際は，「在籍証

明書」で代用が可能か，又は 4 年次の 4 月まで「卒業見込証明書」の提出を待って

もらうことが可能か，問い合わせる必要があります。

◆健康診断書

学務係前に設置の自動証明書発行機で発行できます。

例年 5 月中旬頃から発行可能となります。ただし，学内での健康診断を受診した者

のみです。

※成績証明書，卒業見込み証明書，健康診断書は，「証明書発行サービス」を利用

してコンビニエンスストアで発行することもできます（有料）。
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学生の⾲ᙲにࡘいて

㛗ᓮ大学学生⾲ᙲつ⛬では，学㛗㈹のᑐ㇟として「⾲ᙲは，次のྛྕの一にヱᙜするものをᑐ㇟に行う。」と

なっています。 

(1) 卒業又はಟ஢᫬において，≉にඃ⚽な成績をಟࡵたと認ࡵらࢀる学生

(2) 学⾡◊✲活動において，ᅜ際的ⱝしくは඲ᅜ的つᶍの学఍から㈹を受ࡅた場合，♫఍的に㧗いホ౯を受

 る学生又は学生ᅋయࢀらࡵたと認ࡆ㢧ⴭな業績をᣲ，࡝た場合なࡅ

(�) ㄢእ活動において，ᅜ際的つᶍの➇ᢏ఍，ᒎぴ఍，බ₇఍等(以下「➇ᢏ఍等」という。)に出場，出

ᒎⱝしくは出₇(以下「出場等」という。)した場合，඲ᅜ的つᶍの➇ᢏ఍等に出場等をし，➨ � ఩まで

にධ㈹(こࢀに┦ᙜする㈹をྵࡴ。)した場合，஑ᕞᆅ༊ⱝしくは஑ᕞᆅ༊をྵࡴ」ᩘのᆅ༊が合ྠで行

う➇ᢏ఍等に出場等をし，ඃ຾(こࢀに┦ᙜする㈹をྵࡴ。)した場合な࡝，ඃ⚽な成績をᣲࡆたと認ࡵ

らࢀる学生又は学生ᅋయ

(4) ࣎ࣛン࢕ࢸア活動等の♫఍活動において，බඹᅋయ等から⾲ᙲ等を受ࡅた学生又は学生ᅋయ

(5) 人࿨ᩆຓ，⅏ᐖᩆຓ等に㈉⊩し，ᮏ学のྡ㄃をⴭしく㧗ࡵたと認ࡵらࢀる学生又は学生ᅋయ

(6) 前ྛྕとྠ等以ୖの⾲ᙲに౯する行Ⅽがあったと認ࡵらࢀる学生又は学生ᅋయ

(7) る学生又は学生ᅋయࢀらࡵの௚学㛗が≉に⾲ᙲに౯する行Ⅽがあったと認ࡑ

なお，⤒῭学㒊学生⾲ᙲ内つも学㒊㛗㈹のᑐ㇟として，こࢀに準ࡌてᐃࡵらࢀています。

ヱᙜするような場合には，申ㄳ様式等もありますので学務係へ┦ㄯしてください。 

㛗ᓮ大学⤒῭学㒊学生⾲ᙲ内つでは，学㒊㛗㈹のᑐ㇟として「⾲ᙲは，次のྛྕの一にヱᙜするものをᑐ

㇟に行う。」となっています。 

(1) 卒業᫬において，≉にඃ⚽な成績をಟࡵたと認ࡵらࢀる学生

(2) 学⾡◊✲活動において，ᅜ際的ⱝしくは඲ᅜ的つᶍの学఍から㈹を受ࡅた場合，♫఍的に㧗いホ౯を受

 る学生又は学生ᅋయࢀらࡵたと認ࡆ㢧ⴭな業績をᣲ，࡝た場合なࡅ

(�) 7O(,&，7O()/ 等እᅜㄒ能ຊヨ㦂において≉にඃ⚽な成績をಟࡵたと認ࡵらࢀる学生

(4) ㄢእ活動において，ᅜ際的つᶍの➇ᢏ఍，ᒎぴ఍，බ₇఍等（以下「➇ᢏ఍等」という。）に出場，

出ᒎⱝしくは出₇（以下「出場等」という。）した場合，඲ᅜ的つᶍの➇ᢏ఍等に出場等をし，➨㸱఩まで

にධ㈹（こࢀに┦ᙜする㈹をྵࡴ。）した場合，஑ᕞᆅ༊ⱝしくは஑ᕞᆅ༊をྵࡴ」ᩘのᆅ༊が合ྠで行う

➇ᢏ఍等に出場等をし，ඃ຾（こࢀに┦ᙜする㈹をྵࡴ。）した場合な࡝，ඃ⚽な成績をᣲࡆたと認ࡵらࢀ

る学生又は学生ᅋయ 

(5) ࣎ࣛン࢕ࢸア活動等の♫఍活動において，බඹᅋయから⾲ᙲを受ࡅた学生又は学生ᅋయ

(6) 人࿨ᩆຓ，⅏ᐖᩆຓ等に㈉⊩し，ᮏ学㒊のྡ㄃をⴭしく㧗ࡵたと認ࡵらࢀる学生又は学生ᅋయ

(7) る学生又は学生ᅋయࢀらࡵの௚⾲ᙲに౯する行Ⅽがあったと認ࡑ
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学務係がྲྀりᢅう業務にࡘいて

㸯㸬ᩍົ㛵ಀ

օ ᤵ業ィ⏬ཬࡧᤵ業᫬㛫๭に㛵すること。

ֆ ᐃᮇヨ㦂，㏣ヨ㦂等に㛵すること。

և 学業成績⾲の⟶⌮に㛵すること。

ֈ 学生౽ぴ，ࣂࣛࢩス，₇⩦ᣦ㔪等のస成に㛵すること。

։ 学生の㌟ศ異動（ఇ学，᚟学，㏥学，卒業等）に㛵すること。

֊ ᩍᐊཬࡧᩍ具に㛵すること。

֋ ₇⩦ཬࡧ卒業ㄽ文に㛵すること。

֌ ᩍ職ㄢ⛬に㛵すること。

֍ ㅖ証明書類（成績，卒業，在学等）の஺௜に㛵すること。

֎ 大学㝔等㐍学に㛵すること。

֏ 。の௚ᩍ務に㛵することࡑ

㸰㸬ཌ⏕⿵ᑟ㛵ಀ

օ 学生┦ㄯに㛵すること。

ֆ 就職に㛵すること。

և ྛ✀ዡ学㔠（᪥ᮏ学生ᨭ᥼機ᵓを㝖く㹿）に㛵すること。

ֈ 学生ᩍ⫱◊✲⅏ᐖಖ㝤に㛵すること。

։ ㏻学証明書に㛵すること。

֊ ㄢእ活動᪋設，ཌ生᪋設に㛵すること。

֋ 自動㌴等ධᵓチ可証に㛵すること。

֌ 。の௚学生のཌ生ᣦᑟに㛵することࡑ

㸱㸬Ꮫ⏕࡬の㏻▱୪࡟ࡧ㐃⤡࡚࠸ࡘ࡟

  学生への㏻▱୪ࡧに㐃⤡は，ᥖ♧ᯈࡸ㟁Ꮚ࣓ーࣝ（大学が㓄ᕸする EE 学生␒ྕ

#PV�QDJDVDNL�X�DF�MS）、18�:HE ᥖ♧ᯈ、/$&6 内での㐃⤡機能等を㏻ࡌて行います。㸯᪥㸯ᗘは必

いては，᪤に࿘▱したものとしてฎ⌮しまࡘう。なお，ᥖ♧した஦㡯にࡻᥖ♧ᯈ等を確認しましࡎ

す。ᥖ♧を見なかったたࡵに㔜大な⤖ᯝになっても大学は一ษ㈐௵を㈇うことはできませࢇ。 
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㸲㸬ㅖᡭ⥆࡚࠸ࡘ࡟ࡁ

学務係でྲྀりᢅう㢪出，ᒆ出は次のとおりです。 

㸯㸬履ಟ㛵係 

✀ 類 提  出  ᮇ  㝈 ὀ  ព  ஦  㡯 

履 ಟ Ⓩ 㘓 
ᤵ業開始ᚋᡤᐃのᮇ᪥まで 

�㞟中ㅮ⩏にࡘいてはู㏵ᣦ♧する� 
前ᮇཬࡧᚋᮇྛ学ᮇの始ࡵ 

₇⩦ເ㞟申込書 ₇⩦ᣦ㔪にグ㍕のᡤᐃのᮇ᪥まで �₇⩦ᣦ㔪をཧ↷� 

卒業ㄽ文提出票 卒業ㄽ文提出ᮇ㝈まで 学務係へ提出 

㏣ ヨ 㦂 㢪 ㏣ヨ㦂開始の㸰᪥前まで 学務係へ提出（証明書等のῧ௜が必要） 

Ḟ ᖍ ᒆ ⌮⏤発生ᚋ㸰㐌㛫以内 学務係へ提出（証明書等のῧ௜が必要） 

㛗ᮇ履ಟ申ㄳ書 
前ᮇからの㐺用㸸�月ᮎ 

ᚋᮇからの㐺用㸸�月ᮎ 

学務係へ提出 

ᮇ㛫ᘏ㛗はできない 

㛗ᮇ履ಟᮇ㛫▷⦰

申ㄳ書 

前ᮇからの㐺用㸸┤前の �月ᮎ 

ᚋᮇからの㐺用㸸┤前の �月ᮎ 

ᮇ㛫▷⦰（ྲྀᾘをྵࡴ）は �ᗘに㝈る 

஦前ᡭ⥆きとなるたࡵὀពすること 

㸰㸬㌟ศ異動㛵係 

✀ 類 提  出  ᮇ  㝈 ὀ  ព  ஦  㡯 

ఇ 学 㢪 ⌮⏤が生ࡌたとき 

ᘬき⥆き㸰ࢣ月以ୖಟ学を中Ṇしようとするとき，

具య的な⌮⏤をῧえて提出すること 

⑓Ẽのときは་ᖌの診断書をῧ௜すること 

㏥ 学 㢪 ⌮⏤が生ࡌたとき 具య的な⌮⏤をῧえて提出すること 

᚟  学  㢪 
ఇ学ᮇ㛫の‶஢ཬࡧఇ

学⌮⏤がᾘ⁛したとき 
⑓Ẽでఇ学したときは་ᖌの診断書をῧ௜すること 

෌ ධ 学 㢪 ㏥学ᚋ㸰年以内 

受㦂チ可㢪�௚大学

等へのධ学�⦅ධ学�
出㢪㸰㐌㛫前まで 

㸱㸬ࡑの௚ 

✀ 類 提  出  ᮇ  㝈 ὀ  ព  ஦  㡯 

ఫ ᡤ ᒆ ධ学᫬，ఫᡤኚ᭦᫬ 

大学からの㐃⤡，文書等の㏦௜ඛとなるのでṇ確に

グධ 

ධ学᫬㸸ྛ自ࢹーࢱධຊ 

ኚ᭦᫬㸸学務係に「ఫᡤኚ᭦ᒆ」提出 

ᨵ  ጣ  ᒆ 

⌮⏤が生ࡌたとき 

ᡞ籍ᢒᮏ又はᡞ籍グ㍕஦㡯証明書をῧ௜すること 

ಖ証人ኚ᭦ᒆ 㐃ᖏಖ証人のኚ᭦࣭ఫᡤኚ᭦ 

学生ఫᡤኚ᭦ᒆ 学務係へᒆࡅ出ること 

学生証஺௜㢪 学生ᨭ᥼ࢭンࢱー�文ᩍᆅ༊�へ提出 
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㸲㸬ㅖ証明書㛵係 

✀ 類 提  出  ᮇ  㝈 ὀ ព ஦ 㡯 

在 学 証 明 書 

卒業見込証明書 

健康診断証明書 

成 績 証 明 書 

自動発行機で㝶᫬発行が受ࡅらࢀる 

�ᖹ᪥㸶�㸱㸮㹼㸰㸯�㸮㸮� 

学生証ཬࡧᬯ証␒ྕをධຊ 

証明書発行サービス�有料�の利用も

可 

㏻ 学 証 明 書 
஺௜をᕼᮃする᪥の㸱᪥前までに申し

込ࡴこと 

学務係にある申込書にグධ提出 

受ྲྀࡅり᫬に学生証の࿊♧が必要 

㸳㸬ཌ生⿵ᑟ㛵係（書類の提出ඛにὀព） 

✀ 類 提  出  ᮇ  㝈 ὀ  ព  ஦  㡯 

学生᪑ᐈ㐠㈤๭ᘬ証 
自動発行機で㝶᫬発行が受ࡅらࢀ

る 
発行᪥から㸱か月有ຠ 

ᤵ 業 料 ච 㝖 㢪 

ᤵ業料ᚩ཰⊰ண㢪

（ศ⣡をྵࡴ） 

前ᮇ࣭ᚋᮇࡑの㒔ᗘᥖ♧する 学生ᨭ᥼ࢭンࢱー（文ᩍᆅ༊）へ提出 

ᅋయ設❧㢪 

᪂つ ᪂たにᅋయを設❧したとき 
ᅋయ㈐௵者が㢪い出ること 

学生ᨭ᥼ࢭンࢱー（文ᩍᆅ༊）へ提出 ᭦᪂ 
ᘬき⥆きᅋయを⥅⥆しようとする

とき 

㞟఍࣭᪋設౑用㢪 ࡑの㒔ᗘ 
౑用㈐௵者が㢪い出ること 

学務係へ提出 

ᥖ ♧ ≀ ࡑの㒔ᗘ 学務係へ提出 

ධᵓチ可証஺௜㢪 ᥖ♧によりᣦ♧する 
㛗ᓮ大学∦ῡᆅ༊ᵓ内におࡅる஺㏻つ

ไ要㡿をཧ↷ 

ᾏ እ Ώ ⯟ ᒆ ࡑの㒔ᗘ�᪥ᮏを出発する㸱᪥前まで� ᾏእΏ⯟ࢩス࣒ࢸからධຊ 

ᖐ ᅜ ᒆ の㒔ᗘࡑ （᪥ᮏに฿╔ᚋ㏿ࡸかに） ᾏእΏ⯟ࢩス࣒ࢸからධຊ 

஺ ㏻ ஦ ᨾ ሗ ࿌ ஦ᨾ発生ᚋ┤ࡕに ධ㝔等で提出が㐜ࢀる場合，㟁ヰで௬ሗ࿌ 

㸴㸬就職㛵係 

✀ 類 提  出  ᮇ  㝈 ὀ  ព  ஦  㡯 

㐍㊰Ỵᐃ≧ἣㄪᰝ
㸲年次のྛᡤᐃᮇ᪥まで，

もしくは内ᐃしたとき

就職ணᐃの有↓にかかわらࡎ，඲ဨ必ࡎᅇ⟅の

必要 

ᅇ⟅῭みでもᒆ出内ᐜがኚ᭦の際には，ࡑの㒔

ᗘ᭦᪂すること

᥎  ⸀  ≧ 
஺௜をᕼᮃする᪥の㸳᪥前

までに申し込ࡴこと 

学務係で発行する「人≀⪃ᰝ書（ᮏ人）」，「᥎⸀

≧発行㢪」にグධし，₇⩦ᣦᑟᩍဨに「人≀⪃

ᰝ書（₇⩦ᣦᑟᩍဨ）」のグධをお㢪いのうえ，

こࢀら㸱ࡘの書類を学務係へ提出すること 

※஦前に，「㐍㊰ᕼᮃㄪᰝ」のᅇ⟅が必要
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㝃ᒓᅗ書㤋⤒῭Ꮫ㒊ศ㤋฼⏝᱌ෆ

開㤋᫬㛫 月㹼㔠᭙᪥ ��3�㹼���45 

ただし，ఇ業ᮇ等 ��3�㹼����� 

ᅵ᭙࣭᪥᭙࣭⚃᪥ �����㹼����� 

ఇ㤋᪥ 年ᮎ年始等 

㐃⤡ඛ 7(/  ���5������3���┤㏻�  内⥺ ��3 

)$; ���5������3�3

(�PDLO  HFRQOLE㸾PO�QDJDVDNL�X�DF�MS

㝃ᒓᅗ書㤋࣍ー࣒࣌ーࢪ             KWWS���ZZZ�OE�QDJDVDNL�X�DF�MS� 

㝃ᒓᅗ書㤋⤒῭学㒊ศ㤋࣍ー࣒࣌ーࢪ KWWS���ZZZ�OE�QDJDVDNL�X�DF�MS�HFR� 

    �※OE はえる࣭ࡧー� 

ධ ㏥ 㤋 

ۑ ᅗ書㤋へධる

ධ㤋には学生証が必要です。

学生証をධ㤋ࢤートの࢝ーࢻリーࢲーに᥋ゐさせるとࢤートが開き，ධ㤋できます。

ۑ ᅗ書㤋から出る

「㏥㤋ࢤート」から出てください。

，ートにはᅗ書↓断ᣢ出㜵Ṇ⿦置があります。ᅗ書㤋㈨料の㈚出ᡭ⥆きをしないで㏻㐣するとࢤ

㆙࿌ࢨࣈーが㬆り，ࣂーがࣟࢡࢵさࢀます。（ὀព㸸↓断ᣢࡕ出しは≢⨥行Ⅽです）

ὀ㸸ᦠᖏ㟁ヰ࣭㟁༟な࡝の㟁Ꮚ機ჾ類に཯ᛂし，ࢨࣈーが㬆ることがあります。

ᡭⲴ≀な࡝の確認にࡈ協ຊください。 

㈚ฟ࡜㏉༷ 

ۑ ೉りる᪉ἲ

ᮏを೉りるには，学生証が必要です。࢝࢘ンࢱーᶓのᅗ書自動㈚出⿦置（ࣇࣝࢭ式）が౽利です。

㈚出෉ᩘとᮇ㛫

�� ෉࣭�㐌㛫 ೉りることができます。

※中ኸᅗ書㤋࣭་学ศ㤋のᅗ書も೉りることができます。

※㈚出ᮇ㛫のᘏ㛗は௚の利用者のண⣙がなࡤࢀࡅ，�ᅇまで可能です。

ᘏ㛗ᡭ⥆きは，࢝࢘ンࢱーまたは，ᅗ書㤋࣍ー࣒࣌ーࢪから行うことができます。

※卒業ㄽ文ᇳ➹のたࡵに⤒῭学㒊ศ㤋㈨料に㝈り 3෉�4 㐌㛫の㈚出もできます。

ۑ ㏉༷する᪉ἲ

࢝࢘ンࢱーへ㏉༷してください。㛢㤋中は，ධ口ᶓの㏉༷࣏ストをࡈ利用ください。

中ኸᅗ書㤋࣭་学ศ㤋に㏉༷することもできます。

ὀ㸸㏉༷ᮇ㝈を㐣ࡂると᪂たにᮏを೉りることができなくなります。
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㈨ᩱ࡜タഛ 

ۑ �㝵

࣭㎡書࣭஦඾，年㚷な࡝のཧ⪃ᅗ書

࣭᪂╔ᅗ書

࣭᪂╔㞧ㄅ

࣭᪂⪺

࣭࢝࢘ンࢱー

࣭ࣛーニン࣭ࢢコࣔンࢬ

学⩦ᐊࣉーࣝࢢ࣭

࣭学生用ࢯࣃコン�� ྎ�

࣭↓⥺ /$1

࣭ⶶ書᳨⣴用ࢯࣃコン�� ྎ�

ー機ࣆーව用コࢱリンࣉ࣭

࣭㍍㣗用自動販売機

࣭㛗ᓮ学㈨料ᒎ♧ᐊ

ۑ �㝵

࣭㜀ぴᐊ

࣭学⩦ᅗ書

�࡝スᅗ書࣭࣏ࣞートస成ᨭ᥼ᅗ書࣭࢟ࣕリアᨭ᥼ᅗ書࣭ㄒ学ᅗ書࣭㒓ᅵ㈨料なࣂࣛࢩ�

࣭'9'

࣭᪂╔㞧ㄅ

࣭ⶶ書᳨⣴用ࢯࣃコン（�ྎ）

࣭↓⥺ /$1

࣭㈗㔜書཰ⶶᗜ

ۑ 書ᗜ

࣭3ᒙ㸸ὒᅗ書࣭ᪧ㧗ၟ᫬代のὒᅗ書

࣭�ᒙ㸸ὒ㞧ㄅ࣭ᪧ㧗ၟ᫬代の࿴ᅗ書

࣭�ᒙ㸸࿴ᅗ書࣭࿴㞧ㄅ

ۑ ᆅ下

࣭ከ┠的ᐊ

࣭明἞大ṇ᫛࿴ᮇ᪂⪺ᗜ

㈨ᩱの᥈ࡋ᪉ 

ۑ 書ᯫで᥈す

ᅗ書は୺㢟ู�᪥ᮏ༑㐍ศ類ἲ�で㓄ᯫさࢀています。 

ۑ ࢜ンࣛ࢖ン┠㘓�23$&�で᥈す

ᅗ書㤋の࣍ー࣒࣌ーࢪにある 㛗ᓮ大学ᅗ書㤋 23$& からᮏ学ᡤⶶをㄪ࡭らࢀます。 

ۑ 㟁Ꮚࣕࢪーࣝࢼリンࢡ㞟で᥈す
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ᮏ学から඲文を㜀ぴ可能な⣙ ������  。していますࣉࢵをリストアࣝࢼーࣕࢪトࣝの㟁Ꮚ࢖ࢱ

ۑ 㞟で᥈すࢡースリン࣋ࢱーࢹ

ㄽ文᝟ሗ࣭ⓒ⛉஦඾࣭᪂⪺グ஦な࡝のࢹー࣋ࢱースをリストアࣉࢵしています。 

その他のᅗ書㤋ࢫࣅ࣮ࢧ 

ۑ �窓口┦ㄯ�ンス࣭サービスࣞ࢓ࣇࣞ

࣭学⩦࣭ㄪᰝに必要な᝟ሗを᥈すおᡭఏいをします。

࡝㈨料の᥈し᪉，ཧ⪃ᅗ書の౑い᪉，文⊩のㄪᰝ࣭཰㞟ἲなۼ

ۑ ᅗ書㤋࢞ࢲ࢖ンス

࣭ᅗ書㤋の利用，ᅗ書࣭㞧ㄅの᳨⣴᪉ἲ，᪂⪺グ஦，㟁Ꮚࣕࢪーࢹ，ࣝࢼー࣋ࢱースの利用ㄝ明఍を行

っています。

ۑ ௚大学ᅗ書㤋の利用

࣭学እのᅗ書㤋に文⊩」෗ࡸᅗ書の೉用౫㢗ができます�有料�

࣭௚大学ᅗ書㤋を利用する場合は，⤂௓≧を発行します。

ۑ コンの利用ࢯࣃ

࣭学生用ࢯࣃコン�㛗大 ,' が必要�とⶶ書᳨⣴用ࢯࣃコンが利用できます。

࣭↓⥺ /$1 サービス�㛗大 :L�)L�が㤋内඲ᇦで利用可能です。

࣭ス࢟ࣕࢼは࢝࢘ンࢱーでお㈚しします。（㤋内利用）

,࣭&7 ࢝࢘ンࢱー�Ỉ㸸�3㹼�� ᫬�㔠㸸�3㹼�� ᫬�ではࢯࣃコンに㛵するྛ✀㉁問࣭ ┦ㄯを受௜ࡅています。

ۑ コࣆー機の利用

࣭�㝵にࣉリンࢱーව用のコࣆー機があります。

࣭ᅗ書㤋の㈨料は，ⴭసᶒἲの⠊ᅖ内でコࣆーできます。ὀព஦㡯をᏲって利用しましࡻう�有料）

࣭ⓑ㯮 �ᯛ �� ෇�࢝ࣛー4� ෇

ۑ 学⩦ᐊの利用ࣉーࣝࢢ

࣭�㝵に 3ྡ㹼�� ྡ⛬ᗘのࣝࢢーࣉで学⩦できる㒊ᒇがあります。

。利用くださいࡈンの場としてࣙࢩࢵス࢝࢕ࢹຮᙉ఍࣭ࡸ࣑ࢮ࣭

࣭備௜の大ᆺࣔニࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉࡸࢱーでࢯࣃコンの⏬㠃をᢞᙳ出ຊすることができます。

。ーでお㈚ししますࢱーは࢝࢘ンࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ۑ ㈗㔜㈨料ᒎ♧

࣭ᅗ書㤋の࣍ー࣒࣌ーࢪから㟁Ꮚ໬さࢀた㈗㔜㈨料を見ることができます。

࣭⤒῭学㒊ศ㤋のᒎ♧ᐊには，⤒῭学㒊の前㌟である㛗ᓮ㧗等ၟ業学ᰯのṊ⸨㛗ⶶ༤ኈᪧⶶの㈨料な࡝

をᒎ♧しています。見学ᕼᮃの᪉は஦前にお申込ください。

۔ ᅗ書㤋でᏲってもらいたいこと
う㸟ࡻ㤋内では㟼かにしましۑ

㤋内でのᦠᖏ㟁ヰは⚗Ṇです㸟ۑ

㤋内での㣧㣗はᡤᐃの場ᡤで㸟ۑ
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⛬㛗ᓮ大学⤒῭学㒊つۑ

ᖹ成㸯㸴年㸲月㸯᪥ 

⤒῭学㒊つ⛬➨㸯ྕ 

（㊃᪨） 

➨㸯᮲ このつ⛬は，㛗ᓮ大学学๎（ᖹ成㸯㸴年学๎➨㸯ྕ。以下「学๎」という。）に

ᐃࡵるもののほか，⤒῭学㒊（以下「ᮏ学㒊」という。）のᩍ⫱に㛵し必要な஦㡯をᐃ

 。るものとするࡵ

（ᩍ⫱┠的） 

➨㸰᮲ ᮏ学㒊は，大学ᩍ⫱におࡅるᇶᮏ的ᩍ㣴とᑓ㛛のᇶ┙となるᖜᗈい▱㆑をಟᚓさ

せるとともに，⤒῭学に㛵する㧗ᗘのᑓ㛛的▱㆑をಟᚓさせ，もって」㞧໬，ከ様໬ཬ

 。㧗ᗘ໬する⤒῭♫఍にᑐᛂすることのできる人ᮦを⫱成することを┠的とするࡧ

（ᩍ⫱ㄢ⛬） 

➨㸱᮲ ᮏ学㒊のᩍ⫱ㄢ⛬は，ᩍ㣴ᩍ⫱に㛵するᤵ業⛉┠（以下「ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠」という。）

ཬࡧᑓ㛛ᩍ⫱に㛵するᤵ業⛉┠（以下「ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠」という。）を有機的に⤌み合わ

せて，య⣔的に⦅成する。 

（履ಟするコースཬࡧ㡿ᇦ） 

➨㸲᮲ ⥲合⤒῭学⛉に，次のコースを設ࡅる。 

⤒῭コース 

⤒Ⴀコース 

㸰 ⥲合⤒῭学⛉に，次の㡿ᇦを設ࡅる。 

ᅜ際ビࢿࢪス㡿ᇦ 

ᆅᇦ࢖ࢨࢹン㡿ᇦ 

♫఍࣋ࣀ࢖ーࣙࢩン㡿ᇦ 

（コースཬࡧ㡿ᇦのỴᐃ）

➨㸳᮲ 学生は，➨㸰年次前ᮇからコースཬࡧ㡿ᇦにᡤᒓするものとし，コースཬࡧ㡿ᇦ

のỴᐃは➨㸯年次ᚋᮇᮎまでに行うものとする。 

㸰 学生は，前㡯のつᐃによりコースཬࡧ㡿ᇦがỴᐃさࢀた場合でいࢀࡎかのコースཬࡧ

㡿ᇦにḞဨがあるときは，コースཬࡧ㡿ᇦにᡤᒓする前の➨㸯年次ᚋᮇのᡤᐃのᮇ㛫に

おいてコースཬࡧ㡿ᇦのኚ᭦を㢪い出ることができる。 

㸱 コースཬࡧ㡿ᇦにᡤᒓしたᚋのኚ᭦は，こࢀを認ࡵない。

㸲 前㸱㡯にᐃࡵるもののほか，コースཬࡧ㡿ᇦのỴᐃにࡘいて必要な஦㡯は，ูにᐃࡵ

る。 

（最పಟᚓ༢఩ᩘ） 

➨㸴᮲ 卒業に必要なᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠ཬࡧᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の最పಟᚓ༢఩ᩘは，ู⾲➨㸯のと

おりとする。 

（ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠の履ಟ᪉ἲ等） 

➨㸵᮲ ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠の༊ศ，ྡ⛠，༢఩ᩘ，履ಟ᪉ἲ等にࡘいては，㛗ᓮ大学ᩍ㣴ᩍ⫱

履ಟつ⛬（ᖹ成㸰㸲年つ⛬➨㸰ྕ）のᐃࡵるとこࢁによる。 

（ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の༊ศ等） 

➨㸶᮲ ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の༊ศཬࡧ内ᐜは，次のとおりとする。 

学㒊ᑟධ⛉┠ ᑓ㛛ᩍ⫱へのᑟධを行うᤵ業⛉┠ 

学㒊ඹ㏻⛉┠ 学㒊におࡅるᑓ㛛ᩍ⫱のᇶ♏となるᤵ業⛉┠ 

コース⛉┠ ྛコースにおࡅるᑓ㛛▱㆑をయ⣔的に学ࡪたࡵのᤵ業⛉┠
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㡿ᇦ⛉┠ ྛ㡿ᇦにおいてᑓ㛛▱㆑をᛂ用࣭ᐇ㊶するたࡵのᤵ業⛉┠ 

₇⩦⛉┠ 問㢟発見とゎỴのࢭࣟࣉスを㏻ࡌて，ᛮ⪃能ຊをᾰ㣴するᤵ業⛉┠ 

自⏤ᑓ㛛⛉┠ コースཬࡧ㡿ᇦの⛉┠とともに⥲合的な学ಟに㈨するᤵ業⛉┠ 

（履ಟ᪉ἲ等） 

➨㸷᮲ ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠のྡ⛠，༢఩ᩘཬࡧᶆ準履ಟ年次は，ู⾲➨㸰のとおりとする。 

㸰 前㡯のつᐃにかかわらࡎ，自⏤ᑓ㛛⛉┠のᤵ業⛉┠にࡘいては，学年の始ࡵに࿌♧す

る。 

㸱 前㸰㡯にᐃࡵるもののほか，学㒊㛗が必要と認ࡵたときは，ᩍᤵ఍においてᑂ㆟し，

⮫᫬にᤵ業⛉┠を開設することがある。 

（㸯༢఩ᙜたりのᤵ業᫬㛫） 

➨㸯㸮᮲ ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の㸯༢఩ᙜたりのᤵ業᫬㛫は，次のᇶ準によるものとする。 

��� ㅮ⩏ཬ₇ࡧ⩦にࡘいては㸯㸳᫬㛫

��� ᐇ⩦にࡘいては㸱㸮᫬㛫

㸰 ➨㸯㸶᮲につᐃする≉ูᣦᐃ⛉┠の㸯༢఩ᙜたりのᤵ業᫬㛫は，次のᇶ準によるもの

とする。 

��� ㅮ⩏ཬ₇ࡧ⩦にࡘいては㸯㸳᫬㛫

��� ᐇ⩦にࡘいては㸲㸳᫬㛫

（履ಟ⛉┠のⓏ㘓） 

➨㸯㸯᮲ 学生は，ᡤᐃのᮇ᪥までに，履ಟしようとするᤵ業⛉┠をⓏ㘓しなࡤࢀࡅなら

ない。 

（履ಟ⛉┠のⓏ㘓のୖ㝈） 

➨㸯㸰᮲ 学生が履ಟ⛉┠としてⓏ㘓することのできる༢఩ᩘのୖ㝈（以下「ୖ㝈༢఩ᩘ」

という。）は，㸯学年ᙜたり，ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠ཬࡧᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠を合わせて㸲㸶༢఩まで

とする。 

㸰 前㡯のつᐃにかかわらࡎ，➨㸷᮲➨㸱㡯，ู⾲➨㸰ཬูࡧ⾲➨㸱につᐃするᤵ業⛉┠

において≉にᣦᐃするᤵ業⛉┠にࡘいては，ୖ㝈༢఩ᩘには⟬ධしない。 

（⪃ᰝཬࡧ༢఩の認ᐃ） 

➨㸯㸱᮲ ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の༢఩の認ᐃは，⪃ᰝの⤖ᯝにᇶ࡙き行う。 

㸰 前㡯の⪃ᰝは，ཎ๎としてヨ㦂により行う。ただし，卒◊࣑ࢮにあっては，卒業ㄽ文

により行う。 

㸱 ➨㸯㡯の⪃ᰝは，ཎ๎として学ᮇᮎ又はᙜヱ学ᮇを前༙ཬࡧᚋ༙にศࡅたᮇ㛫のᮎに

ᮇ᪥をᐃࡵて行う。ただし，ᅜ際ビࢿࢪス㡿ᇦ₇⩦，ᆅᇦ࢖ࢨࢹン㡿ᇦ₇⩦ཬࡧ♫఍࢖

にあってはูにᮇ࣑ࢮ◊にあっては学年ᮎに，卒࣑ࢮにᑓ㛛ࡧン㡿ᇦ₇⩦୪ࣙࢩー࣋ࣀ

᪥をᐃࡵて行う。 

（㏣ヨ㦂ཬࡧ෌ヨ㦂） 

➨㸯㸲᮲ ⑓Ẽࡑの௚ࡴࡸをᚓない⌮⏤によりᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠（₇⩦⛉┠を㝖く。）のヨ㦂

を受ࡅることができない，又は受ࡅることができなかった者にᑐしては，㏣ヨ㦂を行う

ことがある。 

㸰 前㡯の㏣ヨ㦂を受ࡅようとする者は，㏣ヨ㦂ᮇ㛫開始᪥の㸰᪥前までに，་ᖌの診断

書又は証明書等をῧえて㏣ヨ㦂㢪を提出し，学㒊㛗のチ可を受ࡅなࡤࢀࡅならない。 

㸱 ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の෌ヨ㦂は，行わない。 

（成績ホ౯） 

➨㸯㸳᮲ 成績ホ౯のᇶ準ཬࡧホㄒにࡘいては，次のとおりとする。 
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ุᐃ 成績ホ౯ ホㄒ 成績ホ౯ᇶ準 

合᱁ 㸯㸮㸮㹼㸷㸮Ⅼ $$ $以ୖにඃࢀている 

㸶㸷㹼㸶㸮Ⅼ $ ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆ以ୖに㧗ᗘな内ᐜを㌟に

௜ࡅており，ᤵ業で㌟に௜ࡅる࡭き内ᐜを༑ศ

に⩦ᚓしている 

㸵㸷㹼㸵㸮Ⅼ % &以ୖにඃࢀているが$に‶たない場合 

㸴㸷㹼㸴㸮Ⅼ & ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆを‶たしており，ᤵ業で㌟

に௜ࡅる࡭き最ప㝈の内ᐜを⩦ᚓしている 

不合᱁ 㸳㸷Ⅼ以下 ' ᤵ業⛉┠の฿㐩┠ᶆを‶たしていない 

㸰 成績ホ౯の⤖ᯝは，学務᝟ሗࢩス࣒ࢸ（18̿:HEࢩス࣒ࢸをいう。）により，ᮏ人に㏻

▱する。 

（ᑓ㛛࣑ࢮཬࡧ卒◊࣑ࢮの履ಟ᪉ἲཬࡧ履ಟ要௳） 

➨㸯㸴᮲ ᑓ㛛࣑ࢮཬࡧ卒◊࣑ࢮは，ཎ๎としてྠ一ᩍဨのᣦᑟの下に履ಟしなࡤࢀࡅな

らない。 

㸰 ᑓ㛛࣑ࢮを履ಟするたࡵには，次にᥖࡆる༢఩ᩘをಟᚓしていなࡤࢀࡅならない。 

��� ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠のಟᚓ༢఩ᩘが㸰㸮༢఩以ୖ（እᅜㄒ⛉┠㸱༢఩以ୖをྵࡴ。）

��� ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠のಟᚓ༢఩ᩘが㸰㸴༢఩以ୖ

㸱 卒◊࣑ࢮを履ಟするたࡵには，ᑓ㛛࣑ࢮの༢఩をಟᚓしていなࡤࢀࡅならない。 

㸲 ➨㸯㡯から➨㸱㡯までのつᐃにかかわらࡎ，➨㸯㸷᮲➨㸰㡯につᐃする᪩ᮇ卒業をᕼ

ᮃする者にࡘいては，ูにᐃࡵるとこࢁによる。 

（௚学㒊等におࡅるᤵ業⛉┠の履ಟ等によるᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の༢఩の認ᐃ等） 

➨㸯㸵᮲ 学๎➨㸱㸳᮲から➨㸱㸶᮲までにつᐃする௚学㒊におࡅるᤵ業⛉┠の履ಟ，௚

の大学又は▷ᮇ大学におࡅるᤵ業⛉┠の履ಟ，大学以እのᩍ⫱᪋設等におࡅる学ಟཬࡧ

ධ学前の᪤ಟᚓ༢఩の認ᐃにより，ᮏ学㒊においてಟᚓしたものとみなし，又は୚えら

ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の༢఩として認ᐃできる༢఩ᩘは，合わせて㸱㸮༢఩以，ࡕた༢఩のうࢀ

内とする。 

㸰 前㡯につᐃする௚学㒊等におࡅるᤵ業⛉┠の履ಟ等に係る学生の履ಟᡭ⥆，ࡑの༢఩

の認ᐃᡭ⥆等に㛵し必要な஦㡯は，ูにᐃࡵる。 

（ᩍဨのචチ≧をྲྀᚓしようとする学生の履ಟ᪉ἲ） 

➨㸯㸶᮲ 学๎ู⾲➨㸰につᐃするၟ業に係るᩍဨのචチ≧をྲྀᚓしようとする学生（以

下「ᩍဨචチ≧ྲྀᚓᕼᮃ学生」という。）は，卒業に必要な༢఩のほか，次にᥖࡆる༢

఩をಟᚓしなࡤࢀࡅならない。この場合において，➨㸯ྕにᥖࡆるᤵ業⛉┠のうࡕ᪥ᮏ

ᅜ᠇ἲの༢఩にࡘいてはᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠の最పಟᚓ༢఩ᩘに，➨㸰ྕにᥖࡆるᤵ業⛉┠の

༢఩にࡘいてはᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の最పಟᚓ༢఩ᩘにྵࡵることができる。 

��� ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠の᪥ᮏᅜ᠇ἲཬࡧス࣏ー₇ࢶ⩦ 㸱༢఩

��� ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠のⱥㄒビࢿࢪスコ࣑ࣗニࢣーࣙࢩンϨ 㸰༢఩

�3� ู⾲➨㸱の≉ูᣦᐃ⛉┠ 㸱㸯༢఩

（༞業ཬࡧ学఩）�

➨１９᮲� ᮏ学部に㸲年௨ୖᅾ学し，ู⾲➨１にᐃࡵる᭱పಟᚓ༢఩ᩘをಟᚓしࡓ者にᑐ

しては，༞業をㄆᐃし，学ኈ（⤒῭学）の学఩をᤵ୚ࡍる。�

２� ๓㡯のつᐃにかかࢃらࡎ，ᮏ学部に３年௨ୖᅾ学しࡓ者が，ḟのྛྕに掲ࡆる࡭ࡍて
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の要௳にヱᙜした場合には，ࡑの卒業（以下「᪩ᮇ卒業」という。）を認ᐃし，学ኈ（⤒

῭学）の学఩をᤵ୚する。 

��� ᮏ人が᪩ᮇ卒業をᕼᮃしていること。

��� ู⾲➨㸯にᐃࡵる最పಟᚓ༢఩ᩘをಟᚓしていること。

�3� ➨㸯㸳᮲➨㸯㡯にᐃࡵる成績ホ౯にᇶ࡙く次のィ⟬᪉式によるࣞࢢー࢖࣏࣭ࢻン

ト࣭ア࣋ࣞーࢪ�3*$�が㸱㸬㸳㸮以ୖであること。

*3$㸻（ホ౯$$の༢఩ᩘ�㸲㸩ホ౯$の༢఩ᩘ�㸱㸩ホ౯%の༢఩ᩘ�㸰㸩ホ౯&の༢఩

ᩘ�㸯㸩ホ౯'（ኻ᱁ཬࡧḞᖍをྵࡴ。）の༢఩ᩘ�㸮）㸭履ಟⓏ㘓༢఩⥲ᩘ 

ただし，ホㄒが認，合又はྰの⛉┠は，履ಟⓏ㘓༢఩⥲ᩘにはྵ3$*，ࡎࡵに㸮㸬㸮㸯

ᮍ‶の➃ᩘが生ࡌた場合は，こࢀをᅄᤞ஬ධするものとする。 

㸱 前㡯にᐃࡵるもののほか，᪩ᮇ卒業の認ᐃに㛵し必要な஦㡯は，ูにᐃࡵる。 

（⦅ධ学） 

➨㸰㸮᮲ ⦅ධ学に㛵し必要な஦㡯は，ูにᐃࡵる。 

（㛗ᮇ履ಟ） 

➨㸰㸯᮲ 学๎➨㸱㸷᮲のつᐃにより，学生がಟ業年㝈を㉸えて一ᐃᮇ㛫にわたりィ⏬的

に履ಟすること（以下「㛗ᮇ履ಟ」という。）をᕼᮃする場合には，こࢀを認ࡵること

がある。 

㸰 㛗ᮇ履ಟに㛵し必要な஦㡯は，ูにᐃࡵる。 

（⿵๎） 

➨㸰㸰᮲ このつ⛬のᐇ᪋に㛵して必要な஦㡯は，ูにᐃࡵる。 

㝃 ๎ 

㸯 このつ⛬は，ᖹ成㸯㸴年㸲月㸯᪥から᪋行する。 

㸰 ᖹ成㸯㸴年㸱月㸱㸯᪥⌧在ᮏ学㒊に在学している者（以下この㡯において「在学者」

という。）ཬࡧᖹ成㸯㸴年㸲月㸯᪥以ᚋにおいて在学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学

又は෌ධ学する者にࡘいては，ᪧ㛗ᓮ大学⤒῭学㒊つ⛬は，このつ⛬の᪋行ᚋも，なお

 。のຠຊを有するࡑ

㸱 ➨㸯㸲᮲のつᐃは，ᖹ成㸯㸲年ᗘධ学者（⦅ධ学にあってはᖹ成㸯㸴年ᗘධ学者）か

ら㐺用する。 

㹼␎㹼 

㝃 ๎（௧࿴㸶年㸰月 ᪥⤒῭学㒊つ⛬➨㸯ྕ） 

㸯 このつ⛬は，௧࿴㸶年㸲月㸯᪥から᪋行する。 

㸰 ௧࿴㸶年㸱月㸱㸯᪥⌧在ᮏ学㒊に在学している者（以下この㡯において「在学者」と

いう。）ཬࡧ௧࿴㸶年㸲月㸯᪥以ᚋにおいて在学者のᒓする年次に⦅ධ学，㌿ධ学又は

෌ධ学する者にࡘいては，ᨵṇᚋの㛗ᓮ大学⤒῭学㒊つ⛬のつᐃにかかわらࡎ，なおᚑ

前の例による。 
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ู⾲➨㸯 

ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠ཬࡧᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の最పಟᚓ༢఩ᩘ 

༊ศ࣭ศ類 ᤵ業⛉┠の༊ศ 最పಟᚓ༢఩ᩘ 備⪃ 

ᩍ㣴

ᩍ⫱

⛉┠ 

ᩍ㣴

ᇶ♏

⛉┠ 

ᩍ㣴ࢼ࣑ࢮーࣝ⛉┠ 㸯 

᝟ሗ࣭ࢹーࢱサ࢖エンス⛉┠ 㸲 

健康࣭ス࣏ーࢶ⛉学⛉┠ 㸯 

࢟ࣕリアᩍ⫱⛉┠ 㸰 

እᅜㄒ⛉┠ ⱥㄒ 㸲 

ᑠィ 㸯㸰 

ࣛࣉ

ࢱࢿ

リー

࣊ࣝ

ス⛉

┠

 リー࣊ࣝスධ㛛⛉┠ 㸯ࢱࢿࣛࣉ

 リー࣊ࣝスϨ⛉┠ 㸲ࢱࢿࣛࣉ

 リー࣊ࣝスϩ⛉┠ 㸰ࢱࢿࣛࣉ

ᑠィ 㸵 

㑅ᢥ

⛉┠ 

人文࣭♫఍⛉学⛉┠ 㸶㹼㸯㸮 

生࿨࣭自↛⛉学⛉┠ 

♫఍㐃ᦠ࣭࢟ࣕリアᩍ⫱㛵㐃⛉

┠ 

ゝㄒ࣭異文໬⌮ゎ⛉┠ 

␃学ᨭ᥼コーࢿ࢕ࢹート⛉┠ 㸮㹼㸰 

ᑠィ 㸯㸮 

ィ 㸰㸷 

ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠ 学㒊ᑟධ⛉┠ 㸶 

学㒊ඹ㏻⛉┠ 㸯㸴 （ὀ） 

コース⛉┠ 㸰㸮 （ὀ） 

㡿ᇦ⛉┠ 㸯㸴 （ὀ） 

₇⩦⛉┠ 㸶 （ὀ） 

自⏤ᑓ㛛⛉┠ 㸱㸮 （ὀ） 

ィ 㸷㸶 

合ィ 㸯㸰㸵 

（ὀ） 次の要௳を‶たす༢఩は，「自⏤ᑓ㛛⛉┠」の༢఩とする。 

��� 「自⏤ᑓ㛛⛉┠」に༊ศさࢀている⛉┠を履ಟしてᚓた༢఩

��� ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠において，「学㒊ᑟධ⛉┠」，「学㒊ඹ㏻⛉┠」，「コース⛉┠」，

「㡿ᇦ⛉┠」ཬ「┠⛉⩦₇」ࡧに༊ศさࢀている⛉┠のうࡕ，最పಟᚓ༢఩ᩘを㉸
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えてಟᚓした༢఩ 

�3� ௚のコースཬࡧ㡿ᇦのᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠であってᡤᒓするコースཬࡧ㡿ᇦに設置さ

 ていないᤵ業⛉┠を履ಟしてᚓた༢఩ࢀ

�4� ௚学㒊，௚大学等でಟᚓした༢఩のうࡕ，ᮏ学㒊において「自⏤ᑓ㛛⛉┠」の༢

఩として認ᐃさࢀた༢఩ 

ู⾲➨㸰 

ᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠の༊ศ，ྡ⛠，༢఩ᩘཬࡧᶆ準履ಟ年次 

㸯 学㒊ᑟධ⛉┠ 

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

学㒊ᑟධ⛉
┠ 

♫఍⛉学ᴫㄽ 㸰 㸯 

⤒῭ᴫㄽ 㸰 㸯 

⤒Ⴀᴫㄽ 㸰 㸯 

ᅜ際㛵係ᴫㄽ 㸰 㸯 

ἲ学ᴫㄽ 㸰 㸯 

⤒῭ᩘ学ධ㛛 㸰 㸯 

㸰 学㒊ඹ㏻⛉┠ 

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

学㒊ඹ㏻⛉
┠ 

$学῭⤒ࣟࢡ࣑ 㸰 㸯࣭㸰 

%学῭⤒ࣟࢡ࣑ 㸰 㸯࣭㸰 

$学Ϩ̿῭⤒ࣟࢡ࣐ 㸰 㸯࣭㸰 

%学Ϩ̿῭⤒ࣟࢡ࣐ 㸰 㸯࣭㸰 

⤒Ⴀ学 㸰 㸯࣭㸰 

⡙グϨ 㸰 㸯࣭㸰 

⡙グϩ 㸰 㸯࣭㸰 

⤫ィ学Ϩ 㸰 㸯࣭㸰 

⤫ィ学ϩ 㸰 㸯࣭㸰 

⤒῭ᩘ学Ϩ 㸰 㸯࣭㸰 

⤒῭ᩘ学ϩ 㸰 㸯࣭㸰 

㸱 コース⛉┠ 

��� ⤒῭コース

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

コース⛉┠ ᛂ用࣐ࣟࢡ⤒῭学 㸰 㸰࣭㸱 

⏘業⤌⧊ㄽ 㸰 㸰࣭㸱 

ᛂ用ࢤー࣒⌮ㄽ 㸰 㸰࣭㸱 
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ᅜ際⤒῭学Ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

ᅜ際⤒῭学ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

බඹ⤒῭学$ 㸰 㸰࣭㸱 

㈈ᨻ学Ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

㈈ᨻ学ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

ປാ⤒῭学 㸰 㸰࣭㸱 

⤒῭ᨻ⟇Ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

⤒῭ᨻ⟇ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

ィ㔞⤒῭学Ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

ィ㔞⤒῭学ϩ 㸰 㸰࣭㸱 

㔠⼥ㄽϨ 㸰 㸰࣭㸱 

㔠⼥ㄽϩ 㸰 㸰࣭㸱 

⤒῭ἲϨ 㸰 㸰࣭㸱 

⤒῭ἲϩ 㸰 㸰࣭㸱 

᠇ἲ 㸰 㸰࣭㸱 

ẸἲϨ 㸰 㸰࣭㸱 

Ẹἲϩ 㸰 㸰࣭㸱 

ၟἲϨ 㸰 㸰࣭㸱 

ၟἲϩ 㸰 㸰࣭㸱 

��� ⤒Ⴀコース

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

コース⛉┠ ⤒Ⴀᡓ␎ㄽ 㸰 㸰࣭㸱 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ 㸰 㸰࣭㸱 

࣐ー࢕ࢸࢣンࢢ 㸰 㸰࣭㸱 

⤒Ⴀ⟶⌮ㄽ 㸰 㸰࣭㸱 

ປ務⟶⌮ㄽ 㸰 㸰࣭㸱 

㈈務఍ィϨ 㸰 㸰࣭㸱 

㈈務఍ィϩ 㸰 㸰࣭㸱 

㈈務఍ィϪ 㸰 㸰࣭㸱 

ཎ౯ィ⟬ㄽϨ 㸰 㸰࣭㸱 

ཎ౯ィ⟬ㄽϩ 㸰 㸰࣭㸱 

企業ࢼ࢖࢓ࣇンス 㸰 㸰࣭㸱 

企業ㄽ 㸰 㸰࣭㸱 

⤒῭ἲϨ 㸰 㸰࣭㸱 
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⤒῭ἲϩ 㸰 㸰࣭㸱 

᠇ἲ 㸰 㸰࣭㸱 

ẸἲϨ 㸰 㸰࣭㸱 

Ẹἲϩ 㸰 㸰࣭㸱 

ၟἲϨ 㸰 㸰࣭㸱 

ၟἲϩ 㸰 㸰࣭㸱 

㸲 㡿ᇦ⛉┠ 

��� ᅜ際ビࢿࢪス㡿ᇦ

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

㡿ᇦ⛉┠ アࢪア⤒῭ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ࣚーࣟࣃࢵ⤒῭ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ୡ⏺⤒῭ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

開発⤒῭学Ϩ 㸰 㸱࣭㸲 

開発⤒῭学ϩ 㸰 㸱࣭㸲 

ᅜ際㛵係ㄽϨ 㸰 㸱࣭㸲 

ᅜ際㛵係ㄽϩ 㸰 㸱࣭㸲 

ᅜ際協ຊ機ᵓㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ᅜ際開発ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ከゝㄒከ文໬♫఍ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

異文໬コ࣑ࣗニࢣーࣙࢩンㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ⱥㄒビࢿࢪスコ࣑ࣗニࢣーࣙࢩンϨ 㸰 㸱࣭㸲 

ⱥㄒビࢿࢪスコ࣑ࣗニࢣーࣙࢩンϩ 㸰 㸱࣭㸲 

$FDGHPLF 5HDGLQJ 㸰 㸱࣭㸲 

$FDGHPLF 3UHVHQWDWLRQ 㸤 
'LVFXVVLRQ 

㸰 㸱࣭㸲 

(FRQRPLFV 6XEMHFWV LQ (QJOLVK 㸰 㸱࣭㸲 

ᅜ際ビࢿࢪス㡿ᇦ₇⩦ ۼ 㸰 㸰 

（ὀ） ᤵ業⛉┠ྡの┤ᚋのۼは，ୖ㝈༢఩ᩘに⟬ධしない⛉┠であることを♧す。 

��� ᆅᇦ࢖ࢨࢹン㡿ᇦ

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

㡿ᇦ⛉┠ ᆅ᪉㈈ᨻㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ᆅᇦ⤒῭ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ᆅᇦᨻ⟇ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 
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⤒῭学ㄝྐ 㸰 㸱࣭㸲 

බඹ⤒῭学% 㸰 㸱࣭㸲 

᪥ᮏ⤒῭ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

⤒῭⤫ィϨ 㸰 㸱࣭㸲 

⤒῭⤫ィϩ 㸰 㸱࣭㸲 

᪥ᮏ⤒῭ྐ$ 㸰 㸱࣭㸲 

᪥ᮏ⤒῭ྐ% 㸰 㸱࣭㸲 

行ᨻἲ 㸰 㸱࣭㸲 

⛒⛯ἲ 㸰 㸱࣭㸲 

証ๆᢞ㈨ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

㖟行ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

証ๆㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ಖ㝤ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

ᆅᇦ࢖ࢨࢹン㡿ᇦ₇⩦ ۼ 㸰 㸰 

（ὀ） ᤵ業⛉┠ྡの┤ᚋのۼは，ୖ㝈༢఩ᩘに⟬ධしない⛉┠であることを♧す。 

�3� ♫఍࣋ࣀ࢖ーࣙࢩン㡿ᇦ

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

㡿ᇦ⛉┠ ⤒Ⴀ᝟ሗㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

⤒Ⴀ᝟ሗࢩス࣒ࢸㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

中ᑠ企業ㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

࣐ー࢕ࢸࢣン࣭ࢢリサーࢳ 㸰 㸱࣭㸲 

⌧代఍ィ 㸰 㸱࣭㸲 

⟶⌮఍ィㄽ$ 㸰 㸱࣭㸲 

⟶⌮఍ィㄽ% 㸰 㸱࣭㸲 

ពᛮỴᐃㄽ 㸰 㸱࣭㸲 

࢜࣌ࣞーࣙࢩン࣭ࢬリサーࢳϨ 㸰 㸱࣭㸲 

࢜࣌ࣞーࣙࢩン࣭ࢬリサーࢳϩ 㸰 㸱࣭㸲 

ビࢿࢪス࣭リサーࢳ 㸰 㸱࣭㸲 

 ー 㸰 㸱࣭㸲ࢩࣛࢸト࣭リࢡ࢙ࢪࣟࣉ

⤒Ⴀᡓ␎ࢣースス࢕ࢹࢱ 㸰 㸱࣭㸲 

⤒Ⴀ᝟ሗฎ⌮ 㸰 㸱࣭㸲 

ᩘ⌮ィ⏬ἲ 㸰 㸱࣭㸲 

♫఍࣋ࣀ࢖ーࣙࢩン㡿ᇦ₇⩦ ۼ 㸰 㸰 

（ὀ） ᤵ業⛉┠ྡの┤ᚋのۼは，ୖ㝈༢఩ᩘに⟬ධしない⛉┠であることを♧す。 
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㸳 自⏤ᑓ㛛⛉┠ 

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

自⏤ᑓ㛛
⛉┠ 

学年の始ࡵに࿌♧する。 

（ὀ） 自⏤ᑓ㛛⛉┠に㛵しては，ู⾲➨㸯の（ὀ）をཧ↷のこと。 

㸴 ₇⩦⛉┠ 

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 

必ಟ 㑅ᢥ 

₇⩦⛉┠ ᑓ㛛ۼ ࣑ࢮ 㸲 㸱 

卒◊ۼ ࣑ࢮ 㸲 㸲 

 㸲 㸱 ۼ ⩦ト₇ࢡ࢙ࢪࣟࣉ

（ὀ㸯） ᤵ業⛉┠ྡの┤ᚋのۼは，ୖ㝈༢఩ᩘに⟬ධしない⛉┠であることを♧す。 

（ὀ㸰） ᪩ᮇ卒業をணᐃしている者は，卒◊࣑ࢮを㸱年次に履ಟしなࡤࢀࡅならない。 

ู⾲➨㸱 ≉ูᣦᐃ⛉┠ 

༊ศ ᤵ業⛉┠ྡ ༢఩ᩘ ᶆ準履ಟ年次 備⪃ 

ᩍဨ
චチ
に係
る⛉
┠ 

職業ᣦᑟ ۼ 㸲 㸰࣭㸱 

ၟ業ᩍ⛉ᩍ⫱ἲ ۼ 㸲 㸱 

ᩍ⫱ཎ⌮（ᩍ⫱ㄢ⛬のព⩏ཬࡧ⦅成の᪉ἲの内
ᐜをྵۼ （。ࡴ 

㸰 㸯 ۑ 

ᩍ職ㄽ ۼ 㸰 㸯 

ᩍ⫱♫఍࣭ไᗘㄽ ۼ 㸰 㸯 ۑ 

ᩍ⫱ᚰ⌮学 ۼ 㸰 㸯 ۑ 

≉ูなᨭ᥼を必要とするᏊ࡝もの⌮ゎ ۼ 㸰 㸯 ۑ 

≉ู活動ཬࡧ⥲合的な学⩦の᫬㛫のᣦᑟἲ 
 ۼ

㸰 㸰 ۑ 

ᩍ⫱᪉ἲ࣭ᢏ⾡ㄽ ۼ 㸯 㸰 ۑ 

,&7活用の⌮ㄽとᐇ㊶ ۼ 㸯 㸰 ۑ 

生ᚐ࣭㐍㊰ᣦᑟㄽ ۼ 㸰 㸰 ۑ 

ᩍ⫱┦ㄯ ۼ 㸰 㸰 ۑ 

஦前࣭஦ᚋᣦᑟ ۼ 㸯 㸲 

ᩍ⫱ᐇ⩦ ۼ 㸰 㸲 

ᩍ職ᐇ㊶₇⩦（㧗等学ᰯ） ۼ 㸰 㸲 

（ὀ㸯） 備⪃ḍのۑ༳は，ᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠として開ㅮさࢀるᤵ業⛉┠を⾲す。 

（ὀ㸰） ᤵ業⛉┠ྡの┤ᚋのۼは，ୖ㝈༢఩ᩘに⟬ධしない⛉┠であることを♧す。 
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○長崎大学学則 

平成１６年４月１日 

学則第１号 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日（第４条―第９条） 

第３章 入学，編入学，転入学，転学部等，休学，復学，留学，退学，転学，再入学及

び除籍（第１０条―第２８条） 

第４章 教育課程の編成，授業科目の区分等，単位，履修方法，考査及び単位の授与

（第２９条―第４４条） 

第５章 卒業及び学位並びに教員の免許状授与の所要資格の取得（第４５条―第４８

条） 

第６章 賞罰（第４９条・第５０条） 

第７章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料（第５１条―第６０条） 

第８章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別の課程及び外国人留学生（第６１

条―第６５条） 

第９章 雑則（第６６条・第６７条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 長崎大学（以下「本学」という。）は，国立大学法人長崎大学基本規則（平成１

６年規則第１号）第３条に規定する理念に基づき，実践教育を重視した最高水準の教育

を提供し，幅広い視野と豊かな教養及び深い専門知識を備え，課題探求能力及び創造力

に富んだ人材を養成し，もって地域及び国際社会に貢献することを目的とする。 

２ 本学の学部の修業年限，教育課程，教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項に

ついては，この学則の定めるところによる。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 各学部は，学部，学科又は課程ごとに，人材の養成に関する目的その他の教

育研究上の目的を学部規程に定め，公表するものとする。 

（学部，学科，課程及び収容定員） 

第２条 本学の学部に，次の学科及び課程を置く。 
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学部 学科及び課程 

多文化社

会学部 

多文化社会学科 

教育学部 学校教育教員養成課程 

経済学部 総合経済学科 

医学部 医学科，保健学科 

歯学部 歯学科 

薬学部 薬学科，薬科学科 

情報デー

タ科学部 

情報データ科学科 

工学部 工学科 

環境科学

部 

環境科学科 

水産学部 水産学科 

２ 収容定員は，別表第１のとおりとする。 

（講座等） 

第３条 前条第１項に掲げる学部又は学科に，講座，学科目等を置くことができる。 

２ 前項の講座，学科目等は，別に定める。 

第２章 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日 

（修業年限） 

第４条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学

科にあっては，６年とする。 

（入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算） 

第５条 大学の学生以外の者が第６１条に規定する科目等履修生又は第６３条の２に規定

する特別の課程の履修生として一定の単位を修得した後に本学に入学する場合におい

て，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，修得
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した単位数その他の事項を勘案して所属学部教授会の議を経て学長が定める期間を修業

年限に通算することができる。ただし，その期間は，修業年限の２分の１を超えてはな

らない。 

（在学期間） 

第６条 本学における在学期間は，修業年限の２倍を超えることができない。 

（学年） 

第７条 学年は４月１日に始まり，翌年３月３１日に終る。 

（学期） 

第８条 学年を分けて，次の２期とする。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，学部の事情により，学長が変更することがある。 

（休業日） 

第９条 休業日は，次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

開学記念日 ５月３１日 

春季休業 ３月２１日から４月７日まで 

夏季休業 ８月１１日から９月３０日まで 

冬季休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，学部の事情により，学長が変更することがある。 

３ 学長は，必要があると認めるときは，臨時の休業日を定めることができる。 

第３章 入学，編入学，転入学，転学部等，休学，復学，留学，退学，転学，再入

学及び除籍 

（入学の時期） 

第１０条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，後期の始めに入学させることがで

きる。 

（入学資格） 

第１１条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 
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(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によ

り，これに相当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資

格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を

含む。） 

(8) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条第２項の規定により大学に入学し

た者であって，高等学校卒業程度認定審査規則（令和４年文部科学省令第１８号）に

よる高等学校卒業程度認定審査に合格した者 

(9) 学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学におい

て，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(10) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で，１８歳に達したもの 

（入学志願の手続） 

第１２条 入学志願者は，所定の手続により，願い出なければならない。 

（選抜試験） 

第１３条 入学志願者に対しては，長崎大学入学者選抜規則（平成１６年規則第１６号）

の定めるところにより，選抜試験を行う。 

（合格者の決定） 

第１４条 前条の選抜試験による合格者の決定は，各学部教授会の議を経て，学長が行

う。 

（編入学定員を有する学部への編入学） 

第１５条 経済学部，医学部保健学科又は工学部の第３年次に編入学することのできる者
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は，次の各号のいずれかに該当する者で，かつ，当該学部が別に定める出願資格を有す

る者とし，選抜試験を行った上，当該学部教授会の議を経て，学長が入学を許可する。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認

められる者 

(4) 外国において学校教育における１４年の課程を修了した者 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１４年の課程を修了した者 

(6) 我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る１４年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者 

(7) 専修学校の特定専門課程（学校教育法第１２５条の２第１項に規定する特定専門課

程をいう。以下同じ。）を修了した者（第１１条に規定する入学資格を有する者に限

る。） 

(8) 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限が

２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修

了した者（第１１条に規定する入学資格を有する者に限る。） 

２ 医学部医学科の第２年次に編入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当

する者とし，選抜試験を行った上，当該学部教授会の議を経て，学長が入学を許可す

る。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 
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(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）又は専攻科（当該専攻科を置く専修学校の特定専門課

程における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部

科学大臣が定める日以後に修了した者 

（欠員のある場合の編入学及び転入学） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者については，欠員のある場合に限り，選考の

上，当該学部教授会の議を経て，学長が入学を許可することがある。 

(1) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者で，編入学を

志望するもの 

(2) 短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した

者で，編入学を志望するもの 

(3) 教育学部若しくは学芸学部の２年課程を修了した者又は学校教育法施行規則（昭和

２２年文部省令第１１号）附則第７条に規定する従前の規定による学校の課程を修了

し，若しくはこれらの学校を卒業した者で，編入学を志望するもの 

(4) 外国において学校教育における１４年の課程を修了した者で，編入学を志望するも

の 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１４年の課程を修了した者で，編入学を志望するもの 

(6) 我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る１４年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者で，編入学を志望するもの 

(7) 専修学校の特定専門課程を修了した者（第１１条に規定する入学資格を有する者に

限る。）で，編入学を志望するもの 

(8) 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限が

２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修

了した者（第１１条に規定する入学資格を有する者に限る。）で，編入学を志望する

もの 

(9) 他の大学に在学する者又は卒業し，若しくは退学した者で，転入学を志望するもの 

(10) 我が国において，外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度
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において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程に在学する者又は当該課程を修了し，若しくは退学した者で，転入学を志望する

もの（第１１条に規定する入学資格を有する者に限る。） 

２ 前項各号に掲げるもののほか，医学又は歯学の進学課程を修了した者又はこれと同等

以上の学力があると認められる者の編入学については，医学部又は歯学部が別に定め

る。 

（編入学又は転入学を許可された者の修業年限等） 

第１７条 前２条の規定により入学を許可された者の入学する前に履修した授業科目につ

いて修得した単位及び入学する前に行った第３７条第１項に規定する学修の取扱い並び

に在学すべき年数については，所属学部教授会の議を経て，学長が定める。 

２ 前項の規定により在学すべき年数を定められた者の在学期間は，第６条の規定にかか

わらず，在学すべき年数の２倍を超えることができない。 

３ 第１項の規定により在学すべき年数を定められた者の休学期間は，第２２条第２項の

規定にかかわらず，在学すべき年数に相当する年数を超えることができない。 

（入学手続） 

第１８条 選抜試験又は選考の結果に基づき，入学の合格通知を受けた者は，所定の期日

までに次の手続をしなければならない。 

(1) 入学料を納付すること。 

(2) 誓約書及び保証書を提出すること。ただし，第６４条に規定する外国人留学生につ

いては，誓約書のみの提出とする。 

２ 保証書の保証人は，原則として父母又はこれに準ずる者とし，学生と連帯して責任を

負うものとする。保証人又は保証人の住所に変更があった場合は，速やかに届け出なけ

ればならない。 

（入学許可） 

第１９条 学長は，前条の入学手続（第５３条の規定により，入学料の免除又は徴収猶予

の申請を行った者は，前条第１項第１号の手続を除く。）を完了した者に入学を許可す

る。 

２ 学長は，入学を許可した者に対して，入学時に学生証を交付する。 

（転学部等） 

第２０条 学生から転学部の願い出があったときは，関係学部教授会の議を経て，学長が

許可することがある。 
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２ 前項の規定により転学部を許可された者の修業年限等に関しては，第１７条の規定を

準用する。 

３ 前２項の規定は，学科及び課程を変更する場合について準用する。この場合におい

て，第１項中「関係学部教授会」とあるのは「所属学部教授会」と読み替えるものとす

る。 

（休学） 

第２１条 学生が疾病その他の理由により，引き続き２か月以上修学を中止しようとする

ときは，所属学部長を経て，学長に休学を願い出て，許可を受けなければならない。 

（休学期間） 

第２２条 休学は，引き続き１年を超えることができない。ただし，特別の理由があると

きは，更に１年以内の休学を許可することがある。 

２ 休学期間は，通算して４年（医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学科にあっては６

年）を超えることができない。 

３ 休学期間は，第６条及び第４５条の期間に算入しない。 

（復学） 

第２３条 休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由がなくなったときは，所属

学部長を経て，学長に復学を願い出て，許可を受けなければならない。 

（留学） 

第２４条 学長は，学生が外国の大学又は短期大学で学修することが教育上有益であると

所属学部教授会において認めるときは，あらかじめ，当該外国の大学又は短期大学と協

議の上，学生が当該外国の大学又は短期大学に留学することを認めることがある。 

２ 留学の期間は，第６条及び第４５条の期間に算入する。 

（退学） 

第２５条 学生が退学しようとするときは，所属学部長を経て，学長に願い出て，許可を

受けなければならない。 

（転学） 

第２６条 学生が他の大学に転学しようとするときは，所属学部長を経て，学長に願い出

て，受験の許可を受けなければならない。 

（再入学） 

第２７条 第２５条による退学者又は次条第５号により除籍となった者が，退学後又は除

籍後２年以内に退学前又は除籍前に所属していた学部の学科又は課程に再入学を願い出
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た場合は，当該学部教授会の議を経て，学長が許可することがある。この場合におい

て，次条第５号により除籍となった者が再入学をすることを復籍とし，復籍は，未納の

授業料を納付することを条件とする。 

２ 前項の規定により入学を許可された者については，本学退学時又は除籍時までの在学

期間，休学期間，留学期間及び停学期間は入学後の当該期間に通算するものとし，既に

履修した授業科目について修得した単位の取扱いについては当該学部教授会の議を経

て，学長が定めるものとする。 

３ 復籍した者が，除籍となった場合は，復籍することを許可しない。 

（除籍） 

第２８条 学生が次の各号の一に該当するときは，所属学部教授会の議を経て，学長がこ

れを除籍する。 

(1) 正当の理由なくして欠席が長期にわたるとき。 

(2) 成業の見込みがないと認めたとき。 

(3) 在学期間が修業年限の２倍を超えたとき又は休学期間が第２２条第２項の期間を超

えたとき。 

(4) 休学期間が満了しても復学の願い出をしないとき。 

(5) 授業料を納めないとき。 

(6) 第５３条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，次に掲げるもの

が納めるべき入学料を所定の期日までに納めないとき。 

ア 免除又は徴収猶予が許可されなかったもの 

イ 入学料の一部の免除が許可されたもの 

ウ 徴収猶予が許可されたもの 

第４章 教育課程の編成，授業科目の区分等，単位，履修方法，考査及び単位の授

与 

（教育課程の編成） 

第２９条 教育課程は，本学，学部及び学科又は課程の教育上の目的を達成するため，大

学教育における基本的教養を会得させ併せて専門の幅広い基盤を理解させることを目的

とした教養教育に関する授業科目（以下「教養教育科目」という。）及び学部等の専攻

に係る専門教育に関する授業科目（以下「専門教育科目」という。）を有機的に組み合

わせて，体系的に編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，
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幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮す

るものとする。 

（授業科目の区分） 

第３０条 教養教育科目の区分は，次のとおりとする。 

教養ゼミナール科目 

情報・データサイエンス科目 

健康・スポーツ科学科目 

キャリア教育科目 

外国語科目 

プラネタリーヘルス入門科目 

プラネタリーヘルスⅠ科目 

プラネタリーヘルスⅡ科目 

人文・社会科学科目 

生命・自然科学科目 

社会連携・キャリア教育関連科目 

言語・異文化理解科目 

留学支援コーディネート科目 

教職課程関連科目 

２ 専門教育科目の区分は，各学部の履修に関する規程（以下「学部規程」という。）の

定めるところによる。 

３ 第６４条に規定する外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の

期間中等教育（中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。）を受けた者

（以下この章において「外国人留学生等」という。）の教育について必要があると認め

るときは，第１項に規定する科目のほか，留学生用科目を開設する。 

４ 各授業科目を，必修科目，選択科目及び自由科目に分ける。 

（授業科目の開設） 

第３１条 教養教育科目は，本学のすべての教員の参画により開設するものとする。 

２ 専門教育科目は，各学部の教員により開設するものとする。 

（授業の方法） 

第３２条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 
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２ 前項の授業は，文部科学大臣が定めるところにより，多様なメディアを高度に利用し

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい

ても，同様とする。 

（１単位当たりの授業時間） 

第３３条 １単位の授業科目は，４５時間の学修を必要とする内容をもって構成すること

を標準とし，授業の方法に応じた１単位当たりの授業時間は，次の基準によるものとす

る。 

(1) 講義については１５時間 

(2) 演習については３０時間 

(3) 実験，実習及び実技については４５時間 

２ 前項の基準どおりできない事情があるとき又は教育効果を考慮して必要があるとき

は，前項第１号の講義及び前項第２号の演習については１５時間から３０時間の範囲

で，前項第３号の実験，実習及び実技については３０時間から４５時間の範囲で，学部

規程又は長崎大学教養教育履修規程（平成２４年規程第２号。以下「教養教育履修規

程」という。）において定めることができる。ただし，講義，演習，実験，実習又は実

技の併用により行う授業及び芸術等の分野における個人指導による実技の授業について

は，学部規程又は教養教育履修規程の定める時間の授業をもって１単位とすることがで

きる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目について

は，これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，

これらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

（授業期間） 

第３４条 各授業科目の授業は，十分な教育効果を上げることができるよう，８週，１５

週その他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

（成績評価基準等の明示等） 

第３４条の２ 各学部は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画

をあらかじめ明示するものとする。 

２ 各学部は，学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を

確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にした
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がって適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第３４条の３ 各学部は，当該学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研

修及び研究を実施するものとする。 

（他学部における授業科目の履修等） 

第３５条 学生が他学部の授業科目を履修することが教育上有益であると各学部において

認めるときは，当該授業科目を履修させることができる。 

２ 学生は，他学部の開設する授業科目を履修しようとするときは，所属学部長を経て，

当該授業科目を開設する学部長の承認を受けなければならない。 

３ 前２項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位の取扱いは，学部

規程の定めるところによる。 

（本学大学院における授業科目の履修等） 

第３５条の２ 学生が本学大学院に進学を希望し，当該大学院の授業科目を履修すること

が教育上有益であると各学部において認めるときは，当該授業科目を履修させることが

できる。 

２ 学生は，本学大学院の開設する授業科目を履修しようとするときは，所属学部長を経

て，当該授業科目を開設する研究科長又は学環長の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位は，所属学部の卒

業の要件として学部規程で定める学生が修得すべき単位数（以下「卒業要件単位」とい

う。）に含めることはできない。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第３６条 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると

各学部において認めるときは，あらかじめ当該他の大学又は短期大学と協議の上，学生

が当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修することを認め，その履修した授業科目

について修得した単位は６０単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，第２４条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大

学又は短期大学の授業科目を履修する場合，外国の大学又は短期大学が行う通信教育に

おける授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程

を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国におい
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て履修する場合について準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第３７条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大

臣が別に定める学修について，教育上有益であると認めるときは，本学における授業科

目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は，前条の規定により本学において修得

したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第３８条 学生が本学に入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場合におい

て，教育上有益であると認めるときは，その単位を入学した後の本学における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

(1) 大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目

について修得した単位 

(2) 大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履

修生として修得した単位 

(3) 大学設置基準第３１条第２項に規定する特別の課程の履修生として修得した単位 

２ 学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修について，教育上有益で

あると認めるときは，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができ

る。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入

学，転入学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第３６

条及び前条第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６

０単位を超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３９条 学生が職業を有している等の事情により，第４条に規定する修業年限を超えて

一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たと

きは，長崎大学長期履修規程（平成１８年規程第４７号）の定めるところにより，その

計画的な履修を認めることができる。 

（外国人留学生等に係る留学生用科目の単位の取扱い） 

第４０条 外国人留学生等が留学生用科目について修得した単位は，教養教育履修規程の

定めるところにより，教養教育科目として修得すべき単位に代えることができる。 
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（履修科目の登録の上限） 

第４１条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業要件単位につい

て，学生が１学年又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を学

部規程で定めることができる。 

２ 前項の場合において，学部規程の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をも

って修得した学生については，前項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めるこ

とができる。 

（考査及び単位の授与） 

第４２条 学生が一の授業科目を履修した場合には，考査を行い，合格した者に対して

は，単位を与える。 

２ 考査は，試験，論文，報告書その他の方法により行うものとする。 

第４３条 考査及び単位の認定は，学部規程又は教養教育履修規程の定めるところによ

る。 

（履修方法等） 

第４４条 この章に定めるもののほか，教育課程の編成，授業科目の名称，単位数，履修

方法，履修科目の登録の上限，考査及び単位の授与等については，学部規程及び教養教

育履修規程の定めるところによる。 

第５章 卒業及び学位並びに教員の免許状授与の所要資格の取得 

（卒業及び学位の授与） 

第４５条 第４条に規定する期間（第１５条及び第１６条の規定により入学を許可された

者については，第１７条第１項の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し，

卒業要件単位を修得した者については，所属学部教授会の議を経て，学長が卒業を認定

し，学士の学位を授与する。ただし，各学部において必要と認めるときは，在学期間及

び卒業要件単位に加え，卒業の要件を課すことができる。 

２ 卒業要件単位のうち，第３２条第２項の授業の方法により修得できる単位数は，別に

定めのある場合を除き６０単位を超えないものとする。 

第４６条 学部（医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学科を除く。この条において同

じ。）に３年以上在学した者（これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含

む。）が，卒業要件単位を優秀な成績で修得したと認める場合には，第４条の規定にか

かわらず，その卒業を認めることができる。 

２ 前項に規定する卒業の認定は，次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り
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行うことができる。 

(1) 学修の成果に係る評価の基準その他の前項に規定する卒業の認定の基準を定め，そ

れを公表している学部の学生であること。 

(2) 第４１条に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め，適

切に運用している学部の学生であること。 

(3) 学生が卒業要件単位を修得し，かつ，当該単位を優秀な成績をもって修得したと認

められること。 

(4) 学生が前項に規定する卒業を希望していること。 

第４７条 学位の授与等については，長崎大学学位規則（平成１６年規則第１１号）の定

めるところによる。 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４８条 本学の学部の学科等において，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）

及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を修

得した者は，教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。 

２ 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表第２のとおりと

する。 

第６章 賞罰 

（賞罰） 

第４９条 学生として表彰に価する行為があった場合は，学長は，所属学部長等の推薦に

より表彰することがある。 

第５０条 学生が本学の規則に背き大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反する

行為があったときは，長崎大学教育研究評議会の議を経て，学長がこれを懲戒する。 

２ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

３ 停学は，確定期限を付す有期の停学及び確定期限を付さない無期の停学とする。 

４ 停学の期間が１か月以上にわたるときは，その期間は，第６条の期間に算入し，第４

５条及び第４６条の卒業の要件として在学すべき期間に算入しない。 

第７章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料） 

第５１条 入学，転入学，編入学及び再入学を志願する者は，検定料を納めなければなら

ない。 

（検定料等の額及びその徴収方法等） 
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第５２条 検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，この学則に定めるものの

ほか，長崎大学授業料，入学料，検定料及び寄宿料徴収規程（平成１６年規程第９２

号。以下「徴収規程」という。）の定めるところによる。 

（入学料の免除及び徴収猶予） 

第５３条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者について

は，本人の願い出により，入学料の全部又は一部を免除し，又は徴収猶予することがあ

る。 

２ 入学料の免除及び徴収猶予については，長崎大学入学料，授業料及び寄宿料の免除等

に関する規程（平成１６年規程第９３号。以下「免除規程」という。）の定めるところ

による。 

（授業料の納期） 

第５４条 授業料は，前期分及び後期分の２回に分け，それぞれ年額の２分の１に相当す

る額を次に定める期間に納めなければならない。 

前期分 ４月１日から４月３０日まで 

後期分 １０月１日から１０月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，前期分に係る授業料を納めるときに，当該年度の後期分に

係る授業料を併せて納めることができる。 

３ 入学年度の前期分又は前期分及び後期分に係る授業料については，第１項の規定にか

かわらず，入学を許可されるときに納めることができる。 

（授業料の免除及び徴収猶予） 

第５５条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる

者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては，願い出によりその事情を

審査し，授業料の全部又は一部を免除し，又は徴収猶予することがある。 

２ 前項の授業料の免除及び徴収猶予については，この学則に定めるもののほか，免除規

程の定めるところによる。 

第５６条 前条に規定する授業料の徴収猶予の期限は，前期分は９月１５日限りとし，後

期分は３月１５日限りとする。 

第５７条 第５４条に規定する授業料の納期中に休学を許可された者については，休学当

月の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし，月の初日から休学期間

が開始する場合については休学当月の分，第８条第３項及び第９条第２項の規定により

後期の開始日が１０月１日前となる場合で当該後期の開始日に復学するときについては
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復学当月の分についても免除する。 

第５８条 退学する者，転学する者，停学を命ぜられた者又は除籍される者については，

その期分の授業料を徴収する。ただし，免除規程の規定に該当する場合は，この限りで

ない。 

（寄宿料） 

第５９条 寄宿料の額及び徴収方法等については，徴収規程の定めるところによる。 

２ 学生に特別の事情がある場合は，寄宿料を免除することがある。 

３ 寄宿料の免除については，免除規程の定めるところによる。 

（料金の返還） 

第６０条 既納の料金は，返還しない。ただし，次の各号の一に該当する場合は，当該料

金の相当額（第２号の場合にあっては第１号に規定する第２段階目の選抜に係る検定料

に相当する額を，第４号の場合にあっては後期分の授業料相当額）を返還するものとす

る。 

(1) 選抜試験において，出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）

を行い，その合格者に限り学力検査等による選抜（以下「第２段階目の選抜」とい

う。）を行い，最終合格者を決定する場合に，第１段階目の選抜の不合格者が，所定

の期日までに第２段階目の選抜に係る検定料の返還を申し出たとき。 

(2) 個別学力検査の前期日程又は後期日程（以下「前期又は後期試験」という。）の出

願受付後に各学部等が課す大学入学共通テストの教科・科目を受験していないことに

より受験資格がないことが判明した者が，所定の期日までに前期又は後期試験に係る

検定料の返還を申し出たとき。 

(3) 第５４条第３項の規定により入学を許可されるときに授業料を納めた者が，入学年

度の前年度の３月３１日までに入学を辞退し，授業料の返還を申し出たとき。 

(4) 第５４条第２項又は第３項の規定により前期分の授業料を納入する際に後期分の授

業料を併せて納入した者が，後期分の授業料の納入時期前に休学又は退学したとき。 

第８章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別の課程及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第６１条 各学部の学生以外の者で，本学が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科

目について履修を希望するものがあるときは，選考の上，科目等履修生として入学を許

可することがある。 

（研究生） 
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第６２条 本学において特殊の事項について研究を希望する者があるときは，選考の上，

研究生として入学を許可することがある。 

（特別聴講学生） 

第６３条 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）の学生で，本学の

特定の授業科目を履修することを希望するものがあるときは，当該他の大学又は短期大

学との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別聴講学生に係る授業料については，科目等履修生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が学術交流協定等において授業料を徴収しな

いこととしている外国の大学若しくは短期大学の学生又は大学間相互単位互換協定にお

いて授業料を徴収しないこととしている大学若しくは短期大学の学生であるときは，授

業料を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別聴講学生の負担とする。 

（特別の課程） 

第６３条の２ 学長は，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し，これを修

了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

２ 前項に規定する特別の課程に関して，あらかじめ単位の授与を公表している当該課程

を修了した者に対し，単位を与えることができる。 

３ 本学の学生が第１項に規定する特別の課程を履修することが教育上有益であると認め

るときは，当該課程を履修させることができる。 

（外国人留学生） 

第６４条 外国人留学生として本学に入学を希望する者があるときは，選考の上，入学を

許可することがある。 

（規程） 

第６５条 第６１条から前条までに関する細部についての規則は，別に定める。 

第９章 雑則 

（寄宿舎） 

第６６条 本学に，寄宿舎を置く。 

２ 寄宿舎に関する規則は，別に定める。 

（保健） 
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第６６条の２ 学生は，毎学年本学が行う健康診断を受けなければならない。 

２ 所属学部長は，学生の健康を管理し，必要に応じて治療を命じ，又は登学を停止する

ことができる。 

（補則） 

第６７条 この学則の施行に必要な事項は学長が定め，各学部に必要な規程については，

学長の承認を得て，各学部長が定めるものとする。 

附 則 

附 則（令和８年２月２０日学則第１号） 

１ この学則は，令和８年４月１日から施行する。 

２ 工学部及び環境科学部の第３年次編入学定員及び収容定員は，改正後の別表第１工学

部の項及び同表環境科学部の項の規定にかかわらず，令和８年度及び令和９年度につい

ては，次のとおりとする。 

学部 学科・課程 令和８年度 令和９年度 

第３年次 

編入学定員 

収容定員 第３年次 

編入学定員 

収容定員 

工学部 工学科 ０ １，３２０ ５ １，３２５ 

計 ０ １，３２０ ５ １，３２５ 

環境科学部 環境科学科 ５ ５３０ ０ ５２５ 

計 ５ ５３０ ０ ５２５ 

３ この学則の施行の日前に専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他

の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）に入学した者に係る編入学資格に

ついては，改正後の第１５条第１項第７号及び第１６条第１項第７号の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

別表第１ 

  定員   入学定員 第３年次（医学部

医学科にあっては

第２年次）編入学

定員 

収容定員 

学部 学科・課

程 
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多文化社

会学部 

多文化社会学科 １００  ４００ 

計 １００  ４００ 

教育学部 学校教育教員養成課程 １８０   ７２０ 

計 １８０   ７２０ 

経済学部 総合経済学科 ２９５ １５ １，２１０ 

計 ２９５ １５ １，２１０ 

医学部 医学科 ９５ ５ ５９５ 

保健学科 １１６ １０ ４８４ 

計 ２１１ １５ １，０７９ 

歯学部 歯学科 ５０   ３００ 

計 ５０   ３００ 

薬学部 薬学科 ４０   ２４０ 

薬科学科 ４０   １６０ 

計 ８０   ４００ 

情報デー

タ科学部 

情報データ科学科 １２０  ４８０ 

計 １２０  ４８０ 

工学部 工学科 ３３０  ５ １，３３０ 

計 ３３０  ５ １，３３０ 

環境科学

部 

環境科学科 １３０   ５２０ 

計 １３０   ５２０ 

水産学部 水産学科 １２０   ４８０ 

計 １２０   ４８０ 
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合計 １，６１

６ 

３５ ６，９１９ 

備考 収容定員の合計は，令和１４年度以降の人数を示す。 

別表第２ 

学部 学科等 教員の免許状の種類（免許教科・領域） 

多文化

社会学

部 

多文化社会学科 高等学校教諭一種免許状 （英語） 

教育学

部 

学校教育教員養成

課程 

幼稚園教諭一種免許状 

幼稚園教諭二種免許状 

  

小学校教諭一種免許状 

小学校教諭二種免許状 

  

中学校教諭一種免許状 

中学校教諭二種免許状 

（国語，社会，数学，理

科，音楽，美術，保健体

育，技術，家庭，英語） 

高等学校教諭一種免許状 （国語，地理歴史，公

民，数学，理科，音楽，

保健体育，家庭，工業，

英語） 

特別支援学校教諭一種免

許状 

特別支援学校教諭二種免

許状 

（知的障害者，肢体不自

由者，病弱者） 

経済学

部 

総合経済学科 高等学校教諭一種免許状 （商業） 

工学部 工学科 高等学校教諭一種免許状 （理科，工業） 
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環境科

学部 

環境科学科 高等学校教諭一種免許状 （理科） 

水産学

部 

水産学科 高等学校教諭一種免許状 （理科，水産） 
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考査及びその成績に関する内規 
 
 

平成１５年３月１９日 教授会決定 

一部改正 平成２４年２月２２日 

一部改正 平成２６年１月２９日 

一部改正 令和元年１２月１１日 
一部改正 令和４年１０月１２日 

一部改正 令和５年８月２３日 

 
 

第１条 この内規は，考査及びその成績に関して必要な事項を定めるものとする。 

第２条 考査は，試験，論文，報告書その他の方法により行うものとする。 

第３条 試験は，各学期末若しくは各クォーターの期間末に期日を定め，各授業科目につ

いて，その学期若しくはクォーターの担当教員がこれを行う。ただし，授業科目によっ

ては，随時に試験を行うことができる。 

２ 授業の出席回数がその学期若しくはクォーターの担当教員の定める回数を下回る授業

科目については，受験を認めないことがある。 

３ 教員の異動，その他特別な事情により，試験を行うことが困難である場合は，教務委

員会の議決によって特別の措置を講じる。 

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合には試験を受けることができない。 

(1) 試験を受けようとする授業科目を，その学期若しくはクォーターにおいて履修し

ていないとき。 

(2) 受験の際に有効な学生証を携帯していないとき。 

(3) 試験開始後２０分を経過したとき。 

第５条 次の各号のいずれかの事由により各学期の中間および学期末に行われる試験若し

くは各クォーターの期間末に行われる試験を受けることができない，又は受けることが

できなかった者が追試験期間開始日の２日前までに証明書等を添えて学務係に追試験願

を提出したときは，学部長の許可を得て，追試験（報告書その他の方法により行うもの

を含む。）を行う。 

(1) 病気・負傷 

(2) 就職試験，国家試験（税理士等） 

(3) 忌引 

(4) 交通機関のストライキ等 

(5) 不慮の災害 

(6) 裁判員 

(7) 学業及び大学の活動に関わる九州地区大会，全国大会への出場 

(8) その他教務委員会においてやむを得ない事由と認められたもの 

２ 追試験期間は当該年度の学事暦により定めるものとする。 

３  追試験は原則として追試験期間に実施するが、教務委員会がやむを得ないと認める場 

合は，当該授業科目の成績入力終了日までに実施するものとする。 

第６条 合格点を得た授業科目は，再履修することはできない。 
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第７条 試験場に入室し試験を棄権する者若しくは答案用紙を提出しない者は，その授業 

科目を失格とする。 

第８条 考査において不正行為を行った者には，その学期に履修した専門教育科目及び特

別指定科目の全授業科目の単位を与えないほか，学則第５０条に定める懲戒の対象とす

る等，必要な処置を行うことができる。 

２ 前項に定める専門教育科目には専門ゼミ，卒研ゼミ及び演習Ⅰは含まないものとする。 

 

附 則 

１ この内規は，昭和２４年５月３１日から施行する。 

２ この内規の改廃は，教授会の議決によってこれを行うものとする。 

（昭和２６年４月１日改正～平成８年５月２２日改正 内容省略） 

附 則 

この内規は，平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成１１年１月１３日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，令和元年１２月１１日から施行し，改正後の考査及びその成績に関する内

規は，令和元年８月１日から適用する。 

附 則 

１ この内規は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日現在本学部に在学している者（以下この項において「在学者」とい 

 

う。）及び令和５年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再

入学する者については，改正後の内規にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

 この内規は，令和５年８月２３日から施行する。 
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成績評価に関する異議申立てについて 

 

平成１９年２月１４日 教授会了承 

平成２３年３月１８日 教授会了承 

平成２４年２月２２日 教授会了承 

 

成績評価の正確性を担保することを目的として，学生からの成績評価に関する異議申立

てについて下記のとおり申し合わせる。 

 

１．学生からの専門教育科目（教養教育の学部モジュール科目を含む）の成績評価に関す

る異議申立て受付期間として，前期・後期それぞれに別途定め掲示板にて通知する。 

２．異議申立ては，次の手順により取り扱う。 

(1) 成績評価に関する異議申立てを希望する学生は，「成績評価に関する異議申立書（以

下，異議申立書）」を提出しなければならない。 

(2) 提出された「異議申立書」は，原則として教務委員会から学務係を通じて各授業科

目の担当教員（以下，教員）に配付する。 

(3) 教員は原則として書面により学生からの異議申立てに回答する。教員が作成する文

書による回答の様式は異議申立書の担当教員所見欄を利用するものとし，別途説明資

料をもって回答してもよいものとする。ただし，学生が口頭による回答を求める場合

はその限りではない。 

(4) 教員は，「異議申立書」に所見（対応および指導内容）を記入し教務委員会に報告

する。 

(5) 教務委員会は，教員の回答を確認したうえで，学務係にて学生に回答を呈示する。 

３．異議申立てにかかる手続きおよび書類の管理は，学務係が行う。 

４．この申合せに定めるもののほか，成績評価に関する異議申立てについて必要な事項は，

教務委員会において定める。 

５．この申合せは，平成 22年度後期の成績から適用する。 
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早期卒業に関する内規 

 

平成２６年３月６日 教授会決定 

令和３年１月１３日 教授会一部改正 

令和３年３月１８日 教授会一部改正 

令和５年２月７日 教授会一部改正 

令和８年２月１０日 教授会一部改正 

 

第１条 この内規は，長崎大学経済学部規程（平成１６年経済学部規程第１号。以下「規程」

という。）第１９条第３項に関し，必要な事項を定めるものとする。 

第２条 早期卒業の時期は，３年次終了時とする。 

第３条 早期卒業申請は，２年次前期終了時において本人が早期卒業を希望し,次の各号に

掲げるすべての要件を満たす者に限る。 

(1) 修得単位数が６４単位以上であること。 

(2) 積算 GPA が３．５０以上であること。 

２ 早期卒業を希望する者（以下「早期卒業希望者」という。）は，２年次後期の所定の時

期に所定の様式を経済学部長に提出する。 

第４条 早期卒業希望者は，２年次終了時において次の各号に掲げるすべての要件を満た

さなければならない。 

(1) 修得単位数が規程第１６条第２項に定める単位数を含め，８６単位以上であること。 

(2) 積算 GPA が３．５０以上であること。 

２ 早期卒業希望者のうち前項の条件を満たすものを早期卒業予定者とする。 

第５条 早期卒業予定者は，３年次に専門ゼミと卒研ゼミを同時に履修しなければならな

い。 

２ 早期卒業希望者は，２年次において専門ゼミと卒研ゼミを同時に進めることができる

ゼミを選ばなければならない。ただし，特別な事由がある場合，専門ゼミ指導教員と卒研

ゼミ指導教員が異なる場合も認めるものとする。 

３ 早期卒業予定者の専門ゼミ及び卒研ゼミに関して，本人の希望と研究内容等に応じた

指導体制を取るため，早期卒業予定者は本学部の指示に従うこと。 

第６条 早期卒業予定者は，３年次前期終了時において次の各号に掲げるすべての要件を

満たさなければならない。 

(1) 修得単位数が規程第１６条第２項に定める単位数を含め，１０８単位以上であるこ

と。 

(2) 積算 GPA が３．５０以上であること。 

(3) ３年次後期終了時において，規程別表第１に定める最低修得単位数以上の修得が見

込まれること。 
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第７条 早期卒業予定者は，３年次において早期卒業の認定（以下「早期卒業認定」という。）

を行う。 

附 則 

１ この内規は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この内規は，平成２６年４月１日以降入学者に適用する。 

附 則 

この内規は，令和３年１月１３日から施行する。 

附 則 

この内規は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この内規は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日現在本学部に在学している者（以下この項において「在学者」と

いう。）及び令和５年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は

再入学する者については，改正後の早期卒業に関する内規の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

附 則 

１ この内規は，令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日現在本学部に在学している者（以下この項において「在学者」と

いう。）及び令和８年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は

再入学する者については，改正後の早期卒業に関する内規の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 
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外国の大学において修得した単位を認定する手続に関するガイドライン 

 

平成２６年２月１９日 教授会決定 

平成２８年５月１８日 全部改正 

令和５年３月８日 一部改正 

令和５年７月１２日 一部改正 

 

交換留学に関する申し合わせに定める派遣学生の単位の認定については，次のとおり取

り扱う。 

 

（単位認定のための事前相談） 

１ 派遣先大学で修得する単位を本学部で修得した単位として認定することを希望する学

生（以下「学生」という。）は，当該留学に係る出発前に単位認定に関する相談を学務係

に行わなければならない。 

（事前相談の時期） 

２ 事前相談は，原則として出発前の可能な限り早い時期に行わなければならない。ただし，

やむを得ない事情により出発前に事前相談が出来なかった場合は，出発後に電子メール

等により相談を行わなければならない。 

（事前相談の対応） 

３ 教務委員会委員は，学生からの事前相談があった日から１４日以内に応じるものとす

る。事前相談を担当した教務委員会委員は，その結果を遅滞なく教務委員会に報告しなけ

ればならない。 

（単位認定の申請等） 

４ 学生は，原則として、帰国後１４日までの間に，派遣先大学で修得した単位を証明する

成績証明書，シラバス等及びその他教務委員会が求める書類を添えて単位認定の申請を

しなければならない。 

（教務委員会での審査） 

５ 教務委員会は，学生からの申請に基づき，単位認定の可否について審査しなければなら

ない。また教務委員会は，必要に応じて教務委員会委員以外の者に助言を求めることがで

きる。 

（単位認定） 

６ 教務委員会は，成績証明書等に基づき修得単位のうち授業時間及び授業内容から本学

部の専門教育科目として認められるものに限り，単位を認定するものとする。ただし認定

する単位数は学部規程第１７条に定める３０単位以内に含めるものとする。 

（単位認定する授業科目） 

７ 学生が本学部の専門教育科目として単位認定を希望する派遣先大学での修得科目は, 
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学部規程別表第２に定める専門教育科目に読み替えるものとする。ただし，専門教育科目

に読み替えられない場合は，臨時に授業科目を開設するものとする。この臨時に開設する

授業科目名は、「派遣先大学での授業科目名（取得大学名）」とし、原則自由専門科目とす

る。 

（単位認定の時期） 

８ 単位認定の時期は，学生からの申請日が属するセメスターとする。ただし，申請日がセ

メスター終了日の６０日前からセメスター終了日までの間の場合は，単位認定時期を翌

セメスターにすることができる。 

（履修登録上限単位数との関連） 

９ 単位認定された授業科目の単位は，単位付与されるセメスターの履修登録上限単位数

に算入しない。 

（認定された授業科目の成績の評語） 

１０ ６及び７により単位認定された授業科目の成績は，「認」の評語をもって表す。 

（修得した単位の授業科目の学業成績累加記録簿への記載） 

１１ 派遣先大学で修得した単位のうち，本学部の単位として認定されなかった授業科目

については，「派遣先大学での授業科目名（取得大学名）」を学業成績累加記録簿に記載す

る。この場合の成績評語は「外」とする。  

附 則 

１ このガイドラインは，平成２６年４月１日より施行する。 

２ このガイドラインは，上記施行日以降に帰国した学生に対しても，適用する。 

３ 交換留学生の単位認定ガイドライン（平成１８年７月１９日教授会制定）は，廃止する。 

附 則 

１ このガイドラインは，平成２８年５月１８日より施行する。 

２ 平成２８年５月１８日現在本学部に在学する者についても適用する。 

   附 則 

１ このガイドラインは，令和５年４月１日より施行する。 

２ 令和５年３月３１日現在本学部に在学している者（以下この項において「在学者」とい

う。）及び令和５年４月１日以降に在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する

者については，従前のガイドラインを適用する。 

 附 則 

１ このガイドラインは，令和５年７月１２日より施行する。 

２ ７月１２日以前に海外渡航している在学生については，従前のガイドラインを適用す

る。 
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全学的休講措置の申合せ

平成１６年８月２３日教務委員会決定 

平成１９年１０月２２日教務委員会一部改正 

平成２３年８月２２日教務委員会全部改正 

平成２６年７月２８日教務委員会一部改正 

平成３０年９月１０日教務委員会一部改正 

この申合せは，特別警報発令，台風，積雪その他の不測の事態による学生の事故の発生を防止するた

め，全学的に統一した授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の休講又は延期（以下「休講等」と

いう。）の措置に関し，必要な事項を定める。 

１．特別警報発令による休講等の措置 

長崎県南部に長崎地方気象台が発表する特別警報が発令された場合は，学長が休講等の措置を決定

するものとする。 

２．台風又は積雪（以下「台風等」という。）による休講等の措置 

台風等による授業等の休講等の措置は，学長が次の(1)及び(2)を勘案して決定するものとする。 

(1) 気象警報

台風等により，長崎県南部に長崎地方気象台が発表する暴風警報，大雪警報，暴風雪警報等が発

令されている場合 

(2) 公共交通機関

台風等により，次の２つ以上の公共交通機関が長崎市内全線不通の場合

長崎バス

長崎県営バス

長崎電気軌道

ＪＲ長崎本線（諫早～長崎間）

３．その他不測の事態による授業等の休講等の措置 

１．及び２．に規定するもののほか，地震，洪水その他の不測の事態が発生した場合における授業

等の休講等の措置は，学長が適宜状況を判断の上，決定するものとする。 

４．休講等の措置の周知 

１．及び２．により決定した休講等の措置は，次の表に掲げる時間帯に応じ，同表の右欄に掲げる

時間までに学生支援部教育支援課が，ＮＵ－Ｗｅｂシステム（学務情報システム）の「お知らせ」及び

大学ホームページの携帯サイトを使用して周知を行うとともに，学内においては掲示により周知を行う

ものとする。 
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休講等の時間帯 時間 

午前の授業等 午前７時 

午後の授業等（経済学部夜間主コースの授業等を除
。） 午前１１時 

経済学部夜間主コースの授業等 午後４時 

５．教育実習等の場合の取扱い 

教育実習，臨床実習，介護等体験実習，インターンシップ等の場合は，各実習先の指示に従うもの

とする。 

附 則 

この申合せは，平成３０年９月１０日から施行する。 
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○長崎大学片淵地区構内における交通規制に関する規程 

平成１６年４月１日 

規程第１０４号 

改正 令和元年９月３０日規程第１６号 

令和５年６月３０日規程第２５号 

（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学片淵地区構内（以下「構内」という。）における教育研究上

の環境を保全し，及び通行の安全を確保するため，自動車等の構内乗り入れ，駐車等に関

する規制について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「自動車等」とは，自動車，自動二輪車及び原動機付自転車をい

う。 

２ この規程において「部局」とは，経済学部及び附属図書館経済学部分館をいう。 

３ この規程において「学部長」とは，経済学部長をいう。 

（入構規制） 

第３条 自動車等を構内に乗り入れ及び駐車（以下「入構」という。）することができる者

は，入構許可証（以下「許可証」という。）の交付を受けた者とする。 

２ 許可証の交付を受けた者は，入構に際して許可証を提示し，所定の駐車場に駐車しなけ

ればならない。 

（許可証の種類，交付申請資格等） 

第４条 許可証の種類，交付申請資格及び有効期間は，次の表のとおりとする。 

種類 交付申請資格 有効期間 

許可証

A 

１ 部局に勤務する職員（非常勤講師を除く。以下同じ。）

のうち，次の各号の一に該当する者 

(1) 身体障害者，病弱者等で自動車等による通勤を必要

とする者 

(2) 次のア及びイに該当する者で自動車等により通勤

するもの 

ア 公共交通機関を利用した場合の片道の通勤所要時

間が３０分以上で，かつ，通勤区間の片道の距離が

４キロメートル以上であること。 

イ 自動車の保管場所を現住所又は現住所から５００

メートル以内に有していること。 

(3) その他特別の理由により学部長が適当と認めた者 

２ 経済学部に在籍する学生（経済学研究科の学生，研究

生及び科目等履修生を含む。以下同じ。）のうち，次の

各号の一に該当する者 

(1) 身体障害者，病弱者等で自動車等による通学を必要

とする者 

(2) 次のア及びイに該当する者で自動車等により通学

１年以内とし，許

可証に指定する

期間とする。 
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するもの 

ア 公共交通機関を利用した場合の片道の通学所要時

間が３０分以上で，かつ，通学区間の片道の距離が

４キロメートル以上であること。ただし夜間におい

て教育を受けるため通学する者にあっては，自宅又

は勤務先からの所要時間及び距離とする。 

イ 自動車の保管場所を現住所又は現住所から５００

メートル以内に有していること。 

(3) その他特別の理由により学部長が適当と認めた者 

３ 構内にある事業所の関係者（以下「事業所関係者」と

いう。）については職員の場合に準ずる。 

許可証

B 

工事，物品納入等のため，一定期間にわたり入構する業者 当該用務に係る

期間。ただし，当

該年度の末日を

超えることがで

きない。 

許可証

C 

１ 片淵地区以外の地区の職員，学生及び事業所関係者で，

所用のため入構する者 

２ 非常勤講師 

３ 臨時の用務のため入構する者 

当日限り 

（許可証の交付申請手続） 

第５条 許可証の交付を受けようとする者は，入構許可証交付願及び次の表に掲げる書類等

を，同表に掲げる担当係に提出及び提示しなければならない。 

種類 書類等 担当係 

許可証A (1) 運転免許証 

(2) 自動車検査証 

(3) 自動車の保管場所を証する書類 

(4) 学生証 

部局に勤務する職員及び事業所関

係者にあっては，人文社会科学域事務

部経済学事務課総務係 

経済学部に在籍する学生にあって

は，人文社会科学域事務部経済学事務

課学務係 

許可証B (1) 運転免許証 

(2) 自動車検査証 

(3) 身分を証する書類 

人文社会科学域事務部経済学事務課

総務係 

許可証C 身分を証する書類 人文社会科学域事務部経済学事務課

総務係 

備考 この表において「自動車検査証」とあるのは，２５０CC以下の自動二輪車にあって

は，「自動車損害賠償責任保険証明書」と読み替えるものとする。 

２ 学部長は，前項に定めるもののほか，必要に応じ関係書類等の提出又は提示を求めるこ
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とができる。 

（自動車等の入出構門） 

第６条 自動車の入出構門は，表門とする。 

（駐車場） 

第７条 自動車用駐車場並びに自動二輪車及び原動機付自転車用駐車場の位置は，別に定め

る。 

（交通規制対策委員会） 

第８条 部局に，許可証Aの交付を受ける者の選考及び自動車等に対する指導等交通規制の

実施上必要な事項を審議するため，交通規制対策委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

２ 委員会に関し必要な事項は，学部長が別に定める。 

（許可証の交付） 

第９条 学部長は，許可証Aの場合にあっては委員会の選考結果に基づき，許可証B及び許可

証Cの場合にあっては第５条の規定により提出及び提示された書類等を確認の上，許可証

の交付を行うものとする。 

（許可証の譲渡，貸与等の禁止） 

第１０条 許可証の交付を受けた者は，これを他人に譲渡し，若しくは貸与し，又は記載事

項を書き換えてはならない。 

（許可証の再交付，返納等） 

第１１条 許可証を汚損，破損又は紛失したときは，学部長に再交付の申請を行うことがで

きる。 

２ 許可証の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは，許可証を速やかに返納しな

ければならない。 

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。 

(2) 許可証の再交付を受けたとき。 

(3) 許可証を必要としなくなったとき。 

３ 許可証の記載事項に変更が生じたときは，速やかに学部長に届け出なければならない。 

（遵守事項） 

第１２条 許可証の交付を受けた者は，道路交通法等の関係法令に定めるもののほか，次に

掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 歩行者の安全を第一とし，事故防止に留意すること。 

(2) 構内に設置した道路標識及び道路標示に従うこと。 

(3) 自動車等の最高速度は，時速２０キロメートルを厳守すること。 

(4) 排気音，警笛，カーステレオ等により，みだりに騒音を発生させないこと。 

(5) 所定の駐車場以外の場所に駐車しないこと。 

(6) 自動車等による構内移動は行わないこと。 

(7) 自動車等を構内に放置しないこと。 

(8) 許可証は指定する箇所に明示しておくこと。 

(9) 本学等の行事，緊急事態の発生等のため，臨時の規制を行うときは，指示に従うこ

と。 

（指導及び措置） 

第１３条 入出構門及び構内における自動車等に対する指導は，委員会委員及び事務職員
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（以下「委員会委員等」という。）によって行う。 

２ 前項の委員会委員等は，この規程の規定に違反する自動車等を確認したときは，当該自

動車等の使用者の氏名，車種，ナンバープレートの番号等を記録の上，警告書を貼付して

警告を行うとともに学部長に報告しなければならない。 

３ この規程の規定に違反した者に対しては，学部長が許可証の交付の取消し，自動車等の

強制排除その他必要な措置を行う。 

（様式） 

第１４条 許可証，入構許可証交付願及び警告書の様式は，別に定める。 

（補則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，学部長が別

に定めることができる。 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月３０日規程第１６号） 

この規程は，令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月３０日規程第２５号） 

この規程は，令和５年７月１日から施行する。 
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長崎大学における学生の懲戒に関する指針 

 

                            平成２０年９月２６日 

学  長  裁  定 

                             改正 平成２１年７月２４日 

                             改正 平成２６年２月２０日 

改正 平成２７年１月２９日 

改正 平成３０年１月１６日 

改正 令和元年７月１６日 

改正 令和２年９月１５日 

改正 令 和 ５年 ６月 ６ 日 

改正 令和７年１２月１６日 

 

１ 目的 

この指針は，長崎大学学則（平成 16 年学則第１号）（以下「学則」という。）第

５０条及び長崎大学大学院学則（平成 16年学則第２号）（以下「大学院学則」とい

う。）第３８条に基づいて行う学生の懲戒処分の適正及び公正を図るために必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

２ 懲戒の対象 

懲戒の対象となりうる事件・事故等は次の各号に掲げるものとする。 

（１）刑事事件 

（２）交通事故及び交通違反 

（３）その他懲戒処分に相当する事件・事故等 

 

３ 懲戒の種類及び内容 

懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。 

（１）退学 学生としての身分を剥奪する。 

（２）停学 確定期限を付す有期の停学と無期の停学からなり，停学期間中は本学

学生としての活動を禁止する。 

（３）訓告 文書により注意を与え，将来を戒める。 

なお，懲戒の内容とは，停学の期間等の具体的な情報を指す。 

 

４ 懲戒の要否等の決定，種類及び内容の判断 

懲戒の要否を決定するに当たっては，学則第５０条及び大学院学則第３８条に規

定する懲戒対象行為の存否を認定する必要がある。 

また，懲戒の種類及び内容を決定するに当たっては，次の各号に従い，原因行為

の「悪質性」と結果の「重大性」を総合的に勘案し，過去の具体例を参照し，教育

的配慮を加えた上で決定するものとする。 

なお，学生に課される不利益は，懲戒目的を達成するために必要な限度に留める

ものとする。 

（１）懲戒の目安 

事件・事故の懲戒についての目安を以下に示す。ただし，交通事故及び交通違反

による懲戒の目安に関しては，別途（２）に示す。 

① 事件・事故の原因行為が悪質で，その結果に重大性が認められる場合 
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退学又は停学 

② 事件・事故の原因行為は悪質であるが，その結果に重大性が認められない場

合 

停学又は訓告 

③ 事件・事故の原因行為は悪質なものではないが，その結果に重大性が認めら

れる場合 

訓告 

④ 前①，②，③のいずれにも該当しない場合 

懲戒処分とせず，学部，研究科，学環及び留学生教育・支援センター（以

下「学部等」という。）の指導（学部等の長による厳重注意等）を行う。 

（２）交通事故及び交通違反による懲戒の目安 

交通事故及び交通違反による懲戒の目安を別表に示す。ただし，当該事故・

違反の態様に応じて個別に判断するものとし，必ずしも別表に示す懲戒を課す

ものではない。 

（３）悪質性の判断 

原因行為の「悪質性」（「悪質」又は「特に悪質」）の有無，加害者たる学生

の当該行為に対する態度，行為の性質及び当該行為に至る動機等を勘案して判

断する。 

（４）重大性の判断 

結果の「重大性」の有無は，精神的損害を含めた人身損害，物的損害の有無，

その程度及びその行為が社会に与えた影響等を勘案して判断する。 

（５）停学期間の目安 

１か月以上の停学は原因行為が「特に悪質」な場合で，その結果に重大性が

認められる場合に限る。 

（６）過去に懲戒処分等を受けた者に対する懲戒 

過去に懲戒処分を受け又は学部等の指導を受けた者が，懲戒に相当する行為

をした場合は，通常の処分を超える重い処分をすることができる。 

 

５ 懲戒の手続き 

学生の懲戒については，以下の手続きに則って行う。 

なお，実際に刑事訴追がなされるかどうかを処分決定の絶対的な基準とはしな

い。 

（事件・事故等の報告及び調査等） 

（１）学生は事件・事故を起こした場合，学生支援部又は所属する学部等に遅滞な

く届けなければならない。 

（２）学部等の長は，学生の懲戒に相当すると思われる事件・事故が発生した場合，

当該学生からの事情聴取等により事実関係の調査を行い，速やかに学生委員長

に報告する。 

ただし，当該学生の心身の故障，身柄拘束，長期旅行その他の事由により事

情聴取が行えない場合は，代替の措置をとることができる。また，必要と判断

されれば，事実調査の際に支援者等を同席させる等の配慮を行う。 

また，当該学生のメンタルヘルスに留意し，必要に応じてカウンセリングの

要否を確認する等の配慮を行う。 

（３）学生支援部は，必要に応じて諸機関から事実関係の調査を行い，その結果を

逐次，学生委員長に報告するとともに、関係学部等と情報共有を行う。 
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（４）学生委員長は，当該事件・事故の内容を学長に報告する。 

 

（懲戒の審議） 

（５）学長は，学生委員長から報告のあった内容の中に，懲戒について検討すべき

事案が含まれていると認めた場合，学生委員会に対し当該事件・事故に係わる

学生への懲戒の要否，懲戒の種類及び内容等について審議を求める。 

（６）学生支援部は，懲戒の審議に先立ち，当該学生に審議の対象となる行為を告

知し，意見陳述の希望の有無を確認する。これらの実施が困難な場合は，他の

適切な方法により行う。 

（７）学生委員会は，当該学生への懲戒の要否，懲戒の種類及び内容等について審

議する。 

なお，当該学生が意見陳述を希望する場合，学生委員長は，当該学生に対し

て意見陳述の機会を与える。 

（８）学生委員長は，学生委員会での審議に先立ち，調査小委員会を設置すること

ができる。調査小委員会の構成員は，審議の都度，学生委員長が学生委員会委

員から指名する。学生委員会及び調査小委員会は，学生支援部及び学部等によ

る事実関係の調査報告について，必要に応じて説明及び再調査を求めることが

できる。 

（９）学生委員長は，学生委員会の審議結果及び学生の意見陳述等の結果を学長に

報告する。 

（10）学長は，学生委員会から報告のあった審議の結果を，当該学生が所属する学

部等の長に通知する。 

（11）学部等の長は，学部教授会等において，学長からの通知に基づき，事実認定

と懲戒の種類及び内容について検討を行い，懲戒処分案を作成し，学長に上申す

る。 

（12）学長は，学部等の長からの上申に基づき，教育研究評議会の議を経て，懲戒

処分を決定する。 

 

（懲戒処分の告知及び発効日） 

（13）懲戒処分の告知は，学部等の長が当該学生及び保証人に対して，別に定める

懲戒処分書を交付することにより行う。ただし，以下の場合は，他の適切な方

法により行う。 

① 学部等の長による告知が困難である場合 

② 文書の交付による告知が困難である場合 

③ その他，他の方法による告知が適切と考えられる場合 

（14）懲戒処分の発効日は，当該学生に懲戒処分の告知が行われた日とする。 

 

（異議申し立てに係わる再審議等） 

（15）当該学生は，懲戒処分の発効日の翌日から起算して１４日以内に文書により

懲戒処分に対する異議申し立てをすることができる。この場合，学長は，学生

委員会に再審議を求める。学生委員会は，再審議を行い，その結果を学長に報

告する。学長は再審議の結果を教育研究評議会に付議し，その審議結果に基づ

き，改めて審議結果を当該学生に通知する。 

なお，再審議の期間は，懲戒の効力を妨げないものとする。 

（16）１４日以内に懲戒処分に対する異議申し立てをすることができない特別の事
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情が文書により明確に示された場合には，学生委員会の議を経て，懲戒処分の

発効日の翌日から起算して３０日以内を限度として異議申し立てを認めるこ

とができる。 

 

６ 懲戒処分の執行等 

懲戒処分の執行等については，以下の各号に従う。 

（１）停学処分の区分 

停学は，有期又は無期とし，次のとおりとする。 

① 有期停学は，６か月未満の期限を付すものとする。 

② 無期停学は，期限を付さないものとする。 

（２）停学処分の解除 

①有期停学の処分解除 

有期停学の処分は，停学期間の満了をもって解除する。なお，当該学生が

改悛したこと等により，学部教授会等において，教育的配慮から早急に停学

処分を解除することが妥当であると判断したときは，学部等の長からの「学

生の停学処分解除申請書」の提出に基づき，学長は，教育研究評議会の議を

経ることなく停学処分の解除を決定することができる。この場合における教

育研究評議会への報告は，事後に行うこととする。 

②無期停学の処分解除 

無期停学の処分は，当該処分を受けた学生の反省の程度，学習意欲等を総

合的に判断して次のとおり処分を解除することができる。 

ア 学部等の長は，学部教授会等の議を経て，学長に停学処分の解除の申

請を「学生の停学処分解除申請書」により行う。 

イ 学長は，学部等の長からの申請があった場合，無期停学の処分解除に

ついて検討が必要であると判断したときは，学生委員会に審議を求める

ことができる。 

ウ 学長は，学生委員会の答申を踏まえ，教育研究評議会の議を経て，停

学処分解除の可否を決定する。その後学部等の長に審議結果を通知する。 

エ 通知に基づき学部等の長は，当該学生及び保証人に対して文書により

無期停学の処分解除を通知する。 

（３）謹慎 

学部等の長は，学生の行為が懲戒対象行為に該当することが明白であり，か

つ，懲戒処分がなされることが確実である場合は，その必要性を考慮の上，懲

戒処分の決定前に謹慎を言い渡すことができる。この場合において，謹慎の期

間は，１か月を超えないものとする。なお，この間は，原則として学生として

の活動を禁止する。また，謹慎の期間は停学期間に算入することができる。 

謹慎期間がある場合は，学生委員会における懲戒処分の審議の際に謹慎期間

の停学期間への算入の可否についても審議を行い，その結果を学長に報告する。 

また，学部等の長は，謹慎期間の停学期間への算入の有無及び日数を考慮の

うえ懲戒処分案を作成し，学長に上申する。 

（４）懲戒処分と自主退学・休学 

① 学部等の長は，懲戒対象行為を行った学生から，懲戒処分の発効前に自主

退学又は休学の申請があった場合には，これを受理しない。 

② 休学中の学生に対して停学処分が決定された場合には，当該停学処分の発

効の日をもって当該学生の休学許可を取り消す。 
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（５）停学中の学生指導 

停学中の学生に対する指導は，当該学生が所属する学部等の教員が担当する。

なお，当該学生の精神的なケアについては，所属学部等が学生支援部，保健セ

ンター等と協力して行う。 

 

７ 懲戒処分に関する情報の非公開 

懲戒処分に関する情報の取扱いについては，以下の各号に従う。 

（１）非公開の原則 

懲戒処分を実施した場合，学生の氏名，学生番号，懲戒の内容は，当該学生

及び保証人以外には明らかにしないものとする。また，前述の情報に当たらな

いものでも，懲戒処分を受けた学生が特定される恐れがある情報及び本学での

教育に支障が出る情報は非公開情報として取り扱う。 

ただし学長が必要と認めたときは，この限りでない。 

（２）証明書類等への記載の禁止 

本学が作成する成績証明書等には，懲戒の有無，その種類及び内容等を記載

しないことを原則とする。 

（３）注意喚起・啓発のために過去の懲戒事例を挙げる場合 

学生に対する注意喚起・啓発のために過去の懲戒事例を挙げる場合，公開す

る情報は「懲戒事由」及び「懲戒の種類」のみとする。ただし，それにより懲

戒処分を受けた学生個人が特定されないよう配慮する。 

なお，掲載事例とするかの可否及び内容等については，個別の懲戒処分にお

ける各審議の都度，個人特定の恐れ，被害者への影響等を考慮して検討を行う。

この際に考慮すべき事項を「懲戒処分に関する情報の取扱いに係るガイドライ

ン」に示す。 

 

附 則 

 この指針は，平成２０年９月２６日から実施する。 

  附 則 

 この指針は，平成２１年７月２４日から実施する。 

附 則 

 この指針は，平成２６年２月２０日から実施する。 

附 則 

 この指針は，平成２７年１月２９日から実施する。 

附 則 

 この指針は，平成３０年１月１６日から実施する。 

附 則 

 この指針は，令和元年７月１６日から実施する。 

附 則 

 この指針は，令和２年９月１５日から実施する。 

附 則（令和５年６月６日制定） 

 この指針は，令和５年７月１日から実施する。 

附 則 

 この指針は，令和７年１２月１６日から実施する。 
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別表（４（２）関係） 

交通事故及び交通違反による懲戒の目安 

 

 交通事故及び交通違反の内容 懲戒の目安 

１ 

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を

起こした場合で，その原因行為が無免許運転，飲酒運転，

暴走運転，危険運転等，特に悪質な場合 

退学 

２ 
人身事故を伴う交通事故を起こした場合で，その原因行為

が無免許運転，飲酒運転，暴走運転等，特に悪質な場合 
退学又は停学 

３ 
無免許運転，飲酒運転，暴走運転等及びその幇助行為等，

特に悪質な交通法規違反 

退学，停学又は 

訓告 

４ 

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を

起こした場合で，その原因行為が前方不注意等の過失の場

合 

停学又は訓告 
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学生の交通事故に関する懲戒ガイドライン

平成15年11月28日 
   学  長  裁  定

 改正平成17年  1月13日

 平成24年  1月26日 
１．目 的 

本懲戒ガイドラインは，長崎大学学則（以下，「学則」）第50条に基づいて行う学生の交通事件に関す 
る懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定める。

２．懲戒処分の種類と内容

（1）懲戒の種類 
学則第50条第2項に従い，学生の懲戒は退学，停学及び訓告とする。 

（2）退学 
退学は，学生としての身分の剥奪である。

（3）停学 
停学は確定期限を付す有期の停学と，確定期限を付さない無期の停学（以下，「無期停学」）からなる。

① 停学の種類

1.6 か月以上の停学を無期停学とし，確定期限を付さず，指導の状況及び生活態度等を勘案しながら解

除の時期を決定するものとする。

2.6か月未満の停学を有期の停学とし，確定期限を付すものとする。

② 当該学生が所属する学部及び大学院研究科（以下，「学部等」）の長（以下，「学部長等」）は，無

期停学を受けた学生について，その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断し，その処分の解除が

適当であると考えられるときは，教授会の議を経て，学長に対し，その処分の解除を上申することが

できる。

③ 無期停学の解除は，学部長等からの上申により，学長が長崎大学教育研究評議会（以下，「教育研

究評議会」）の議を経て，これを行う。

④ 無期停学は，原則として6か月を経過した後でなければ，解除することはできない。

⑤ 無期停学解除の告知は，学部長等により当該学生及び保証人に対して行われる。

（4）訓告 

訓告は，処分としての大学の教育的意思表示である。

３．懲戒の対象となる交通事件

（1）懲戒の基準 
① 事故の態様が悪質である交通死亡事故（交通事故による受傷を原因として被害者が事故後30日以内

に死亡した事故）に対する懲戒処分は，退学，又は無期停学とする。

② 事故の態様が悪質である交通傷害事故に対する懲戒処分は，有期停学又は訓告とする。ただし，

情状によりその処分を減ずることができる。

    また，1か月以上の有期停学は，態様が特に悪質で結果が重大な場合に限るものとする。

③ 再犯の場合はより重い処分とすることができる。
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（2）懲戒の対象とならないもの 
単純な道路交通法違反や，交通事故の態様が悪質でないものについては,懲戒処分の対象とはしない。 

ただし，重大な結果を惹起した交通事故に対しては，必要に応じて学部等の指導（学部長等による厳重

注意等）を行う。また懲戒の基準に該当しないものの事故の態様が悪質である交通事故に対しても同じ

く必要に応じて学部等の指導を行う。

（3）悪質性の判断基準 
交通事故に対する懲戒処分は，学則50条に定める「学生の本分に反する行為」として科せられるもの 

であることに鑑み，態様が悪質な交通事故とは道路交通法に違反するような次の行為があった場合を指

すものとする。

① 酒酔い運転

② 麻薬等運転

③ 共同危険行為等禁止違反

④ 無免許運転

⑤ 大型自動車等無資格運転

⑥ 仮免許運転違反

⑦ 酒気帯び（0.15以上）運転

⑧ 過労運転等

⑨ 大幅な速度超過運転

⑩ 救護措置義務違反

（4）上記①～⑩の用語の意味は，それぞれ次に定めるところによる。 
①「酒酔い運転」とは，道路交通法第65条第１項の規定に違反する行為のうち，酒に酔った状態（ア

ルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう）で運転する行為をいう。

②「麻薬等運転」とは，道路交通法第66条の規定に違反して麻薬，大麻，あへん，覚せい剤又は毒

物及び劇物取締法施行令第32条の２に規定する物の影響により正常な運転ができないおそれがある

状態で運転する行為をいう。

③「共同危険行為等禁止違反」とは道路交通法第68条の規定に違反する行為をいう。

④「無免許運転」とは，道路交通法第64条の規定に違反する行為をいう。

⑤「大型自動車等無資格運転」とは，道路交通法第117条の４第１号に該当する行為をいう。

⑥「仮免許運転違反」とは，道路交通法第87条第２項後段の規定に違反する行為をいう。

⑦「酒気帯び（0.15以上）運転」とは身体に血液１ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼

気１リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する場合をいう。

⑧「過労運転等」とは，道路交通法第66条の規定に違反して過労，病気その他の理由により正常な

運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。

⑨「大幅な速度超過運転」とは，道路交通法第22条の規定に違反する行為のうち超過速度が高速道

路において50キロ以上，それ以外の道路において30キロ以上である場合をいう。

⑩「救護措置義務違反」とは，道路交通法第72条第１項の規定に違反する行為をいう。

（5）上記の悪質性の判断基準については，法令の改正及び社会的状況の変化に応じ，法律の専門家と相談 
の上，適宜改正するものとする。

105



４．交通事件における懲戒の手続と執行

（1）交通事件の報告 
① 学生による交通事件は，学生支援部で一元的に対応する。

② 学生による交通事件が発生した場合，各学部等及び大学関係者は察知した情報を速やかに学生支援

部へ通報する。

③ 学生支援部は速やかに学生委員長に通報するとともに，事実関係の把握に努め，当該事件に係わる

学生が所属する学部等への連絡，関係諸機関との連絡調整を行い，その結果を逐次学生委員長に報告

し，同時に学部等へ通知する。

④ 学生委員長は，学生による交通事件に関して学長に報告を行う。

⑤ 当該事件に係わる学生が所属する部局は，通知された交通事件について，当該学生と連絡をとると

ともに指導に努め，必要に応じて学長への報告，学生委員長及び学生委員会への説明，学生支援部と

の連絡を行うものとする。

（2）事実関係の調査と当該事件に係わる学生への教育的指導 
① 学外での事実関係の調査は，学生支援部が担当する。また必要があれば当該事件に係わる学生の所

属する学部等の教員及び職員はそれを補佐することができる。

② 学内での学部等による事実関係の調査は，原則として当該事件に係わる学生からの事情聴取を行う

ものとする。ただし，当該学生が事情聴取に応じない場合は，学部等はその旨を学長に報告するとと

もに，学生委員長及び学生委員会に説明するものとする。また，学生が身心の故障，身柄の拘束，長

期旅行その他の事由により，当該学生に事情聴取できない場合は，事情聴取が可能になるまでの間，

学部等は調査及びその報告等を留保するものとする。

（3）学生委員会による審査 
① 学長は学生委員長から報告のあった交通事件の中に，懲戒について検討すべき事案が含まれている

と認めた場合，学生委員会に対し当該事件に係わる学生への懲戒の要否，懲戒の種類及び内容等につ

いて審議を求めるものとする。

② 学生委員長は，速やかに学生委員会内に調査小委員会を設置する。なお，大学においていたずらに

処分の是非の決定を長引かせることのないように，調査小委員会は定例の学生委員会開催以前に設置

することができ，学生委員長はその構成員を指名することができる。

③ 調査小委員会の構成員は，加害者又は被害者と関係が無いか，その恐れの無いように選任され，

また被害者及びその関係者と接触の無いように管理されなければならない。

④ 調査小委員会は，学生支援部及び学部等による事実関係の調査及び調査報告について，必要に応じ

て説明及び追調査を求めることができる。

⑤ 学生委員会は調査小委員会の報告に基づき，当該事故に係わる学生への懲戒の要否，懲戒の種類及

び内容等について審査し，その結果を学長に報告するものとする。

（4）審査結果の通知 
 学長は，学生委員会から報告のあった審議の結果を，当該学生が所属する学部長等に通知する。

（5）懲戒の審議

学部長等は，学長からの通知に基づき，事実認定と懲戒の種類及び内容について教授会に付議の上，

 速やかに学長に懲戒を上申するものとする。

（6）懲戒の決定

① 学長は，学部からの上申事項を教育研究評議会の議に付し，懲戒処分を決定する。

② 学長は，教育研究評議会への付議に際し，懲戒の対象とされる学生に対して，口頭又は文書によ
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る意見陳述の機会を与えるものとする。

（7）懲戒処分の告知と執行 
懲戒処分の告知は，学部長等が，当該学生及び保証人に文書をもって行い，その内容を学内に公示す

る。なお，懲戒を実施した場合，学生の氏名，学生番号等，本人を特定できる情報は明らかにしないも

のとする。ただし学長が必要と認めた場合は，この限りではない。

（8）懲戒処分に関する文書 
 懲戒処分に関する文書は，別途様式に定める。

（9）懲戒に関する記録の保存と開示

① 懲戒原因たる事実並びに決定された処分の内容及び理由を記載した文書は学生支援部で保存する。

文書管理の責任者は学生支援部長とする。

② 学長は，被処分者から請求があった場合には，当該文書を開示しなければならない。

５．学生に対する教育と指導

（1）本ガイドラインの事前周知 
① 懲戒対象行為と懲戒処分の種類と内容に関しては，掲示ならびに各部等の学生便覧等により学生に

周知されなければならない。

② 学生は人身事故を起こした場合は，遅滞無く学生支援部ないしは所属する学部等に届けなければな

らない。またこの届出義務は掲示ならびに各学部等の学生便覧等により学生に周知されなければなら

ない。

（2）教育と指導 
① 事件後並びに処分後において，当該学生に反省を促し，また学習意欲を維持させるための指導は，

当該学生の所属学部等が担当するものとする。

② 当該学生の精神的ケアについては所属学部等とともに学生支援部，保健・医療推進センター等，大

学も十分な協力を行わなければならない。

（3）履修への配慮 
停学期間中の期末試験又は履修手続期間については，停学の懲戒処分の申し渡しの期日によって，学

生の受ける不利益の不平等が無いようにしなければならない。
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